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原 案 
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付 議 議 会 議 案 番 号 件        名 結  果 年 月 日

令和２年 

第１回定例会
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動計画（後期計画）の策定について 

原 案 

可 決 
３月18日

〃 議案第28号 
都城市との定住自立圏の形成に関する

協定書の締結について 
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３月18日
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意見書案 

第１号 

新型コロナウイルス感染症対策の強化
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止、介護従事者の処遇改善など、介護

保険制度の改善を求める請願 

不採択 ２月27日
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一  般  質  問 

発 言 

順 位 
質 問 者 質 問 事 項 質  問  の  要  旨 質問の相手

１ 上西 祐子 

１ 加齢性難聴者の支援

について 

超高齢化社会において、難聴者の

増加が言われております。難聴者

対策は、認知症を予防する一番大

きな因子であると言われていま

す。本町でもこれらの方々の補聴

器補助の支援策を考えられない

か。 

町 長 

２ 公営住宅の連帯保証

人について 

町営住宅に入居の際、連帯保証人

が２名必要となっています。

（１人は三股在住者） 

連帯保証人がいなくて住宅に申し

込めない人がいます。保証人が必

要のない条例を改正すべきだと考

えますが町としての考えを伺いた

い。 

町 長 

３ 空き家対策について

① 本町の空き家の数は？ 

② 空き家の有効活用策の取り組

みは？ 

③ 空き家バンクの実績は？ 

町 長 

２ 指宿 秋廣 

１ 人材確保について 

① 会計年度任用職員の採用状況

はどうなっているか。 

② 非正規職員を正規職員の採用

で対応するべきではないか。 

③ 正規職員採用の今後の方針・

方法はどう考えているか。 

町 長 

２ 損害賠償について 

① 町長や職員に対する住民訴訟

の考え方はどうなっているか。 

② 地方自治法の一部を改正する

法律の概要と本町の考え方はど

うなっているか。 

町 長 

３ パソコンのリース状

況について 

リース期間が切れたパソコンの廃

棄の現状はどうなっているか。 
町 長 

４ 児童館の耐震化につ

いて 

① 耐震化していない児童館が

２館と報道されたがその児童館

名はどこか。 

② 補強工事の予定はあるか。 

町 長 

５ 五本松住宅跡地の基

本的考え方について 

① 計画の全体的な事業費はどれ

ほどを見込んでいるか。 

② 元金・利子や維持管理費はど

れほどを見込んでいるか。 

町 長 
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３ 内村 立澤 

１ 農業について 

① 農業振興地域の内容について

伺う。 

② 農林水産省から、農地の転用

許可権限を指定町村に与える措

置について、本町も権限移譲を

受けることはできないか。 

③ 畜産センターの管理計画を策

定する進捗状況について伺う

（平成２７年９月質問） 

④ 第６１回宮崎県畜産共進会牛

枝肉部門の内容について伺う。 

町 長 

２ 第５回みまたん霧島

パノラママラソン大会

について 

① 全体的な内容について伺う。 

② 今後について伺う。 
町 長 

４ 堀内 義郎 

１ 防災・減災・国土強

靭化について 

「国土強靭化地域計画」の策定に

向けた取組について。 

① 本町としての策定は考えられ

ているのか。 

② ＢＣＰ策定について、高齢者

の増加に伴う防災体制の充実と

して、福祉施設のＢＣＰ対策に

ついて考慮されるのか。 

③ 防災・減災事業として、農業

水路等長寿命化の交付金支援は

考慮されるのか。（特に樺山用

水路などは山間部を通り、且つ

老朽化しているため） 

④ 新しい三股町のハザードマッ

プの作成について配布はいつ

か。また、マイタイムラインと

して活用できないか。 

⑤ 災害時の情報収集として消防

団員のＳＮＳでの投稿による活

用や、大規模災害を想定した同

時多発の情報整理の効率を図る

ため、ＡＩ活用は図られない

か。 

町 長 

２ 自転車の活用推進に

ついて 

宮崎県自転車活用推進計画が策定

され、サイクルツーリズム推進に

よる観光振興や健康づくりとし

て、シェアサイクルの導入や町内

の景勝地（三股駅～上米公園～長

田峡などを巡る）ルートを開設

し、散走（ポタリング）として取

り組めないか。 

町 長 

３ 小鷺巣地区の宅地分

譲について 

分譲戸数と販売価格の予定はどう

なのか。 
町 長 
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５ 池邉 美紀 

１ 第五地区公民館と消

防詰め所の移転につい

て 

① 進捗状況と今後の計画 

② 公民館および避難所としての

機能・消防第五部詰め所として

の機能以外にどんなものを考え

ているか。 

町 長 

２ 三股町の教育 

① 小規模特認校の推移と今後の

方向性 

② 小中学校の今後の取組みとし

て個々の特性を把握しつつエビ

デンスに基づいた指導をどのよ

うに進めていくのか。 

町 長 

３ 新型コロナウイルス

対策 

三股町で感染が確認された場合、

行政としてどのような対策を講じ

るのか。 

町 長 

６ 田中 光子 

１ 防災対策について 

① 防災活動の取り組みはどのよ

うにされているのか。 

② 大雨時、増水する所の把握は

されているのか。 

③ 排水対策はどのように考えら

れているのか。 

町 長 

２ 発達障がいの早期発

見、早期療育について

① 町内の年間出生数。 

② 発達障がいの実態把握はどの

ように行われているのか。 

③ 現在、町内の療育拠点、児童

発達支援事業はどのようになっ

ているのか。 

④ 今後の早期発見・早期支援に

つながるシステムの構築はどの

ように考えられているのか。 

町 長 
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７ 楠原 更三 

１ 町民憲章前文からみ

る現在の三股町につい

て 

① 「先人の偉業に学ぶ」ための

環境整備として、どのようなこ

とが行われてきたか。 

② みまたの景観まちづくり計画

の中に、町民憲章の精神がどの

ように生かされているか。

（含、本計画の今後の見通し） 

③ 郷土愛の観点から、三股誕生

の起点をどこに置くか。 

④ 広報紙にある「町の生い立

ち」の再考は。 

⑤ 町民歌の活用はどのようにな

っているのか。（町主催行事の

中で） 

⑥ 名誉町民を顕彰したコーナー

を文化会館の一角に常設できな

いか。 

町 長 

２ 梶山城跡調査整備検

討委員会について 

① 検討委員会実施について「行

った周知」とその「報告」の方

法は。 

② 保存整備事業の基本計画の策

定予定はどのようになっている

のか。 

③ プロジェクトチームの立ち上

げ予定は。 

④ 北郷久秀・忠通公墓及び周辺

の整備は考えられないか。 

町 長 
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８ 福田 新一 

１ くいまーるの活用

（上米公園） 

① パークゴルフ場への交通手段

に利用できないか。 

② 遊具場利用者の交通手段に利

用できないか。 

③ アシステッド三股入居者の交

通手段に利用できないか。 

④ 中野地区の足として利用でき

ないか。 

⑤ 花見時期の上米公園利用に活

用できないか。 

⑥ 未使用の貯水タンクの有効利

用の計画はないのか。 

町 長 

２ 防災意識の向上を 

① ハザードマップの目的は何

か。 

② 河川超えの避難通路をどう考

えるか。 

③ 福祉課・高齢者支援課の防災

計画は如何に。 

④ 自治公民館における自主防災

組織の在り方は。 

町 長 

３ 建国大学野球部の来

町を町の活性化へ 

① 今年の合宿誘致の活動状況

は。 

② 今後の誘致に対する改善内容

を具体的に。 

 （グランドの整備、本部席の補

修、遊具場への飛球防止のバッ

クネット、本町の合宿所利用、

補助金等の対応） 

町 長 

４ 旧町立病院の取り扱

い 
現状について。 町 長 
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 三股町告示第８号 

  令和２年第１回三股町議会定例会を次のとおり招集する。 

     令和２年２月21日 

                               三股町長 木佐貫 辰生 

 １ 期 日  令和２年２月27日 

 ２ 場 所  三股町議会議場 

────────────────────────────── 

 ○開会日に応招した議員 

田中 光子君         堀内 和義君 

新坂 哲雄君         楠原 更三君 

福田 新一君         池邉 美紀君 

堀内 義郎君         内村 立澤君 

指宿 秋廣君         上西 祐子君 

重久 邦仁君         山中 則夫君 

────────────────────────────── 

 ○３月４日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

 ○３月５日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

 ○３月６日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

 ○３月18日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

 ○応招しなかった議員 

 

 



- 2 - 

 

令和２年 第１回（定例） 三 股 町 議 会 会 議 録 （第１日） 

                             令和２年２月27日（木曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                         令和２年２月27日 午前10時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期決定の件について 

 日程第３ 令和２年度施政方針表明 

 日程第４ 議案第１号から議案第２８号までの２８議案及び報告１件一括上程 

 日程第５ 令和元年請願第２号について（委員長報告・質疑・討論・採決） 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期決定の件について 

 日程第３ 令和２年度施政方針表明 

 日程第４ 議案第１号から議案第２８号までの２８議案及び報告１件一括上程 

 日程第５ 令和元年請願第２号について（委員長報告・質疑・討論・採決） 

────────────────────────────── 

出席議員（12名） 

１番 田中 光子君        ２番 堀内 和義君 

３番 新坂 哲雄君        ４番 楠原 更三君 

５番 福田 新一君        ６番 池邉 美紀君 

７番 堀内 義郎君        ８番 内村 立澤君 

９番 指宿 秋廣君        10番 上西 祐子君 

11番 重久 邦仁君        12番 山中 則夫君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 
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局長 兒玉 秀二君        書記 矢部 明美君 

                 書記 佐澤 やよい君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  木佐貫 辰生君  副町長  西村 尚彦君 

教育長  石崎 敬三君   総務課長兼町民室長  白尾 知之君 

企画商工課長  西山 雄治君   税務財政課長  黒木 孝幸君 

町民保健課長  横田 耕二君   福祉課長  齊藤 美和君 

高齢者支援課長  川野  浩君   農業振興課長  上原 雅彦君 

都市整備課長  福永 朋宏君   環境水道課長  西畑 博文君 

教育課長  鍋倉 祐三君   会計課長  米村 明彦君 

 

午前10時00分開会 

○議長（重久 邦仁君）  おはようございます。開会前でありますが、お知らせいたします。施政

方針と提案理由の資料については、本日、全議員に配付しております。 

 ただいまから令和２年第１回三股町議会定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は１２名、定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（重久 邦仁君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本会期中の会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、５番、福田議員、１２番、

山中議員の２名を指名いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．会期決定の件について 

○議長（重久 邦仁君）  日程第２、会期決定の件を議題とします。 

 議会運営委員長より報告をお願いします。議会運営委員長。 

〔議会運営委員長 池邉 美紀君 登壇〕 

○議会運営委員長（池邉 美紀君）  それでは、議会運営委員会の協議結果についてご報告いたし

ます。 

 去る２月２１日、議会運営委員会を開催し、本日招集されました令和２年第１回三股町議会定

例会の会期日程等について協議をいたしました。 

 今期定例会に提案されます議案は、令和元年度補正予算７件、令和２年度当初予算９件、条例
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の改正８件及びその他４件の計２８件、このほか報告１件であります。これら提出議案の内容等

を踏まえ、当委員会において慎重に審査をいたしました結果、本定例会の会期は、本日から３月

１８日までの２１日間とすることに決定しました。 

 日程の詳細については、会期日程案を配付しておりますので、説明は省略いたします。 

 以上で、当委員会の報告を終わります。 

○議長（重久 邦仁君）  お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本

日から３月１８日までの２１日間とすることにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、議会運営委員長

の報告のとおり決定いたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．令和２年度施政方針表明 

○議長（重久 邦仁君）  日程第３、令和２年度の施政方針の説明を求めます。町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  おはようございます。本日、ここに令和２年第１回三股町議会定例会

の開会に当たり、令和２年度の町政運営の方針につきまして、私の所信の一端を申し上げます。 

 昨年は御代替わりの年となり、５月１日に新天皇が即位され、令和の時代が始まりました。 

 我が町も、町制施行７１年目のスタートの年となり、本町のまちづくりのスローガンである

「花と緑と水のまち」「文教のまち三股」「アスリートタウン三股」の実現に向かって、なお一

層積極的に取り組む決意です。 

 さて、昨年は、地球温暖化の気候変動等により全国的に災害の多い年であり、特に令和元年房

総半島台風、令和元年東日本台風は、関東・東北を中心に記録的な豪雨災害をもたらしました。

本町にも、７月から８月にかけて豪雨や台風の襲来がありましたが、幸いにも大きな被害はなか

ったところです。 

 このような災害を目の当たりにしますと、防災・減災・国土強靭化は町政の重要課題と改めて

認識を深めたところです。 

 このような異常気象もありましたが、当初及び補正予算で計画した事業は、議会を初め、町民

の皆様のご理解、ご尽力により、ほぼ予定通り実施できました。心から感謝申し上げます。 

 令和２年度は、これまでの成果を踏まえ、残された課題、新たな課題に積極的に挑戦し、町の

将来像「自立と協働で創る元気なまち三股」の実現のために、さらに元気で誇れるまちづくりを

目指したいと考えています。 

 今後とも、議会からのご意見や町民の皆様からの声に耳を傾けながら、全身全霊をかけて町政



- 5 - 

運営に取り組んでいく所存でございますので、皆様のさらなるご理解とご協力をお願い申し上げ

ます。 

 私は町政の目標として「自立と協働で創る元気なまち三股」を実現するため、５つのプロジェ

クトをマニフェストとして掲げ、実現に努力しているところです。 

 その一端をご紹介しますと、１つ目の「街むら元気わいわいプロジェクト」では、町営五本松

団地の約半分を更地とするとともに、跡地の利活用について、健康とにぎわいと交流の拠点と位

置づけ、町民ワークショップや町民アンケートを実施するとともに、幹事会や検討委員会、有識

者から成る審議会を開催し、基本構想の策定に努めました。 

 そして、三股駅と役場周辺、文化会館周辺及び五本松団地跡地のエリアを中心市街地と位置づ

け、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画の策定にも取り組んでいるところです。 

 また、交流人口の拡大や町経済の活性化を図るため、「第５回みまたん霧島パノラマまらそ

ん」や「第７回モノづくりフェア」「第８回まちドラ！」、そして恒例の「春まつり」「ふるさ

とまつり」などのイベントを開催し、三股町を町内外に発信しました。 

 過疎対策としては、過疎対策奨励金を継続するとともに、梶山・長田小学校の生徒数確保のた

め、スクールバスを２台にしました。そして、長田・梶山小学校の小規模特認校の魅力化のため、

学習支援として児童１人１台のタブレット教育に取り組んでいます。 

 また、本町の全小中学校のＩＣＴ（情報通信技術）活用による学習の充実にも、年次的・計画

的に取り組んでいるところです。 

 安全安心なまちづくりとしては、消防団各部に配備されている小型ポンプが、老朽化による機

能低下が進んでいることから、平成３０年度と令和元年度の２カ年で小型ポンプの更新を行いま

した。 

 また、第６部の消防団詰所を第一次避難所である６地区分館に併設することで、消防団の活性

化及び防災力の向上に努めました。 

 今年度は、土砂災害警戒区域内にある第５部消防団詰所と第５地区公民館を長田小学校隣接地

に移設し、併設することで、避難施設を有する防災機能の強化とあわせ、コミュニティー機能の

一体化に年次的に取り組んでいきます。さらに、災害大国である現状を踏まえ、自主防災組織の

設立、拡充に努め、安全安心な町を目指します。 

 ２つ目の「産業いきいきプロジェクト」では、本町の基幹産業である農畜産業の発展のため、

引き続き中央地区の農地・農道・用排水路等の基盤整備に取り組んでまいります。そして、拡大

する圃場の集約化を図り、作業の効率化、担い手の確保、農家の所得向上につなげていく計画で

す。 

 また、６次産業化の取り組みとしましては、商工会や観光協会、霧島会、実践型雇用創造協議
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会などの団体と連携しながら、ゴマやどぶろく、バイオ茶、カンショのスイーツなどのブランド

化に努めるとともに、ふるさと納税の返礼品としても活用しているところです。 

 このような中、ことしの第９２回アカデミー賞受賞後のパーティーのメニューに、宮崎牛と焼

酎「霧島」に加え、本町の上水園のバイオ茶が採用されました。大変名誉なことであり、世界の

バイオ茶とともに、本町を発祥の地として発信してまいりたいと考えます。 

 雇用の場創出の取り組みとしては、昨年１２月に規模拡大としての進出があり、企業立地の認

定をしたところです。雇用計画では、ことしから５年間で１６名の新規雇用が計画されています。 

 また、若者の県外流出が進む中、若者に人気のある情報系企業の誘致に積極的に取り組んでい

くほか、国からの委託事業である実践型地域雇用創造事業では、ネットを利用した仕事の創出や

農業の６次化推進のため、セミナーなどを開催し、人材育成や雇用拡大などに取り組んでいると

ころです。 

 ３つ目の「少子・高齢化すくすくプロジェクト」では、放課後児童支援員の処遇改善を図るた

め、放課後児童クラブの有料化に取り組みました。有料化に当たっては、生活困難家庭の利用料

免除や入所児童２人目以降の減免規定等を設け、子育てに優しい町としての配慮もいたしました。 

 乳幼児や子供の医療費助成については、乳幼児の通院・入院医療費の無料化及び小中学生の入

院医療費の無料化は、引き続き継続します。そして、平成３０年１０月から実施した小学生の通

院医療費についての助成を、令和２年度は中学生まで拡大するとともに、一部負担金の減額を

１１月から実施する予定です。 

 養護老人ホーム清流園については、昨年４月から、やまびこ会の指定管理から社会福祉法人ス

マイリング・パークに管理運営が移行しました。施設の名称を「養護老人ホーム アシステッド

リビングみまた」とし、入居者の共用空間を快適にするため、自己資金で早速リフォームをされ

ました。家庭にいるような環境づくりとの方針であり、入居者への配慮が感じられました。 

 高齢者の居場所づくりとして、町内に３０カ所のサロンを設置し、交流の場、健康づくりの場

として活用されています。さらなる配置を目指すとともに、活動の活性化を支援してまいります。 

 また、高齢者の免許返納者へのメリット制度を創設し、「くいまーる」の無料乗車券１２０回

分を交付いたします。 

 障害児・者のワンストップ相談窓口として、元気の杜に設置している障害者基幹相談支援セン

ターの充実については、引き続き取り組んでまいります。 

 子供の貧困対策については、社会福祉協議会がボランティアの力を借りながら実施している

フードバンク事業「どうぞ便」や子ども食堂等について、社会福祉協議会と連携を図りながら支

援してまいります。 

 ４つ目の「スポーツ・文化わくわくプロジェクト」では、「アスリートタウン三股」づくりの
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一環として、本町の中心的な運動公園である旭ヶ丘運動公園の陸上競技場については、アグレッ

シブタウン基本構想に沿って４カ年計画で大規模改修事業に取り組んでいます。 

 令和元年度は、１００メートル直線コースの全天候型化について整備を行いました。 

 今年度は、全天候型トラック３コースの外側５コースをクレーで整備いたします。 

 「文教のまち三股」の推進として、児童生徒の学力向上のため、ＩＣＴが活用できる環境整備

や教育の情報化、英語教育の充実に努めるとともに、熱中症対策として、全教室にエアコンを整

備しました。今年度はトイレの洋式化に取り組みます。 

 小学生の学力向上対策としては、放課後子ども教室の拡大、土曜学習の教育支援を行います。

また、三股小学校をモデル校として、放課後に３年生の希望者に特化した教育を行うとともに、

昨年１１月からは、中学生１年生を対象にした放課後学習を行っています。 

 ５つ目の「エコクリーンさわやかプロジェクト」では、清掃工場が遠方に移転したことから、

ごみの減量化・リサイクルの推進施策として、電動生ごみ処理購入費補助やコンポストの貸与、

ＥＭ活性液の配付を引き続き行ってまいりました。 

 また、河川の水質保全対策として、公共下水道事業に鋭意取り組み、加入促進に努めていると

ころです。 

 また、単独浄化槽から合併浄化槽への切りかえに取り組むとともに、「クリーンアップみま

た」やエコロジーボランティアなどで環境美化に引き続き取り組んでまいります。 

 なお、老朽化した衛生センターの移転改築については、地元である今市自治公民館と、三股町

中央浄化センター内への汚泥等受け入れ施設の建設及び操業に関する協定として調印式を行いま

した。この協定を踏まえ、計画的に取り組みます。 

 また、「みまたの景観」を守り、つくり、育てていくために、町民・事業者・行政の景観に対

する意識を高め、地域に根差したルールづくりや取り組みを進めていくことを目的に、三股町景

観まちづくり計画を策定しました。 

 以上、５つのプロジェクトの概要を説明しましたが、このように各種事業に着実に取り組むこ

とができますことは、議員各位を初め、多くの皆様のご支援のたまものと感謝申し上げます。 

 今後とも、伝統ある自然豊かな三股町の発展のため、全力で諸課題に取り組んでまいりますの

で、皆様のさらなるご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 さて、国内の経済状況に目を向けてみますと、設備投資の増加、雇用や所得環境の改善など、

内需が安定していることにより、緩やかな回復が続いたものの、中国で発生した新型コロナウイ

ルスの感染拡大が世界経済に深刻な影響を与えるのではないかという懸念が広がっています。 

 令和元年１０月に実施された消費税率１０％への引き上げに当たって、国は経済の回復基調に

影響を及ぼさないようにとのことから、軽減税率制度や臨時・特例の措置など、各種の対応策を
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実施しております。 

 また、消費税増収分の一部を活用した幼児教育・保育の無償化もスタートし、今後の少子化対

策に期待が持たれております。 

 このような中、本町においては、次代を担う若者は都市部へ就職する傾向が非常に強く、生産

年齢人口比率は昭和５５年以降減り続けており、平成１７年以降は実人数でも減少に転じました。

そのため、地元企業では人材確保に苦慮しているところであり、地域経済への影響が懸念される

ところです。 

 一方で、今年は東京２０２０オリンピック・パラリンピックの開催に向け、遠くギリシャから

聖火がリレーされ、国内をめぐりますが、本町でも、ことし４月２７日に町多目的スポーツセン

ターを出発し、その後、県道３３号線を駆け抜け、西部地区体育館へ向かうコースで聖火リレー

が開催されます。 

 オリンピック・パラリンピックの開催を通じた経済効果が期待され、雇用ニーズの高まりや消

費活動の活発化などにより、地方創生にも少なからずよい影響があるものと期待されております。 

 こうした中、政府は、経済財政運営と改革の基本方針２０１９において、「経済再生なくして

財政健全化なし」との基本方針のもと、新経済・財政再生計画を着実に推進し、社会保障改革に

よる保険料負担の伸びの抑制や労働参加の促進等について、歳出改革及び歳入改革への取り組み

を継続することとしています。 

 社会保障関係費の増加、人口減少・高齢化のもとで、新たなサービス需要の増加といった課題

に引き続き対処し、地方自治体がより自主的かつ高い自由度で行財政運営ができるよう、税源の

偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築や地方行財政の持続可能性向上に向けて取り

組み、地方の安定的な行財政運営を確保しつつ、上記の観点から、地方交付税制度を初めとする

地方行財政改革を進めることとしています。 

 本町財政の見通しについては、歳入面において、景気の回復傾向から町税等の若干の増が見込

めるものの、国が試算するほどの税収の伸びは見込めないところです。歳出面では、過去の投資

的事業における公債費の償還や、年々増加する扶助費等の義務的経費に加え、会計年度任用職員

制度導入による人件費や公共施設等に係る維持補修経費などの経常経費の増加が見込まれます。 

 また、少子高齢化社会への対応、循環型社会の構築等、地域におけるさまざまな課題への対応

などで行財政需要は拡大しつつあり、さらには局地的豪雨の多発化や台風の大型化、南海トラフ

地震といった大規模自然災害に対する備えなど喫緊の課題となっていることから、財政事情は今

後さらに厳しくなると予想されます。 

 このような状況を踏まえ、令和２年度の予算編成においては、引き続き行財政改革を継続し、

さらなる財政の健全化や持続可能な町財政構造への転換に努めるとともに、多様な行政需要への
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対応を図るため、限られた財源の効率的な配分に努め、真に必要な事業の精選を行ってまいりま

した。 

 また、２０１５年、平成２７年９月に採択されました持続可能な開発目標、いわゆるＳＤＧｓ

は、行政、民間事業者、住民等がそれぞれの立場で、地域の諸課題の解決に向け貢献し、持続可

能な開発をしていこうというものであり、本町の地方創生の取り組みを進める上でも基調となる

考え方となっています。 

 そして、令和という新しい時代を迎え、次世代の通信インフラとして、第５世代移動通信シス

テム（５Ｇ）や、人口知能（ＡＩ）を搭載したコミュニケーション能力を持つロボットによる接

客業務や配達業務など、さまざまな分野がデジタル化され、ロボティクス技術に対応した施策も、

今後必要になってくると考えています。 

 このような社会の要請を踏まえ、令和元年度に策定する第２期の「三股町まち・ひと・しごと

創生総合戦略」、令和２年度に策定する「第六次三股町総合計画（前期計画）」の実現に向けて、

町民の皆様の協力、理解のもと、事業を進めてまいります。 

 なお、町政全般においては、まちづくり基本条例を踏まえ、町民の皆様との協働の理念に基づ

き、情報の共有化を図り、見える行政、伝わる行政を進め、元気で誇れるまちづくりを目指して

引き続き努力してまいります。 

 以上、私の所信の一端を申し述べましたが、身の丈に合った財政運営を心がけるとともに、町

民の目線、感覚で、町民参加のもと、町民の皆様との交流と対話を重ねながら、積極的、アグレ

ッシブに活力と魅力あるまちづくりに誠心誠意努力してまいる所存であります。 

 議員の皆様を初め、町民各位のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、施政方

針といたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．議案第１号から議案第２８号までの２８議案及び報告１件一括上程 

○議長（重久 邦仁君）  日程第４、議案第１号から議案第２８号までの２８議案及び報告１件を

一括して議題とします。 

 ここで、提案理由の説明を求めます。町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  令和２年第１回三股町議会定例会に上程致しました、各議案について、

その提案理由の説明を申し上げます。 

 まず、議案第１号「三股町営住宅設置条例の一部を改正する条例」についてご説明申し上げま

す。 

 本案は、植木原団地及び五本松団地の全部、餅原団地、蓼池第３団地、勝岡団地及び宮下団地
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の一部を用途廃止し、条例から削除するものであります。 

 次に、議案第２号「三股町営住宅管理条例の一部を改正する条例」についてご説明申し上げま

す。 

 本案は、民法の一部改正に伴い、町営住宅入居時の連帯保証人の債務負担限度額を定め、連帯

保証人についての住所要件を緩和するものであります。 

 また、公営住宅法の一部改正に伴い、家賃の決定について改正するものであります。 

 次に、議案第３号「三股町敬老祝金条例の一部を改正する条例」についてご説明申し上げます。 

 本案は、高齢者に対し長寿を祝福するとともに、敬老の意を表し、福祉の増進を目的に支給し

ております敬老祝い金の支給年齢について、その一部を改正するものであります。 

 次に、議案第４号「三股町介護保険条例の一部を改正する条例」についてご説明申し上げます。 

 本案は、昨年の消費税増税により、税率が１０％に引き上げられたことに伴い、低所得者の第

１号保険料軽減強化にかかわる保険料の一部を減額するものであります。 

 次に、議案第５号「三股町子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例」についてご

説明申し上げます。 

 本案は、子ども医療費助成の拡充を行うに当たり、小学生の通院医療費の自己負担額を月額、

１医療機関１,０００円から２００円に減額し、また通院医療費の助成対象を中学生まで拡大す

るため、所要の条例改正を行うものであります。 

 次に、議案第６号「三股町母子及び父子家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例」

についてご説明申し上げます。 

 本案は、母子及び父子家庭医療費助成の拡充を行うに当たり、小中学生の通院及び入院医療費

の自己負担額を月１,０００円から無料にするため、所要の条例改正をするものであります。 

 次に、議案第７号「三股町一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例」についてご説明申し上げます。 

 本案は、三股町使用料及び手数料徴収条例から、一般廃棄物最終処分場の研修室の使用料を削

除したことに伴い、所要の改正を行うものであります。 

 次に、議案第８号「三股町水道事業給水条例の一部を改正する条例」についてご説明申し上げ

ます。 

 本案は、平成３０年１２月１２日に公布された改正水道法により、指定給水装置工事事業者の

更新及び指定更新の手数料を追加するため、所要の改正を行うものであります。 

 次に、議案第９号「令和元年度三股町一般会計補正予算（第５号）」についてご説明申し上げ

ます。 

 本案は、令和元年度の会計年度末を迎え、各種事務事業の実績見込み、補助事業の決定あるい
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は内示等により、所要の補正措置を行うものであります。 

 歳入歳出予算の総額１０８億６,９６４万８,０００円に歳入歳出それぞれ７６０万５,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０８億７,７２５万３,０００円とするもの

であります。 

 まず、歳入について主なものをご説明申し上げます。 

 地方消費税交付金は、交付額の確定により減額補正するものであります。 

 分担金及び負担金は、保育料を収入見込みにより増額補正するものであります。 

 国庫支出金は、保育所の施設型給付費負担金などを増額補正し、児童手当負担金などを減額補

正するものであります。 

 県支出金は、障がい児施設給付費等負担金などを増額補正し、保育所の施設型給付費負担金な

どを減額補正するものであります。 

 寄附金は、一般寄附金を増額補正するものであります。 

 諸収入は、ハロウィンジャンボ宝くじ交付金などを増減額補正するものであります。 

 町債は、前目工業地域雨水対策事業などを増額補正し、公共施設等適正管理推進事業を減額補

正するものであります。 

 次に、歳出について主なものをご説明申し上げます。 

 総務費は、交通指導員退職報償金などを増減額補正するものであります。 

 民生費は、障がい児施設給付費、保育所の施設型給付費などを増額補正し、児童手当費などを

減額補正するものであります。 

 衛生費は、リサイクルプラザ管理負担金などを増額補正し、救急医療事業費負担金などを減額

補正するものであります。 

 農業費は、県単かんがい排水事業、施設園芸振興対策事業補助金などを減額補正するものであ

ります。 

 土木費は、町営住宅簡易平屋解体工事などを増減額補正するものであります。 

 公債費は、償還額確定により利子を減額補正するものであります。 

 諸支出金は、寄附金を交流拠点施設整備基金、森林環境譲与税を森林環境譲与税基金への積立

金を増額補正するものであります。 

 予備費は、収支の調整額を補正するものであります。 

 次に、「第２表繰越明許費」については、プレミアム付商品券換金業務委託事業ほか２事業を

繰り越すものであります。 

 次に、「第３表債務負担行為補正」については、消費税改正等により３事業を追加し、平成

３１年土地開発公社公共施設用地先行取得事業については、限度額を変更するものであります。 
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 次に、「第４表地方債補正」については、前目工業地域雨水対策事業を追加し、畑地帯総合整

備事業ほか１事業は、事業費の補正により限度額を変更するものであります。 

 次に、議案第１０号「令和元年度三股町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）」について

ご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額３０億８,２２８万８,０００円から歳入歳出それぞれ１,３３９万

１,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０億６,８８９万７,０００円

とするものであります。 

 歳入の主なものとしましては、県支出金を減額補正するものであります。 

 また、歳出の主なものとしましては、予備費を減額補正するものであります。 

 次に、議案第１１号「令和元年度三股町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第３号）」に

ついてご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額２億７,７７９万１,０００円に歳入歳出それぞれ２５０万円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億８,０２９万１,０００円とするものでありま

す。 

 歳入の主なものとしましては、保険料を増額補正し、健診にかかわる受託事業収入を減額補正

するもので、また、歳出の主なものとしましては、広域連合納付金を増額補正し、健康診査費を

減額補正するものであります。 

 次に、議案第１２号「令和元年度介護保険特別会計補正予算（第４号）」についてご説明申し

上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額２３億８,１５３万５,０００円に歳入歳出それぞれ２万

６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３億８,１５６万１,０００円

とするものであります。 

 歳入の主なものは、過年度分地域支援事業交付金の再確定に伴い、国・県補助金を増額し、繰

入金を減額補正するもので、歳出の主なものは、諸支出金を増額補正するものであります。 

 次に、議案第１３号「令和元年度三股町梶山地区農業集落排水事業特別会計補正予算（第

４号）」についてご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額４,４３４万６,０００円から歳入歳出それぞれ１７万５,０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４,４１７万１,０００円とするものでありま

す。 

 歳入につきましては、一般会計繰入金を減額補正し、歳出につきましては、公課費を減額補正

し、需用費を増額補正するものであります。 

 次に、議案第１４号「令和元年度三股町宮村南部地区農業集落排水事業特別会計補正予算（第
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３号）」についてご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額４,０１３万５,０００円から歳入歳出それぞれ２０万８,０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３,９９２万７,０００円とするものでありま

す。 

 歳入につきましては、一般会計繰入金を減額補正し、歳出につきましては、公課費を減額補正

し、需用費を増額補正するものであります。 

 次に、議案第１５号「令和元年度三股町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）」につい

てご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額９億５,２７７万９,０００円から歳入歳出それぞれ４２６万

５,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億４,８５１万４,０００円と

するものであります。 

 歳入の主なものとしましては、負担金及び手数料を増額補正し、一般会計繰入金及び町債を減

額補正するものです。 

 歳出については、総務管理費の負担金を増額補正し、事業費の委託料を減額補正するものです。 

 次に、「第２表継続費補正」については、中央浄化センター増築事業の年割額を変更し、事業

費の総額を９億９００万円とするものです。 

 さらに、「第３表地方債補正」については、公共下水道事業債を実績見込みにより限度額を変

更するものであります。 

 次に、議案第１６号「令和２年度三股町一般会計予算」についてご説明申し上げます。 

 令和２年度の予算編成に当たっては、予算編成方針にのっとり、国・県の予算編成の状況、地

方財政計画並びに社会経済情勢の動向を見て、予算編成を行ったものであります。 

 我が国の経済状況は、景気の緩やかな回復基調が続いており、雇用・所得環境の改善が続いて

いますが、海外経済の減速等を背景に、外需の弱まりや金融資本市場の変動の影響が懸念されて

います。 

 こうした状況に対し、政府は、経済財政運営と改革の基本方針２０１９において、引き続き

「経済再生なくして財政健全化なし」を堅持し、令和元年度から３年度までを、新経済・財政再

生計画における社会保障改革を軸とする基盤強化期間と設定して、令和７年度の基礎的財政収支

の黒字化を新たな財政健全化目標としていることから、歳出改革を着実に推進するとの基本的考

え方に立ち、その取り組みを的確に予算に反映するとしています。 

 地方財政の一般財源総額については、令和元年度地方財政計画を上回る額を確保することを基

本に地方財政対策を講じることとし、地方交付税については、前年度比２.５％、４,０７３億円

の増となっています。 
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 本県においては、人口減少化にあって、地域の活力が維持される宮崎県であるために、「地域

や産業を支える人財の育成・確保」「魅力的で持続可能な地域づくり」「社会の変化に対し、成

長する産業づくり」を３つの柱に、「持続可能な宮崎県の土台づくり」の取り組みを重点的に推

進するとしています。 

 今後の社会保障関係費や公共施設の老朽化対策、国民スポーツ大会開催に伴う経費など多額の

財政負担が見込まれる事業は、将来にわたる負担の平準化のため、市町村などとの役割分担も考

慮し、総額の抑制を図るとしています。 

 このような国の動向や県の情勢を踏まえた令和２年度の本町財政の見通しについては、歳入面

において、景気の回復傾向から町税等の若干の増が見込めるものの、税収の大幅な伸びにはつな

がりません。 

 また、昨今の消費税改正により、地方消費税交付金については４億８,１００万円余りを見込

んでいますが、その使途は、医療、介護及び少子化対策など社会保障政策に要する経費に充てる

こととされており、これらの経費も増となっていることから、実質的な一般財源の増には結びつ

きません。 

 また、地方交付税については、地方財政の一般財源総額を、令和元年度地方財政計画を上回る

額を確保することを基本に地方財政対策を講ずるとされていることから、令和元年度に対し、

３.０％の増額を見込んでいます。 

 歳出面では、会計年度任用職員制度の開始、過去の投資的事業における公債費の償還や、年々

増加する扶助費などの義務的経費に加え、公共施設等にかかわる維持補修経費や、電算システム

の改修などの維持経費を含め、物件費等の経常経費の増加が見込まれます。 

 また、少子・高齢化社会への対応、循環型社会の構築など、地域におけるさまざまな重要課題

の顕在化によって行財政需要が一層増加し、さらには局地的豪雨の多発化や台風の大型化、南海

トラフ地震といった大規模自然災害に対する備えとして、老朽化した各種公共施設等について、

大規模修繕や耐震化改修事業等の対応が喫緊の課題となっていることから、財政事情はさらに厳

しい状況になると思われます。 

 令和２年度においては、第五次三股町総合計画後期計画に基づき、まちの将来像「自立と協働

で創る元気なまち三股 ～地域主権の到来を見据えた、町民総参加のまちづくり～」の実現に向

け、町民生活の向上と、町土の均衡ある発展を図るため、引き続き諸施策の着実な推進が求めら

れます。また、特色ある・個性あるまちづくりに努め、時代の変化に柔軟かつ迅速に対応し、常

に町民との協働の視点を意識し、創意工夫を凝らした施策の展開が必要となります。 

 これらを踏まえ、令和２年度当初予算の編成におきましては、行財政改革の継続、さらなる財

政の健全化、持続可能な町財政構造への転換に努めるとともに、多様な行政需要への対応を図る
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ため、町民の理解と協力を得ながら中長期的視点に立ち、限られた財源をより効果的に活かせる

よう真に必要な事業の精選を行い、本町歳入に見合う予算規模の範囲において、各種事務事業の

統合力をもって、本町の魅力を最大限発揮できるよう予算編成を行いました。 

 まず、第１条において歳入歳出予算額の総額は、歳入歳出それぞれ１０８億円と定めるもので

あります。 

 第１表、歳入歳出予算の概要についてご説明申し上げます。 

 令和２年度は、対前年度比６.９％、７億円の増となっています。 

 歳入のうち自主財源は、３６億１,９６１万３,０００円で構成比３３.５％、依存財源は、

７１億８,０３８万７,０００円で構成比６６.５％となっており、前年度より自主財源の割合が

１.１ポイント減、額は１億２,６０８万９,０００円の増となっています。 

 次に、歳出予算における性質別状況においては、義務的経費が５８億８,５８１万円で構成比

５４.５％、経常的経費が３９億８,８１１万７,０００円で構成比３６.９％、投資的経費が９億

２,６０７万３,０００円で構成比８.６％となっており、前年度より投資的経費の割合が増加と

なり、義務的経費、経常的経費の割合は減少しております。 

 次に、第２表、債務負担行為については、新たに情報システムリプレースほか５事業を設定す

るものであります。 

 次に、第３表、地方債については、小中学校トイレ改修事業、臨時財政対策債ほか、総額で

５億５８６万６,０００円の借り入れを予定しているものであります。 

 次に、歳出予算の投資的事業の主なものについてご説明申し上げます。 

 継続的な事業として、島津紅茶園切寄線改良事業ほか道路整備事業２億３,５４１万６,０００円、

アグレッシブタウン基本構想に沿って外周部３００メートル５レーンの準全天候型舗装工事を行

い、再整備を完成させる旭ヶ丘運動公園整備事業２,０００万円、耐用年数を経過し安全性が担

保できない簡易平屋団地の解体事業として町営住宅簡易平屋団地解体工事４,５５７万１,０００円、

新規事業として、幼児教育と保育を一体的に提供する認定こども園などの施設整備として保育所

等整備交付金事業１億９,７４８万９,０００円、認定こども園児童クラブの施設整備に対して支

援する放課後児童健全育成事業施設整備補助金３,８１４万５,０００円、土砂災害警戒区域内に

ある第５部の消防団詰所と第５地区公民館を移設・併設し、多用途的機能を備えた防災拠点施設

の整備として第５地区防災拠点施設整備事業２,４９５万３,０００円、小中学校にあるトイレの

洋式化に取り組む小・中学校トイレ改修事業９,４５０万円など総額で９億２,６０７万

３,０００円の投資的事業の予算となっております。 

 次に、投資的事業以外の新規事業及び重点取組実施事業について、ご説明致します。 

 総体的には、三股町まち・ひと・しごと創生総合戦略の積極的な取り組みを各部署に予算化し
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ております。 

 主な新規事業としましては、高齢者の自動車事故問題の対策の一環として自動車の安全運転装

置の設置についての支援として三股町高齢者安全運転支援事業１００万円、交流拠点施設の基本

的な方向性を示すための交流拠点施設整備基本計画策定業務委託料１,１４８万４,０００円、交

流拠点施設の官民連携の可能性などを調査する先導的官民連携支援事業業務委託料１,４９８万

２,０００円、交流人口を増やし町内外に情報を発信するため、町内に宿泊してスポーツ・文化

合宿を行う団体に対し、宿泊費の一部を助成するスポーツ・文化合宿補助金１５０万円、生活困

窮者の就労に向けた支援などを行う生活困窮者自立相談支援事業６９７万１,０００円、４０歳、

５０歳、６０歳、７０歳の方を対象に実施する歯科検診事業１６０万１,０００円、産後間もな

い時期の産婦に対し産婦健診を実施し産後うつや、支援の必要な母子を早期に発見する産婦健康

診査事業２５７万７,０００円、妊娠期から子育て期にわたる相談・支援等を行う子育て包括支

援センター事業２８５万１,０００円、森林所有者の意向や森林状況を調査する森林経営管理制

度移行調査委託料４０３万２,０００円などに取り組みます。 

 また、重点取組事業として、引き続き、都市マスタープランで定めた方向性を踏まえ、目指す

べき都市の将来像を実現するため立地適正化計画策定事業６０９万４,０００円、乳幼児・小中

学生の通院、入院、薬局にかかる医療費を助成する子ども医療費助成事業１億６８８万３,０００円、

保育所、認定こども園に対する運営費の経費として施設型給付費事業１７億９,８０１万

６,０００円、ごみステーションに出された家庭系一般廃棄物などを収集・運搬する塵芥収集運

搬事業９,５００万円、昨年度配置した学習用タブレットパソコンを運用する学校ＩＣＴ教育環

境整備事業４,１１６万２,０００円、梶山小学校、長田小学校への通学支援として実施するス

クールバス運行事業６９４万３,０００円などに取り組んで行きます。 

 また、その他の取り組みとして、中央地区の沖水川左岸に広がる水田を本町のモデル地区に位

置付け、事業計画の策定を行うための調査設計中央地区左岸基盤整備事業４３０万円を引続き行

ってまいります。 

 最後に、町が進める各種まちづくり施策に、ふるさと未来寄附金を有効活用することによって、

三股町を応援してくださる町外の多くの方々のご厚意に応えさせていただきます。 

○議長（重久 邦仁君）  これより、１１時５分まで休憩といたします。 

午前10時55分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時05分再開 

○議長（重久 邦仁君）  休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。 

○町長（木佐貫 辰生君）  次に、議案第１７号「令和２年度三股町国民健康保険特別会計予算」
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についてご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０億４,６８５万５,０００円とするもので、

対前年度比３.４％、１億１７万１,０００円の増となっております。 

 歳入の主なものとしましては、対前年度比で、県支出金が３.４％、繰越金が２３.６％、繰入

金が１.８％の増、保険税が２.２％の減となっております。 

 歳出の主なものとしましては、対前年度比で、保険給付費が３.８％、国民健康保険事業納付

金が１.６％、保険事業費が１１.３％の増となっております。 

 次に、議案第１８号「令和２年度三股町後期高齢者医療保険特別会計予算」についてご説明申

し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億９,３３６万９,０００円とするもので、

対前年度比５％の増となっております。 

 歳入につきましては、保険料現年度分や繰入金を、歳出につきましては、広域連合納付金等を

広域連合の見込により計上したものであります。 

 次に、議案第１９号「令和２年度三股町介護保険特別会計予算」についてご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３億３,６９５万２,０００円とするもので、

対前年度比１.９％、４,３０７万４,０００円の増となっております。 

 歳入の主なものとしましては、対前年度比で、保険料が８．８％の減、国庫支出金が１.１％、

支払基金交付金が１.９％、県支出金が２.３％、繰入金が１５.２％の増、となっております。 

 歳出の主なものとしましては、対前年度比で、総務費が１.５％、地域支援事業費が４.０％の

減、保険給付費が２.４％、の増となっております。 

 次に、議案第２０号「令和２年度三股町介護保険サービス事業特別会計予算」についてご説明

申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１,３２１万７,０００円とするもので、対前

年度比２８.８％、５３４万１,０００円の減となっております。 

 歳入の主なものとしましては、サービス収入が３０.０％の減で、歳出の主なものとしまして

は、総務費が３３.７％の減となっております。 

 次に、議案第２１号「令和２年度三股町梶山地区農業集落排水事業特別会計予算」についてご

説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４,２７１万６,０００円とするもので、対前

年度比３.１％、１３５万５,０００円の減となっております。 

 歳入の主なものとしましては、施設使用料及び一般会計繰入金で、歳出の主なものとしまして

は、職員給与費、施設管理委託料及び公債費であります。 
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 次に、議案第２２号「令和２年度三股町宮村南部地区農業集落排水事業特別会計予算」につい

てご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３,７８３万９,０００円とするもので、対前

年度比０.７％、２５万１,０００円の増となっております。 

 歳入の主なものとしましては、施設使用料及び一般会計繰入金で、歳出の主なものとしまして

は、施設管理委託料及び公債費であります。 

 次に、議案第２３号「令和２年度三股町公共下水道事業特別会計予算」についてご説明申し上

げます。 

 本町は、公共下水道を整備し、生活環境の改善を図ると共に、公共用水域の水質改善を図るた

め本事業を推進しているところであります。 

 令和２年度も、引き続き事業計画区域内の未整備地域の管渠工事や供用開始区域での接続率向

上に努めるほか、中央浄化センター増築事業を、継続費で実施してまいります。 

 本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億５,９４６万７,０００円とするもので、

対前年度比１.５％、１,４２２万７,０００円の増となっております。 

 歳入の主なものとしましては、施設使用料が１億２０７万２,０００円、国庫補助金が３億

２,５００万円、一般会計繰入金が１億８,５９０万９,０００円を予定しております。 

 歳出の主なものにつきましては、事業費の委託料が４億４,１５７万４,０００円、工事請負費

が２億７,１１５万８,０００円、公債費が１億５,５５１万６,０００円を予定しております。 

 次に、第２表、地方債については、公共下水道事業債として、３億４,０９８万７,０００円の

借り入れを予定しているものであります。 

 次に、議案第２４号「令和２年度三股町水道事業会計予算」についてご説明申し上げます。 

 水道事業は、安全で良質な水を、安定的に供給することに努めているところであり、地方公営

企業の予算においては、企業の効率的運営に主眼を置き予算編成しております。 

 まず、第２条において、業務の予定量として、給水戸数を１万１,４１７戸、年間総給水量を

２７１万５,０００立方メートルとするものです。 

 次に、第３条において、収益的収入及び支出の予定額として、収入を４億２,９４９万

９,０００円、支出を３億８,１６４万２,０００円とするものです。 

 収益の主なものにつきましては、給水収益が３億７,６９８万１,０００円で、収入全体に占め

る割合は８７.８％となっています。 

 費用の主なものにつきましては、職員給与費が５,９８３万８,０００円、委託料が３,５０７万

３,０００円、動力費が３,１０４万７,０００円、減価償却費が１億４,５５２万７,０００円を

予定しております。 
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 次に、第４条において、資本的収入及び支出の予定額として、収入を、１,３３１万１,０００円、

支出を２億２,９０３万１,０００円とするものです。 

 収入の主なものは、負担金が１,３３０万９,０００円を予定し、支出の主なものは、施設費が

７,２６０万４,０００円、固定資産購入費が５,２００万２,０００円、企業債償還金が１億

１１２万８,０００円を予定しております。 

 なお、第４条予算の収支不足額２億１,５７２万円は、当年度分損益勘定留保資金等で補填す

るものであります。 

 次に、議案第２５号「町道路線の廃止について」ご説明申し上げます。 

 本案は、宅地分譲の開発行為による道路付け替えに伴う１路線について、路線廃止を行うもの

であります。 

 次に、議案第２６号「町道路線の認定について」ご説明申し上げます。 

 本案は、宅地分譲の開発行為に伴う３路線、土地改良事業の完了に伴う１路線について、新規

路線認定を行うものであります。 

次に、議案第２７号「第２期三股町子ども・子育て支援事業計画、第２期三股町次世代育成支援

行動計画（後期計画）の策定について」ご説明申し上げます。 

本案は、平成２７年３月に策定した「三股町子ども・子育て支援事業計画、第２期次世代育成支

援行動計画（前期計画）」の改定計画となるもので、本町における子ども・子育て施策について、

妊娠期・乳幼児期から１８歳未満までの切れ目ない支援施策や方向性を明らかにし、総合的かつ

計画的に推進するために策定するものです。本計画は、子ども・子育て支援法に基づく第２期三

股町子ども・子育て支援事業計画、次世代育成支援対策推進法に基づく第２期三股町次世代育成

行動計画であり、放課後子ども総合プランを包含し、令和２年度から令和６年度までの５年間を

計画期間として策定するもので、三股町議会基本条例第９条第１項第２号の規定により、議会の

議決を求めるものであります。 

次に、議案第２８号「都城市との定住自立圏の形成に関する協定書の締結について」ご説明申し

上げます。 

本案は、平成２１年１０月に締結した定住自立圏形成協定について、平成２６年１２月に変更協

定を締結したものに、この度定住自立圏共生ビジョンの改定に伴い、更に変更を加え、改めて協

定の締結をするものです。 

以上、２８議案について、それぞれ提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、

ご承認くださるようお願いいたします。 

なお、今議会に報告１件を提出いたしております。 

報告第１号「専決処分の報告（損害賠償額の決定及び和解について）」につきましては、関係法
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令の規定に基づき報告するものでございます。よろしくご理解を頂きますようお願いいたします。 

 以上で提案理由の説明を終わります。 

○議長（重久 邦仁君）  補足説明があれば許します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．令和元年請願第２号について 

○議長（重久 邦仁君）  日程第５、令和元年第５回定例会において、文教厚生常任委員会に付託

し、継続審査となっていました令和元年請願第２号「介護保険利用料原則２割負担化、ケアプラ

ン有料化などの制度見直しの中止、介護従事者の処遇改善など、介護保険制度の改善を求める請

願」についてを議題といたします。 

 本件について、文教厚生常任委員長の報告を求めます。文教厚生常任委員長。 

○文教厚生常任委員長（福田 新一君）  文教厚生常任委員会の請願の継続審査の結果を報告いた

します。 

 「介護保険利用料原則２割負担化、ケアプラン有料化などの制度見直しの中止、介護従事者の

処遇改善など、介護保険制度の改善を求める請願」についての報告をいたします。 

 令和元年第５回１２月定例会において、委員会審査におき請願第２号は慎重に精査する必要が

あるため、継続審査といたしました。令和２年２月１３日に再度審査を行いました。審査に当た

っては、請願の背景、趣旨等を再度確認しつつ、身近な現状との照合も行いました。請願内容の

一部分については、全員賛同できる部分もありましたが、また、内容においては意味や根拠を明

確に理解いたしかねる部分もありました。 

 慎重に審査した結果、賛成少数で不採択すべきものと決しました。 

 以上、文教厚生常任委員会の継続審議の結果を報告終わります。 

○議長（重久 邦仁君）  委員長報告は終わりましたので、これより質疑、討論、採決を行います。

なお、質疑は会議規則により、１人３回以内となっております。ご協力のほどよろしくお願いい

たします。質疑はありませんか。上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  今の委員長報告では、どういうところがこの請願事項１、２、

３とありますが、どういう事項が不採択の理由なのか、もう少し詳しく聞きたいと思います。 

○議長（重久 邦仁君）  福田委員長。 

○文教厚生常任委員長（福田 新一君）  請願事項３項目ありますが、まず１項目の内容で、介護

保険利用料原則２割負担というこの文章につきましても、請願趣旨の内容の中にこれに触れた内

容はありません。 

 それと、ケアプランの有料化というところに、これが有料化の割合といいますか、この有料化

の意味の説明がいまいち明確ではありませんでした。 
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 それと、請願事項３、介護保険財政に対する国の負担割合を大幅に引き上げてください、この

文言に対して、委員会の中ではもう少し文章の前向きな姿勢が必要ではなかったかという意見が

出ました。審査の中で、請願とは何かということで、本質を問うところまでいろいろ審議したん

ですが、そういった中での内容において全員賛同する部分もありましたけども、今回の最後に言

いました賛成少数で不採択ということで決しました。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  ないようですので、これにて質疑を終結します。 

 これより、討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

 討論もないので、これにて討論を終結します。 

 ここで、しばらく休憩します。 

午前11時26分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時26分再開 

○議長（重久 邦仁君）  休憩前に引き続き、再開します。 

 これより、採決を行います。起立により採決します。文教厚生常任委員長の報告は不採択すべ

きものとありました。そこで、お諮りします。 

 令和元年請願第２号について、原案に賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（重久 邦仁君）  起立少数であります。 

 よって、令和元年請願第２号は不採択となりました。 

 ここで、しばらく本会議を休憩し、全員協議会とします。 

午前11時27分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔全員協議会〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時29分再開 

○議長（重久 邦仁君）  それでは、休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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○議長（重久 邦仁君）  それでは、以上で本日の全日程を終了しましたので、これをもって本日

の会議を散会します。 

午前11時29分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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────────────────────────────── 
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────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  木佐貫 辰生君  副町長  西村 尚彦君 

教育長  石崎 敬三君   総務課長兼町民室長  白尾 知之君 
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高齢者支援課長  川野  浩君   農業振興課長  上原 雅彦君 

都市整備課長  福永 朋宏君   環境水道課長  西畑 博文君 

教育課長  鍋倉 祐三君   会計課長  米村 明彦君 

 

午前10時00分開議 

○議長（重久 邦仁君）  おはようございます。ただいまの出席議員は１２名であります。定足数

に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。 

 日程に入る前に、ここで、新型コロナウイルス対策本部設置後の報告が町長からあるようです

から、お願いします。町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  おはようございます。一般質問の前でございますけれども、新型コロ

ナウイルス関係についてご報告いたします。 

 昨日までの感染者が９９０名との報道があり、まだ、感染拡大はおさまらない状況でございま

す。また、大分県でも感染者の発表がございました。このような発生状況を踏まえますと、本県

でも発生してもおかしくないと考えるべきではないかと考えます。 

 そこで、本町で取り組んでいる新型コロナウイルス対策について、これまでと当面の取り組み

についてご報告いたします。 

 これまで、町では、ホームページを通じて、町主催のイベントの自粛、対策本部の設置、学校

教育関連施設に関してのお知らせ、児童福祉、保育、放課後児童クラブ、子育て等のお知らせ、

などの周知に努めるとともに、３月１日の回覧で、新型コロナウイルスを防ぐためのリーフレッ

トを配布したところでございます。 

 職員へは、庁内掲示板で、その都度、注意喚起等を行ってまいりました。そして、２月２８日

金曜日に第１回対策本部会議を開催し、情報の共有化を図りました。 

 会議では、町主催行事の中止、延期について確認するとともに、各課は平成２６年度策定しま

した三股町新型インフルエンザ等対策行動計画を参考にしながら、行動、対応をするように指示

したところでございます。 

 そして、新型コロナウイルスの感染を拡大防止できるかは、この一、二週間が正念場との見解

から、国・県の方針に基づき、小中校の臨時休業を３月２日からと決定いたしました。期間は、

感染状況を見るため、当分の間としました。児童生徒は自宅待機が基本ですが、保護者の就業状

況等を踏まえ、放課後児童クラブを午前８時から午後６時まで開設すること、また、小学校１、

２年生及び特別支援学級在籍児童で保護者が希望する者、中学校で特別支援学級在籍生徒で保護

者が希望する生徒については、学校で対応することとしました。 
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 このような対策対応をとりましたが、臨時休業という措置に伴い、保護者、学校関係者及び多

くの住民の皆さんに不自由、ご無理をおかけすることとなりました。また、イベント等の自粛で、

経済活動、地域活動へも大きな影響を及ぼしています。しかし、現時点での全国の感染拡大状況

を踏まえますと、やむを得ない措置として、議員各位を初め町民の皆様のご理解ご協力をよろし

くお願いいたします。 

 以上でございます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．一般質問 

○議長（重久 邦仁君）  日程第１、一般質問を行います。 

 発言については、申し合わせ事項を遵守して発言してください。 

 発言順位１番、上西議員。 

〔１０番 上西 祐子君 登壇〕 

○議員（１０番 上西 祐子君）  おはようございます。１番、上西です。通告に従いまして、質

問してまいります。 

 １番目の質問です。高齢者になると、大体７０歳を過ぎると３人に１人、８０代になると３人

に２人が難聴者になると言われております。難聴は対策をとることで、認知症を予防できる１番

大きな因子であることが明らかになったと言われております。 

 私の周りでも、年とってきて、耳が聞こえづらくなったと言われる方が多くいらっしゃいます。

４年前からサロンをしておりましたが、２人の方が、耳が遠くなって、みんなとおしゃべりの会

話に入ることができないというふうなことで、２人やめられました。そういうふうなことで、本

当に耳の聞こえない人はコミュニケーションが取りづらく、孤立を深めていらっしゃいます。 

 この難聴でも、補聴器をつけたりして予防をしていけば、みんなの中に入ることもできるし、

孤立にならずに認知症予防にも多くできるというふうなことで、私は、この質問を取り上げまし

た。 

 昨年、我が党の大門参議院議員が３月２０日の参議院財政金融委員会で、加齢性難聴者の補聴

器購入の助成制度の創設の質問をいたしました。 

 補聴器の購入は、低所得者にとっては、平均価格１５万円と高額で、高くて買えないと悲鳴が

上がっている。日本では難聴を医療のカテゴリーで捉え、補助制度を絞り込んでいるので、補聴

器所有率が圧倒的に低いと、どういう対応が可能か、研究検討に入るべきではないかという質問

をいたしました。 

 そのとき、厚労省の審議官は、補聴器を用いた聴覚障害の補正による認知機能低下予防効果を

検討するための研究を推進すると答弁。麻生太郎財務相は、やらなければならない必要な問題と
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述べております。その質問を受けて、今、東京都とか、埼玉とか、京都あたりで、補聴器補助に

対しての予算が組まれ、喜ばれている人もいると聞きます。町としても、聴力検査、検診への補

助、難聴者の実態を把握するべきだと思いますが、町としては、どういうお考えでいらっしゃい

ますか。質問いたします。 

 あとは、質問席にて質問いたします。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  高齢化社会において難聴者の増加が言われております。難聴者対策は、

認知症を予防する１番大きな因子であると言われています。本町でも、これらの方々の補聴器補

助の支援策は考えられないかという質問に対して、回答いたします。 

 本町における補聴器購入に対する助成制度としましては、聴覚の低下により、医師の診断のも

と身体障害者手帳の交付を受けた方が購入する場合に、その費用の一部を支給する法的制度がご

ざいます。この制度の概要とか、また、実績、そして、認知症との関連、そして、助成について、

担当課長のほうから回答をさせていただきます。 

○議長（重久 邦仁君）  齊藤福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく補聴器の給付制度について説明いたします。 

 補聴器の給付は、聴覚及び平行機能障害による身体障害者手帳の交付を受けている方が対象と

なっております。平成３０年度の実績では、６５歳以上で、身体障害者手帳を所持している人

５８名中、９名の方が補聴器の助成を受けております。 

 また、令和２年１月末の実績としましては、６５歳以上で、身体者障害者手帳を所持している

方６４名中、１０名の方が助成を受けているところです。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  川野高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（川野  浩君）  難聴者対策と認知症の関係につきまして、２０１５年に厚生

労働省が公表した認知症施策推進総合戦略、新オレンジプランにおいて、難聴は認知症の危険因

子の一つとして上げられています。しかしながら、難聴の補正が認知症予防につながるかどうか

の根拠については、まだ、十分に確立されていない状況であります。 

 認知症には、高血圧、糖尿病、喫煙、頭部外傷など、幾つかの危険因子があるとされ、一部の

認知症を除いては、その発症に至るメカニズムが解明されているとは言えない状況であります。

難聴は認知症の原因となる事象に直接かかわりがあるとは考えにくいと言われています。高齢者

支援課では、認知症につきましては、認知症地域支援推進員を配置し、各サロンによる説明会や
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認知症サポーター養成講座の開催、認知症ケアパスによるパンフレットやポスターを使った啓発

など、認知症予防や地域の方々への理解、周知に努めているところであります。難聴の補正を行

うことによる認知症予防の効果について、根拠が十分確立されていない状況においては、実施に

よる効果が明確でないため、中等度の難聴高齢者に対して、補聴器購入助成を行うことは考えて

いないところであります。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  まだ、今、おっしゃったように、直接それが原因というふうな

ことは、科学的に証明されていないかもわかりませんが、この慶応大学の先生の記事によると、

耳が聞こえないというふうなことで、脳に入ってくる情報が少ないわけで、それで、人生

１００年時代を迎えて、脳が、耳が聞こえなくなると、やはり、リハビリの働きかけに応じて変

化する能力が欠けると。だから、耳の聞こえない人に対して、言葉を正確に聞き取るということ

を大事にしていくと。それで、そういうふうなことで、やはり、今、私の周りでも、もう本当に

グラウンドゴルフなんかする人でも、聞くと、耳が聞こえなくなったと、聞こえなくなったとい

うよりも遠くなったというふうなことが言われる方が本当に多くいらっしゃるもんですから、や

はり、そのことを踏まえて、８０代、９０代になっても、元気にみんなと一緒にコミュニケーシ

ョンがとれるような、そして、また、多くの、その人たちが、まだ耳鼻咽喉科に行って検査を受

けてらっしゃらない人がほとんどであるわけで、どこに行けばいいのかとかいうふうなことも考

えるわけですので、町で特定健診、聴力検査ぐらいは実施して、そして、そういうふうな個人的

にも、自分の状況を把握して、対応をするというふうなことのためにも、特定健診で聴力検査ぐ

らいは実施していくことはできないのか。調査すべきではないのかというふうなことをお伺いい

たします。 

○議長（重久 邦仁君）  横田町民保健課長。 

○町民保健課長（横田 耕二君）  特定健診での聴力検査というご提案でございましたけども、今

現在、特定検査について、町の保険者として実施しているわけですが、その項目の中に聴力検査

という項目はございませんので、今のところ、実施する予定はございません。 

 それから、もう一つが、特定健診の時間と場所の問題でも、例えば、先生を来てもらって検査

をしていくという場所の確保も、なかなか今のところ難しいかなという考えでおります。また、

今後の課題として、中、内部で、また検討させていただきますけども、今の現在のところは考え

てないという返答をしたいと思います。 

○議長（重久 邦仁君）  上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  これから高齢化がますます進むわけですので、今すぐ急にやれ
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とかいうふうなことではないんですが、とにかく、そのことをやはりせめて聴力検査ぐらいはし

ていただくように、先々のこととしてでも考えていっていただきたいなと思います。町長、いか

がお考えでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  言われるように、難聴といいますか、なかなか聞き取りにくいとなる

と、なかなか人と交わるということがおっくうになるというようなことはご指摘のとおりだと思

います。そのような意味で、やはり、補聴器関係、そのあたりの支援というのを一つ検討すべき

かなと思いますが、しかし、補聴器って、物すごい高いんですね、人において。そして、ほかの

自治体を見てみますと、大体非課税世帯で、そして、また、低いところは、５,０００円補助、

高いところで、２万円。実際、補聴器なんかが何十万とするんですね。これがインセンティブに

つながるのかなと思うと、なかなかですね、どうなのかというようなところも含めて、ちょっと

今のところは検討してないところですが、ただ、今言われましたように、特定健診ですね、その

あたりのところはどうなのかというところは、体制含めて、今後の検討課題というふうにさせて

いただきたいと思います。 

○議長（重久 邦仁君）  上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  ぜひ、前向きに、せめて、自分の状態をわかってもらうために

も、そのような方向で、そして、また、そこで異常がわかったときには、個人ででも専門のとこ

ろに行くわけですから、そのようにしていただきたいと思います。 

 では、次の質問に移ります。 

 ２番目の公営住宅の連帯保証人について質問いたします。 

 三股町に他の県から移住した人で、町営住宅の連帯保証人になってくれる人がいません、困っ

ていると我が家に来られる方が何人かいらっしゃいます。公営住宅に申し込む場合、連帯保証人

が２名必要となっています。他の自治体からの移住者が多い本町では、三股町、都城市近郊に住

む保証人を立てることは難しく、町営住宅に申し込む資格はあるのに民間の高い住宅に住まざる

を得ない人もおられます。国も住宅に困窮する低所得者への住宅の目的を踏まえると保証人を確

保できないために入居できないといった事態が生じないようにしていくことが必要であり、保証

人の確保を公営住宅への入居に際しての前提とすることから転換すべきであると考えます。この

ため、標準条例を改正し、保証人に関する規定を削除することにしましたと通知をされています。 

 今回、保証人の義務を制限する民法改正の動きもあわせて見るとき、公営住宅の入居者に連帯

保証人などを求める必要性は、もはやないのではないかと思います。実際は、公営住宅は、住宅

セーフティーネットの中核としての役割が期待されているわけですから、公営住宅の入居に際し

ては、連帯保証人等を不要とする条例改正を行うべきだと考えますが、町としての考えを質問い
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たします。 

○議長（重久 邦仁君）  福永都市整備課長。 

○都市整備課長（福永 朋宏君）  町営住宅に入居の際、連帯保証人が必要のない条例改正につい

てということでお答えいたします。 

 現在、三股町営住宅管理条例及び同施行規則により、入居者は入居契約書となる請書に連帯保

証人２名の連署が必要であります。連帯保証人の住所は、都城市及び曽於市の圏域内であればよ

く、町内在住の限定はしておりません。ただし、町長が特別の事情があると認める者に対しては、

連帯保証人の連署は必要としないとしております。 

 基本的には、連帯保証人は必要となっておりますので、入居に当たっては、請書に連帯保証人

の連署が必要である旨を説明はしております。しかし、連帯保証人は、使用料等の債務保証、滞

納の抑止のほか、入居者の支援、連絡などの役割を果たしていることから、保証人が必要でない

とすることはできないため、連帯保証人の連署を入居の要件とする現行制度は維持しながらも、

これまで特別な事情としか規定していなかった連帯保証人の連署の免除について、要綱で具体的

な要件を定めました。 

 例えば、高齢者、身体障害者などで、住宅を確保することが困難で、かつ保証人を確保するこ

とが困難と認められる人については、請書に連帯保証人の連署を必要としないことができるとす

るものであります。ただし、身元保証の代替的措置として、緊急時等の連絡先は届け出てもらう

ことになります。 

 これらのことから、既に条例は整備されているため、ご質問の点からの条例改正は行いません。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  去年、私の家に来た人は、５０代の方だったんですが、あちら、

こちらの住宅を見て回ったときに、空き室がたくさんあると。だから、もったいないんじゃない

かと、私もそう言われて、自分の近辺の稗田団地とか、中原とか、塚原とか、それから、唐橋で

すか、見ていくと結構空き室があるわけですよね。そういう空き室に対して、もっと有効活用、

困っている人がいらっしゃるわけですから、入りやすいような方向をしていくことはできないの

かなというふうに思いましたので、質問しているんですが、そこら辺はどう考えてらっしゃるの

か。 

○議長（重久 邦仁君）  福永都市整備課長。 

○都市整備課長（福永 朋宏君）  町営住宅の空き室のことについてということでお答えいたしま

す。 

 町営住宅については、平成３１年に定めました三股町住生活基本計画、この中で、町営住宅の
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供給量目標というものを立てまして、７３５戸から、３８年でありますが、４８１戸にという目

標を立てております。これは古くなった簡易平屋をなくしていったりとか、そういったところを

含めてのところであるんですが、確かに議員がおっしゃられますように空き室が目立っているの

は確かであります。ただ、公営住宅として建てている以上は、どうしても公募をして入っていた

だくというのが基本にありまして、その公募をするためには、事前に大きな修繕、補修をかけて、

部屋の準備が整ったら公募にかけるという形をつくっておりますので、なかなか、あいているよ

うに見えるんですが、内の準備との関係もありまして、年間３回の定期公募にでしか進められな

いというのは現状であります。 

 ただ、定期公募だけですと、修繕して、もし、次の応募がなかった場合というのがありますの

で、それを今年度から少し改めまして、一旦公募をして、ご希望のなかった部屋については、随

時公募の部屋という形を置きかえまして、それ以降は、いつでも相談があれば入れるというふう

には住宅の取り扱いはしております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  今まで申し込むときに保証人が立てられなくてというふうな相

談とかは、たくさん、いや、家にまで来られる人がおるもんだから、どうなんですか、町のほう

に相談とかいうのは。 

○議長（重久 邦仁君）  福永都市整備課長。 

○都市整備課長（福永 朋宏君）  これまで、先ほど説明いたしました窓口のほうに入居の相談が

あったときには、連帯保証人をお願いいたしますということでご案内申し上げまして、一旦、持

ち帰られて、その後、やはり、申し込みに来られなかったという事例は確かにあります。ただ、

これについては、連帯保証人が立てられなかったということだけが原因ではないというふうに、

件数的には把握しておりませんけども、捉えております。希望する団地でなかったとか、もちろ

ん連帯保証人がいないと判断された方もおられるかもしれません。税金等の滞納があって入れな

かった。実際話を聞いてみて、所得が、自分が結構あったので入れなかったとか、そういった事

例があって、相談は来たけども、申し込みを実際はされなかったという事例はあるのだろうとい

うふうに思っております。 

 これまで保証人について、これまでの条例による特別の免除を受けた方については、保証人全

く立てられませんという方が６人おられて、特別の要件で入っております。保証人が１人しか立

てられませんという方については、これまでに１６人おられます。これが過去３年間の実績とい

う形になっております。 

○議長（重久 邦仁君）  上西議員。 
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○議員（１０番 上西 祐子君）  私の経験、この経験したことなんですが、最初、十四、五年前

に議員をしているときに、ある人がちょっと身の上相談で、どうしても三股を離れないといけな

いというふうなことで、都城の高崎かどこかに移るときに、高崎の、あのときは、まだ合併して

なかったと思うんですけど、移るから保証人になってくれと言われたのを私全然もう覚えてなか

ったんですよ。そしたら、つい最近、都城市役所から私に、その人が家賃を滞納しているから、

私に本人に通知してくれとかいうふうに都城の住宅課のほうから電話があったんですけど、私、

もう全然忘れとって、覚えがないもんですから、後で考えて、この人は生活相談受けたなという

ふうなことであれして、また、都城市役所に電話して、電話番号を教えてくれと言ったんです。

家賃が半年分あれしているから。そしたら、個人情報保護で電話番号は教えられませんと言うわ

けですよ。それで、私、連絡しようもなくて、それで、実は、私、町議していて、こういうふう

な事情で保証人になったんだというふうなことを言ったら、都城市役所は、そしたら、もういい

ですって、電話切られて、それでもう、それっきりなんですけど、だから、何十年も保証人とし

ての義務とかいうふうなことに関しても、ちょっと、そして、また、今度は、その人と連絡とり

ようにも電話番号も教えてくれない。何のための保証人なのかなというふうなことを感じたもん

ですから、こういう質問も上げたんですけど、やはり、保証人がかぶったこと、町営住宅で、家

賃が払えなくて、そういうふうなことは何件も、１年の間で何件もあるんでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  福永都市整備課長。 

○都市整備課長（福永 朋宏君）  こちらで正当な手続を踏んで、連帯保証人の方にお支払いいた

だいている件については、お１人案件だけです。ほかは、今のところはありません。 

○議長（重久 邦仁君）  上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  条例、今度の国からの条例改正が今度の議案にも出ているわけ

ですが、条例改正に合わせて、その保証人の規定を残すかどうかの判断は自治体に委ねられてい

ると。低所得者とか、身寄りのない高齢者などの対応を強化し、住みやすい福祉のまちづくり三

股を目指すためにも、ぜひ、条例改正を制定してくださるように求めたいと思いますので、どう

ぞまた検討をよろしくお願いいたします。 

 ２番目の質問は以上で終わります。 

 ３番目の質問に移ります。空き家対策なんですが、今、全国で問題になっている空き家対策に

ついて質問いたします。 

 全国の空き家の数は８４９万戸、４０年間で３倍以上、５８１万戸の増加だと言われておりま

す。空き家率は全国平均で１３.６％、空き家の発生原因として、一つ、中古建物より新築建物

を優遇する税制、都市部への人口集中、住宅需要を超えた新築建物の建設を容易にするような税

制措置があります。持ち家の住宅の年齢層は６０代が２３％、７０代が２２％と高齢者層が半数
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近くを占めております。これから先１０年、２０年を見通したときに、ますます空き家が増加す

るのではないかと思います。 

 それで、今、本町の空き家の数と、それから、空き家バンクなどの実績、空き家の有効活用の

取り組みなどをお聞きいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  本町の空き家の数につきまして、お答えいたします。 

 平成２５年度に国の緊急雇用創出事業を活用して、空き家の数の調査を行っております。その

ときの空き家の数が２８４戸存在しております。地区別では、４地区、５地区が多く、８地区、

９地区が比較的少ないという結果でございました。 

 この調査におきましては、多くの経費が必要になることから、その後の調査は実施しておりま

せんけれども、平成３０年度に行われました住宅・土地統計調査の宮崎県の空き家率が伸びてお

りますので、そこから予測しますと、現在はさらに空き家がふえているものと考えます。 

 空き家の有効活用の取り組みについてお答えいたします。 

 平成２６年に空き家等対策推進に関する特別措置法が成立しましたのを受けまして、本町にお

きましても、平成２７年に空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例を制定し、平成２８年

に空き家等の有効活用を通して移住定住の促進を図ることを目的に、空き家等情報バンク制度実

施要項を定め、平成２９年度から空き家等情報バンク活用促進事業補助金制度を開始したところ

でございます。 

 また、平成２８年１月に、本町への移住定住を促進するため、都城宅地建物取引業協同組合と

の間に空き家等情報バンクの運用に関する協定書を締結したところでございます。 

 次に、空き家バンクの実績でございますが、平成２８年度からの延べ数で申し上げますと、こ

れまでに１３件の登録がありまして、うち１０件が契約済みとなっております。ただ、補助制度

の活用実績というのはございません。 

 以上でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  今、県でも移住促進を進めております。私ごとなんですが、う

ちの娘も来年に、こちらに帰ってきて、ふるさと貢献したいというふうなことで、お正月に帰っ

てきたときに、町内をちょっと、この近辺を車で走って、どういうところがいいか、見て回った

んですが、やはり、そういう移住者促進のためにも、空き家の情報がもっと多くあったりすれば

いいなと、そういうふうなことで、今、ホームページなんかでは載せていると思うんですが、今

度は、町に住んでいる両親、親、兄弟、そういう人たち、ホームページなんか見られない人たち

にも、わかるような形、こういう、帰ってきたら、こういう制度があるよと、空き家バンクなん
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かに登録しているときには補助があるとか、そういうふうなことがわかりやすい形で、みんなに、

子供たちをよそから帰ってもらう、親の面倒を見てもらう、そういうふうな制度なんかを進める

ためにも、もっと情報公開とかいうふうなことをしていただきたいなというふうに考えるんです

が、そのあたり、どういうふうな形で情報公開されているのか、質問いたします。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  空き家バンクの制度のＰＲというか、広く知らしめるというか、

そういう活動でございますけれども、今議員がおっしゃいましたホームページ、「みまた～

ん.ｃｏｍ」というころで、紹介をしているところでありますが、あと、５月、６月に行ってお

ります地区座談会ですね、こちらのほうでも資料として皆さんにお配りして、機会があれば、説

明とか、そういったこともしております。ただ、なかなか認知度というのが上がっていってない

のかなということは感じておりますので、今後も、先ほど申し上げました都城宅地建物取引業協

同組合との連携もとりながら、また、不動産業者さん等が登録していただいておりますので、そ

ちらの方々とも協力しながら、皆さんに周知を図っていきたいなということで考えております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  それと、この前、女団連との話し合いをしたときに、やはり、

空き家の問題も言われた方がいらっしゃって、空き家を町が買い上げてというんですか、リフ

ォームして、サロンとか、今サロンが３０ぐらいあるんですが、ほとんどが自治公民館とか、そ

ういうふうなことでされております。私の家は、公民館から離れているもんだから、うちの近所

の人たちが、歩いていくのは大変だから公民館で行かないと、上西さんとこやったら近いから行

くというふうな形で、手押し車なんか引いて集まっているんですが、そういう場所を、やはり、

三股の家ちゅうのは、結構大きな家が多いわけですから、何か活用できないのかなと、この前、

だから、女団連との話し合いの中でも、ああいうサロンなんかが開ける近辺でお茶飲みができる

ような場所があるといいんだがなというふうな話が出たわけです。そういうふうなことを、山王

原では小倉邸がすごく活用されて、皆さんに喜ばれているわけですが、そういうふうなことに関

して、町長、どうお考えなのか、お聞かせください。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  空き家がふえているという実態は眺めてみますとある状況であります

が、しかし、やはり、空き家を本当に売買されるのか、あるいは、しかし、空き家であっても、

年に１回帰ってきて管理している、という方々もたくさんいらっしゃって、なかなか空き家の情

報バンクですね、そちらのほうに登録というのは、なかなか少ないような状況でございます。今

言われるように、サロン等で活用されるという場というのも必要かと思いますが、しかし、サロ
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ンも毎日開いておれば、維持管理そこでしていただけるんですが、月１回、２回となると、やは

り、これは非常に負担が大きいんじゃないかなと。今ある公共施設で、ある意味で使ってない曜

日等含めて、そちらで活用されるのが効率的かなと思います。しかし、地元で、これからやって

ほしいと、そういう要望等があれば、真摯に受けとめて検討はさせていただきます。 

○議長（重久 邦仁君）  上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  昨年の３月にこういうふうな冊子をもらって、全部読んでみま

すと、やはり、すごくいい、すばらしいことがいっぱい書いてあって、なかなか三股町もすごい

なというふうに思ったわけですが、これを、ただ、字面だけのものにせずに、定期借地、借家制

度やマイホーム借り上げ制度への登録の呼びかけとか、サービスつき高齢者向け住宅の促進とか、

ＤＩＴ型賃貸住宅とか、そういうふうなことが書いてあるわけですが、この問題、ここに書かれ

てあるようなこと、対しての実効性というんですか、そういうふうなことをちょっとお聞かせい

ただきたいんですが。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  空き家の有効活用ということで、貸し家、貸し出しにしたり、

売りに出したりということでございますが、先ほど町長のほうも申し上げましたとおり、持ち主

の方ですね、その方々のまず理解をいただくということが、まず先決じゃないかなと思っており

ます。なかなかですね、荷物が残っていたり、思い出の品物が空き家の中にあったり、空き家自

体が思い出の場所であったりということで、また、祖先から、先祖から受け継いできた財産とい

うことで、手放すというのがなかなか、また、貸し出すというのも、なかなか壁になっているの

かなと思っておりますので、そういった空き家になっている持ち主の方々のまた個別に相談させ

ていただいたりとかいうところから、そういったものを進めていくべきかなというふうに考えて

おります。 

○議長（重久 邦仁君）  上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  やはり、空き家にすると税金が高くなるというふうなことを言

われて、うちの親族も空き地にしたら税金が高くなってびっくりしたと言われたんですが、そう

いうふうなことも、本当は崩したいんだけど、壊すことをためらうのは税金の問題もあるんじゃ

ないかというふうに思います。 

 それと、景観条例というんですか、そういうふうなことで、本当に危険になっているような古

い空き家、そういうふうなことに関して、今年度予算で空き家対策特別措置法で除去したり、活

用などの事業支援に国として３５億円予算がつくと。それから、所有者不明など行政代執行によ

り除去する場合を新たに支援するというふうな今年度の予算案が示されております。そういうふ

うなことも含めて、景観の意味からも古い住宅を除去したりとか、それから、活用できるものは
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活用するとかいうふうなことで、やはり町としてももっと、今、商工課は３階にあるわけで、も

っとこう１階の窓口のところにそういう相談の看板でも何でも立てていただけると、また、もっ

と役場に来る人が、相談しやすいのかというふうに考えますので、ひとつまた検討をお願いした

いと思います。 

 以上で質問を終わります。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（重久 邦仁君）  これより１０時５５分まで本会議を休憩します。 

午前10時46分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時55分再開 

○議長（重久 邦仁君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 発言順位２番、指宿議員。 

〔９番 指宿 秋廣君 登壇〕 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  質問順位２番、指宿です。今回、５つの質問事項を通告をいたし

ております。 

 まず、人材確保についてと、２番目に損害賠償について、３番目にパソコンのリース状況につ

いて、４番目に児童館の耐震化について、５番目に五本松住宅跡地の問題について通告いたして

おります。 

 まず、人材確保の件ですが、①で会計年度任用職員の採用状況はどうなっているのかというこ

とを通告いたしております。 

 ４月から、いよいよ会計年度任用職員制度が始まります。今まで継続して役場で働いておられ

た方々はこの制度によってどう変わっていくのか、また、新たな制度を利用した採用者がどうあ

るのかという点について質問をいたします。 

 特に、今、申告時期でありますけれども、申告に携わっていただく職員は会計年度任用職員だ

と思いますが、この職員については５カ月間という形になっています。この人たちは、実質、働

いておられる賃金が下がるのではないかという危惧もいたしております。 

 あとは質問席から質問いたします。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  人材確保について、この質問用紙にしたがって回答をさせていただき

ます。 

 会計年度任用職員の採用状況はどうなっているかということにつきましてお答えいたします。 
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 令和２年４月１日付の採用予定人数は、１日７時間３０分勤務職員が９４名、１日５時間勤務

職員が２９名、放課後児童クラブ支援員として３６名、非常勤特別職からの移行職員として

１０名の計１６９名を予定しております。 

 採用方法につきましては、現在の委託職員、パート職員に対し、会計年度任用職員制度移行後

の就労状況を説明するとともに、ホームページ、回覧、ハローワークを通じて公募し、生類審査

及び面接により採用を決定しております。 

 指宿議員からありましたパート職員、５カ月採用、全ての会計年度任用職員については、前年

度の収入を下回らないような給与条件等で採用をいたしているところでございます。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  登壇したときに冒頭申し上げましたけれども、５カ月間の例えば

税務の申告のところについては、年間で計算したものを一時金等を勘案して、そして下げるんで

すよね。この人たちは継続勤務じゃないんです。５カ月ですから。 

 もちろん、今回、税務署が申告を１カ月繰り下げました。３月１５日ぐらいだったのが４月

１５、６日、１カ月繰り下げたということも言われておりますが、いろんな関係で今年度は特別、

この新型コロナウイルスの関係もあっていろいろある中で、この会計年度任用職員について、そ

れはどういうふうに響いたのかということも教えてほしいですし、その職員は、継続されている

のかどうかわかりませんが、前年度の収入からは下がったのですか。それとも、それを勘案して

一時金が途中に入るわけです。その問題についてどうなるのかということはお聞きをしたいと思

います。特殊な職場なので、そこだけ抜いてでも教えてほしいと思います。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  今のご質問に対してですけれども、まず、先ほど町長が述べられま

した会計年度任用職員が１６９名を予定しているという中に、現在の委託職員、パート職員がど

れほど移行する予定であるかというところの数字を申し上げますと、１６９名中１４０名の方々

が現在の委託職員、パート職員からの移行予定でございます。申しわけございません、１１６名

が移行予定です。 

 また、２４名が新たに採用予定ということでございます。 

 また、２９名につきましては、今のは１日７時間半の勤務の方でございます。１４０名です。

１日５時間勤務という方々につきましては２９名ということで、合計１６９名というような状況

でございます。 

 今、指宿議員が言われましたとおり、細かな数字での計算はしておりませんけれども、基本的

には、今回の会計年度任用職員につきましては、職員の給料表、これに位置づけるというところ
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がございます。１番のところは１の１を給料表に充てますので、それに見合った時間での支払い

という形になっていきます。 

 そういった中で、これまでの時間給、パート職員の方々につきましては、そういった給料表に

基づかない給与単価、時間単価での給与の支払いでございましたが、今回はそういった職員の給

料表を用いたところでの時間単位での支給ということになりますので、それに関しましては、時

間におきましても、単価にございましても、給与は全体的に上がるものというふうに考えている

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  ちょっとかみ砕いて、聞き取りづらいところがあったので。 

 ７時間３０分をお願いしている職員は、あえてこの１６９という数字じゃなくて、引き続きと

いう人はどのくらいいらっしゃるのか、これについて新規はどれくらいいらっしゃるのかという

ところを教えてもらえるとありがたい。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  まことに申しわけございません。もう１回報告いたします。 

 １６９名の会計年度任用職員を予定しておりますが、そのうち、現在の委託職員、パートの継

続雇用につきましては１１６名でございます。１日７時間半勤務の方々が１４０名中１１６名が

継続雇用、また、２５名の方が新たに採用をするものでございます。残り２９名の方につきまし

ては５時間勤務で、そのまま移行をされているということでございます。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  俺が聞きたかったのは、７時間３０分は９４名といわれました。

７時間３０分、９４名はどう移行しましたかって聞いているんですけど。 

 １６９名は７時間３０分から４段階ある中の全員をひっくるめて１６９名でしょう。その中の

最初に言われた７時間３０分勤務の人の９４名についてはどう移行されましたかって聞いている

んですけど。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  申しわけございません。 

 ７時間半勤務９４名、この方々のうち継続された方は７８名でございます。１６名の方が新た

な採用という形になります。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  移行の中で９４名は現在も９４名というふうに理解していいんで

すか。今の年度。これは新たな年度ですよね。もちろん会計年度任用職員ではない、現在してい
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る人も９４名というふうに理解していいんですか。今いる９４名の人が、要するに会計年度任用

職員になって、同じ９４名、必要数で、そして、今言われた７８名が引き続きですよって、こう

いうふうにしていいんですか。ちょっとわかりづらかったんで。済みません。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  ただいま申し上げた数字につきましては４月１日以降の予定人数と

いうことで、これは各課ヒアリングの中で、４月以降、必要とする会計年度任用職員で、それに

合わせて採用のほうをあらわした数字でございまして、現状の委託職員に関しては、数値をちょ

っと把握していませんので、その増減がちょっとわかりかねないところでございます。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  会計年度任用職員ってなかなか聞きづらいところがあるので、で

きれば、要するに給料的に上がったんですと言われたけも、月額については下がってないかとい

うふうに思ったのでそういうふうに聞いたわけです。何で税務課のそこを抜いたかっていったら、

たった５カ月しかないので、そこだけ抜いたわけです。 

 要するに１年間会計年度という予算ベースでされるものについては、そりゃそうでしょうけど、

４月から５カ月間勤務という話の中で、どういう移項するのかというふうに聞いたところです。 

 次の問題に入ります。 

 非正規職員を正規職員の採用で対応するべきではないのか。これは災害のときもそうですけど、

今も災害みたいなもんだろうと思っています。そのときに、例えば会計年度任用職員を、もしく

は非常勤を、もしくは臨時職員を充てるわけにはいかんわけです。やっぱり頼るべきは正規の職

員だろうと思っています。 

 三股町は微増とはいえ人口増がある。そして、業務も複雑、多岐に及んでいます。特に、今の

福祉課ちったら、昔は５、６人で全てをやっていた。そこに職員が配置されたということになる

と、ほかのところに当然といえばしわ寄せがきているわけですので。 

 要するに会計年度任用職員で賄っているところについて、やっぱり正規職員で対応しなければ

いけない問題がいっぱいあるのでないかというふうに思いましたので、この問題を取り上げてお

ります。これについての考え方をお願いいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  非正規職員と正規職員の採用の考え方についてお答えしたいと思い

ます。 

 地方公務員法、地方自治法の一部改正に伴い、適正な任用、勤務条件を確保するため、新たに

会計年度任用職員が制度化され、この改正により、町で働く臨時、非常勤等職員のほとんどが任

用移行されることになります。 
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 新たな制度では、特別職非常勤や臨時的任用の要件を厳しくし、多くの非正規公務員を会計年

度任用職員という枠組みに移行するとともに、期末手当の支給を可能にするなどの待遇面の改善

ができるとしています。また、正規職員と同じ給料表が適用されるため、同一労働、同一賃金の

原則に近づいてきています。 

 会計年度任用職員の職を設定するに当たっては、各職の必要性を十分吟味した上で、適正な人

員配置に努めるものであります。また、会計年度任用職員の任用につきましては、その職種の内

容や責任の程度について、町における個々の具体的な業務にも即して、常勤職員と異なる設定と

して整理しているところでございます。 

 このことから、非正規職員を正規職員の採用での対応につきましては、必要とする業務ニーズ

に応じて、今後も正規、非正規、それぞれの採用を行っていきたいという考えでございます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  この会計年度任用職員については、自治体によっては特別職で雇

用していたり、いろんな事務形態があったのが、これを統一しようということから始まっている

わけでして、三股のように事務委託、これは明らかにあり得ない委託だったわけですけど、委託

というのは業務委託しかないわけで、事務委託なんちゅうのは、勤務時間を固定している事務委

託というのはあり得なかったわけですけど、そういう各自治体によっていろいろばらつきがあっ

たのを１つのものさしにしたというのが今回の流れです。 

 それで、考えているのは、会計年度任用職員というのは考え方からいったら正規職員のお手伝

いでしょうから、要するに正規職員で対応せんにゃいかんところがいっぱいでてきているという

ところからこの問題をしたわけです。 

 人口も増えている、業務量も増えている中では、再度、例えば定数の見直しも行いながらこの

問題について対応するべきではないのかというふうに思っているんですけども、町長に、要する

に基本的には人口がふえてきているけれども、もう何年も定数の見直しは行っていません。そう

いうことも含めて、少し、若干、定数を一定ふやすというつもりはありませんか。ちょっとお聞

きします。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  ここに会計年度任用職員の配置関係の一覧があるわけなんですけれど

も、これを見ますと、正規職員で対応すべきものというのがどれなのか、これは、各課長とのヒ

アリング等で会計年度任用職員でいくのか、あるいは正規でいけるか、その辺の聞き取りをしな

がら、本町の必要な体制づくりというものをやっていきたいというふうに思います。 

 ただ、やはり事務の複雑化、そしてまた、責任の度合い、そういったところで、やはり職員が
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必要であるという部分であれば、そのあたりは正規職員の採用と。あるいは、また、今現在、い

ろんな大きな事業等も取り組んでおりますけれども、そういうところに必要な人材は、新人では

なくてベテランの、ある意味では経験者、そういうものが必要だったときには、そういうのをあ

る一定期間、事務補助、あるいは事務の責任者として採用するというのも１つの方法かというふ

うに考えています。例えば、今、中央地区の区画整理、補助整備等をやっておりますけれども、

そういうところにベテラン、ある意味ではそういう経験者がいれば、そういう方々を３年間とか、

５年間とか応援していただいて、そういうものに直接従事していただいて、スピードアップしな

がら事業をこなしてみると、そういういろんな取り組みの方法があろうと思いますんで、会計年

度任用職員、正規職員、採用の仕方、いろいろな方法で検討をさせていただきと思います。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  今の最後のところ、少しわからなかったんですが、短期の職員の

雇用というふうに受け取ってよかったんですか。 

 要するに、いろんな雇用の仕方があると思いますけれども、市中にはそういうノウハウを持っ

ている、専門的なものを持っている人たちもいっぱいいらっしゃいますので、そういう短期とい

うこと、もう一つは即戦力は必要かもしれませんけども、やっぱり育てるというのは必要ではな

いのかというふうに思っています。 

 引き続きですが、その問題の流れで、正規職員採の今後の採用の方針というところで、ちょっ

と町長は触れらと思いますので、この問題について質問をいたします。正規職員の今後の方針、

考え方的なところはどういうふうにされているのか、ちょっとこの問題についての答弁をお願い

いたします。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  それでは、正規職員採用の今後の方針・方法についてお答えいたし

ます。 

 正規職員の採用の今後の方針につきましては、退職者補充を原則としまして、また、必要とす

る業務のニーズ、これにつきましては、各課長を通じまして、ヒアリング等を通じて判断してい

きたいと。そのニーズに応じて適正な職員数を確保してまいります。 

 また、試験種、職種等の決定につきましては、三股町職員採用試験等検討委員会の規定に基づ

き、求められる業務、必要とされる業務の度合い、分野において柔軟に対応し、職員数の必要性

を適正に判断し、決定したいと考えております。 

 採用方法につきましては、今後も町村会の統一試験を採用していく予定でございます。 

 なお、平成３０年度より統一試験を年２回実施可能となっております。最近の受験者数の減少

動向を鑑み、優秀な人材の早期確保の観点から、従来の９月実施に加え、７月実施の日程を加え
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た年２回の採用試験の実施について検討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  年２回でも新規ではない、中途採用者という観点でも大丈夫なの

かもしれませんが、採用条件等々は年齢制限等々も見直しがされていると思いますが、私が聞き

たいのは、今回、採用者は確か２名だったですよね。ホームページで２名でした。退職者は２名

で、そのまま２名採用ということになっているのか。うろ覚えで申しわけないんですが、１名駆

け込みがあったというふうに聞いているんですけれども、その実態についてどういうふうになっ

ているのか教えてほしいと思います。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  本年度の採用につきましては、今、指宿議員が言われましたとおり、

採用につきましては２名という形で採用のほうを進めてまいりましたけれども、２名の方に採用

通知を出したところでございましたが、うち１名の方は辞退という結果に終わっております。し

たがいまして、今回の試験においての採用は１名ということでございます。 

 また、退職者におきましては、再任用の方々を除きまして当初は２名ということでございまし

たけれども、年明け、１名の職員の退職願いというのがありまして、計３名の退職という形にな

っています。 

 この辺につきまして、令和２年４月以降の職員の配置等について、さまざまに検討をしてまい

りましたけれども、新たな新規採用につきましては１名ということで、２名という予定の中から

追加で１名を採用することはいたしませんでした。そのかわり、今、県のほうに出向している正

規職員の方々をこちらのほうに返しまして、令和２年度は県のほうの出向につきましては、その

分を見送りという形にさせていただいているところでございます。 

 以上です。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  県から帰ってくるのは１名。 

○総務課長（白尾 知之君）  今回、県から帰ってくるのは２名です。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  ということは、実質３名退職したけれども、県の出向をやめて引

き上げてくるので、結果３名ですというふうに捉えていいということですか。 

 私が考えているのは、例えばこの１名の辞退者ですけども、仕事をしないから辞退になったは

ずではないと思うんです。どこかを併願していて、合格を何箇所かもらって、その中で取捨選択

した結果、その個人の受けた人からいって三股町が落ちたということです。何個か行く権利があ
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ったわけですから、わかりやすく言うと、その中で三股町はその人には選んでもらえなかった。 

 さて、そこでですが、要するに今から先もこういうことは考えられるというふうに思うんです。

そこで、三股町の働く条件とか、そういうのを挙げるという、これも大事ですけれども、この補

充について、うろ覚えで申しわけないんですが、例えば名簿登載とか、そういうことは考えられ

ないんですか。ちょっと答弁してください。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  現在のところ考えておりません。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  今回のでいうと２名の合格を出した。例えば名簿登載はあと１名

にします、２名にしますという形の中で、もし辞退者がおったらおたくを採用しますというよう

な名簿登載というのは、ある一定、必要ではないのか。でないと、多分、三股町はそんなに都城

市と、どこと比べてその人がされたのかわかりませんが、勤務の条件等々を考えて三股町を選ん

でいただけなかったということであれば、次に候補者になった人を採用するということは、ある

一定、考えられるんじゃないかと。その採用条件の中で２人しか受験されなかったんであれば、

それはしようがないです。だけど、５人、１０人受けられた中で２人であったのであれば、その

名簿登載を、もし何かあったときにお宅を採用しますというような形の名簿登載ですけれども、

ぜひとも検討してほしいんですけれども、どうですか。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  今、おっしゃられました名簿登載、その仕組みについても、自分は

あまり熟知していなかったという点ではほんとに申しわけございません。 

 名簿登載につきましては、また、町の職員採用検討委員会、こちらのほうで十分図っていきた

いというふうに思いますし、もう一つ、指宿議員の言われた今回の辞退者を含めた対策というこ

とにつきましては、先ほど述べましたとおり、７月に行える採用試験がありますので、そちらの

ほうにも積極的に取り組んでいく方向で検討していきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  ぜひともそういう方法もあるんではないかという形でいってほし

いと思いますし、今後の完全な補充が、今回は緊急的に出向していたから場当たり的といったら

失礼ですけど、引き上げるということでどうにかやるという話ですけれど、ぜひともそういうこ

とも議論の中に入れてほしいと思います。 

 では、次の問題に入ります。 

 損害賠償について通告いたしておきました。 
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 町長や職員に対する住民訴訟の考え方はどうなっているかという考え方の中で、私の持ってい

る資料がもし本当であれば、平成３２年ということですから、確か来年ですね。平成３２年４月

１日施行という形になっておりますが、地方公共団体の長等の損害賠償責任の見直し等というこ

とが、法律が改正されていると。もちろん、住民から見て、その職員に悪意があった場合とハー

ドルは高いんですけれども、過去の事例でいうと、市長が個人破産をしてしもうたとか、そうい

う事例もあるんです。市長に対して住民が個人賠償責任をとった。 

 今回、宮崎市で会計監査で出ていました。職員の言いなりじゃおかしいですけど、指導どおり

にした結果、返還がきた。それは、その職員に対してどうだという話も、身につまされる問題が

ありますので、損害賠償に対する、これは条例等で書くというふうになっているというふうに思

っているんですが、町の考え方についてお願いをいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  それでは、町長、職員に対する住民訴訟の考え方について、現行の

考え方についてお答えいたします。 

 本町では、地方自治法第２４２条第１項の規定にある地方公共団体の長、職員による違法、不

当な財務会計上の行為、または財務に関する怠る事実において、住民監査請求があった場合に、

三股町監査委員条例第２条に基づき、監査委員による監査が行われます。 

 請求の棄却などにより不服がある場合には、住民訴訟となる可能性があります。住民訴訟とな

り、住民側の訴えが認められれば損害賠償が発生することとなります。 

 また、賠償責任の明確な所在によっては、町長が対象となるものに賠償命令を発し、監査委員

を監査結果を経て、賠償責任及び賠償額の決定がなされる場合があるということでございます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  そうなんですけれども、今度、来月１日、４月１日から施行され

て、これが各自治体の条例で決めなさいってなっているわけですから、そういうものについて、

やっぱり町長等、職員も全部ですけども、ある一定、守ってやるということをしないと怯えて何

もしない。要するに、金太郎飴じゃないですけども、横並び、並列的にしないという形になりか

ねませんので、やっぱり守ってやるという観点から、例えば上限額は幾らですとかいう話とか、

それから、住民訴訟が出てきた場合には個人に対するものですから、裁判費用等も、弁護士等も

出てくるわけです。だから、いろんなことが想定をできます。 

 いつも助役が出てくるので少し前でしょうけど、福山市では市長は破産というところまで出て

いる事例もあるわけです。そういうところからいうと、ぜひとも早急に、持っていらっしゃるで

しょうから、現状ということではなくて、４月１日から町長等を守るためにということで、２番
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もひっくるめて答弁をお願いします。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  それでは、指宿議員がおっしゃられます法律の概要についてまず説

明させていただきまして、そのあと、本町の考え方を述べさせていただきたいと思います。 

 まず、法律の概要についてご説明申し上げます。 

 改正の概要につきましては、地方公共団体等における適正な事務処理等の確保並びに組織及び

運営の合理化を図るため、内部統制に関する方針の策定、監査制度の充実強化、地方公共団体の

長等の損害賠償責任の見直し等を行う措置を講ずるとしております。中でも、地方公共団体の長

等の損害賠償責任の見直しの背景としましては、住民訴訟制度におきまして、敗訴した場合に、

個人に重大な過失がなくても多額の賠償額が課せられる事例があること、訴訟を恐れて本来必要

な政策判断を避けることがないよう制度のあり方を見直すものでございます。 

 見直しの内容につきましては、条例において、町や職員等の地方公共団体に対する損害賠償責

任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは賠償責任額を限定して、

それ以上の額を免責する旨を定めることを可能にするものでございます。 

 また、議会は住民監査請求があったあとに、当該請求に関する損害賠償請求等の放棄に関する

議決をしようとするときは、監査委員からの意見を聴取するとしており、施行期日は先ほどおっ

しゃいました令和２年４月１日としているところでございます。 

 本町としましては、法改正に至る背景を十分認識し、重要な法改正と位置づけしまして、令和

２年度の条例制定に向けて早い時期に取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  法律が改正されたという形の中でですから、来月の１日からなん

で、早急にこういう事例が発生を、宮崎市は身につまされているからさっさとするでしょうけど

も、そういう事例が発生する前に、ぜひともお願いをしたいと思います。いろんな法律改正で大

変だと思いますけども、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 町長、このことについて何かあれば一言お願いします。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  特にございませんけれども、条例改正、条例の制定でございますので、

それについては、国等の準則等も示されてくると思います。そしてまた、団体も、自治体も同じ

ような一部改正に応じて条例改正をしなくちゃなりませんので、条例の創設をしなくちゃなりま

せんので、これについては、状況を見ながら判断していきたいと思います。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 
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○議員（９番 指宿 秋廣君）  わざわざ長等と書いてあるわけですから、ぜひとも早急にお願い

をしたいと思います。 

 次に行きます。 

 パソコンのリースの状況、リース期間中のものが終わって次のリースの機器、パソコンでリプ

レスした場合、廃棄したもの、リース期間が切れたというのはそういう意味ですけれども、その

問題のあと、内部流出の話がありました。業者に丸投げしていたら、何もせずにそのまま市場に

流出してしまったと。それについて、個人情報がいっぱい入っていたという話がありますので、

本町はどういうふうになって、どういうふうに移行されたのかというのをお聞きをしたいと思い

ます。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  それでは、リース期間が切れたパソコンの廃棄の現状はどうなのか

というご質問でございます。 

 今の指宿議員が言われましたシステムをいうことになりますと、確かにリースで対応している

わけなんですけれども、この表現的にパソコンということで言われていましたので、職員個人が

持っているパソコン、この廃棄ということで回答を準備させていただきましたので、それでよろ

しかったでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  この中には、リース契約が切れたわくの中では行政的なところを

町長に聞くんだからということで舌足らずだったのかもしれませんが、リース期限の切れたパソ

コンの廃棄の状況はどうなっているか、パソコンのリースの状況という形で出しているんですが、

要するに、個人が役場に持ち込むことはほぼないと思っているんですけれども、そういう観点で

ちょっとお願いしたいと思います。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  それでは、パソコンということで、業務上、そこで使用しているパ

ソコン、そちらの廃棄についての対応ということで回答をさせていただきたいと思います。 

 まずは、パソコンの処分についてでございますが、令和元年１２月、先ほど指宿議員からも触

れられましたが、報道発表にありました神奈川県でのハードディスク及びデータの外部流出問題

が発覚した株式会社ブロードリンク、本社は東京でございますけども、平成３０年度まで改修と

処分を本町のほうも依頼しておりました。 

 事件報道を受けまして、令和元年度の廃棄につきましては中止を行ったところでございます。 

 なお、九州管内で回収した物品につきましては、福岡支所管轄のセンターで処分されているた

め、今回の漏えい事件には含まれていないということは確認はしております。 
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 これからの対応としましては、令和元年度の未廃棄になっているものを令和２年度に廃棄する

計画ではございますけれども、廃棄するまでの措置としましして、今現在ですけども、ハードデ

ィスク等の記憶装置をパソコン本体から外しまして、電算室内のサーバ室内に厳重に保管をして

いる状況でございます。 

 また、新たな情報機器の処分を行う業者を選定する考えではありますけれども、今回の事件を

受けまして、総務省から住民情報等の重要情報は大量に保存された機器内部の記憶装置にかかわ

る抹消装置につきましては、物理的な破壊、または磁気ということは磁石ですけれども、的な破

壊の方法により行うとともに、地方公共団体の職員が当該装置の完了まで立ち合いを行うなど、

確実な履行を担保とすることとの通知が来ております。この通知を鑑みまして、パソコンの廃棄

におきましては、職員の立ち合いを必須とする検査システムを構築することも合わせて必要とな

りまして、その構築に向けて取り組んでいく考えでございます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  ということになると、今、おっしゃられた外されたものについて

は、物理的に破壊してしまうということで捉えていいんですか。 

 要するに、全体的な流れとすれば、外しました、それは別に保管がしてありますという答弁だ

ったと思うんですが、それについても破壊して廃棄しますということでよろしいんですか。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  令和元年度に処分すべき対象の記憶媒体なんですけども、これにつ

きましては、先ほど言いましたような、これまで依頼をしていました会社のほうに不正がござい

まして、その関係で、元年度分のパソコンの記憶媒体の処理につきましては、今のところ、パソ

コン本体から外しまして、電算室、こちらは保管室になっておりますので、そちらに今のところ

一時保管という形でしております。 

 指宿議員が言われたとおり、最終的には物理的破壊、これが最終になりまして、そこに職員も

立ち会わなければいけないということになっているんですが、ただ、そのマニュアルづくりがち

ゃんとできていないというのと、あと、業者の選定、そこまでちゃんとできるのか、そこら辺の

業者の選定がまだできていない。職員の立ち合いというところをどういうふうにやっていくのか、

そこら辺のマニュアルといいますか、流れができていない状況でございますので、それを早めに

確認した上で、令和２年度に廃棄する分を含めて元年度分も一緒に処理をしていきたいという考

えでございます。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  そのハードものというのは、リースで借りて年次的に変えるもの
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ちゅうのは、該当、どのくらい年間あるんですか。１００台ではないですよね。何十台程度だと

思うんですが。わかれば。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  パソコン自体につきましては、リースでなくても備品で購入してお

ります。これにつきましては、令和元年度処分すべき台数につきましては約２０台ございまして、

その部分が、今現在、本宝記憶媒体を外しまして保管をしているというような状況でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  問題になっているからと思ってしたら、本当にストライクで、そ

の業者ちゅうのにびっくりしたんですけれども、ぜひとも個人情報、これでいろいろな不正なこ

とに使われてしまっては大変なので、そこら辺、よろしくお願いをしたいと思います。 

 さて、次の問題にいきます。 

 児童館の耐震化についてということで報道をちょっと見ていたら、宮崎県内がずらっと出てき

たんです。児童館の耐震化されていないもの。その中に三股町ちゅう欄があって２館って出てき

た。何も書いてありません。ただ、施設が２つと出てきておりましたので、その施設名はどこな

のか、お願いをします。 

○議長（重久 邦仁君）  齊藤福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  耐震化していない児童館についてお答えいたします。 

 耐震化していない児童館は、梶山児童館と蓼池児童館です。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  この梶山と蓼池の築年数はわかりますか。どのくらいたったもの

がこうなっているのか。ほかにも児童館はいっぱいあるわけですけども、なぜこの２館だけにな

ったのかというのはわかりますか。 

○議長（重久 邦仁君）  齊藤福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  梶山児童館は、昭和４０年に建設されておりますので５４年になり

ます。蓼池児童館は、４６年に建設されておりますので４８年です。 

 基準は、耐震状況調査、厚労省の調査が令和元年５月にありまして、２階建て以上、または

２００平米を超える施設であり、昭和５６年以前に建てられた施設の耐震診断の調査がありまし

て、梶山児童館と蓼池児童館ということで回答しているところです。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  昭和５６年以前に建てられたものという形でとられたということ
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ですね。 

 ということは、大体、児童館は一斉じゃないですけどもバタバタっとできたというふうに意識

があるんですが、ほかの児童館については耐震化が終わっているというふうに認識していいんで

すか。それとも、昭和５６年、この調査対象から外れたというふうに認識していいんですか。 

○議長（重久 邦仁君）  齊藤福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  町内の児童館でいいますと、一番古いのが昭和４２年に建てられた

梶山児童館なんですけれども、長田児童館が昭和４２年、植木児童館が昭和４２年、蓼池児童館

が昭和４６年、新馬場児童館が昭和４８年、東原児童館が昭和５０年、今市児童館が昭和５１年、

前目児童館が昭和５２年、宮村児童館が昭和５４年、上米児童館が昭和５６年に建設されており

ます。 

 今回の調査は、建物の面積と建てられた年度、昭和５６年以前に建てられたかどうかというと

ころで、建物の広さが２００平米を超えているものが梶山と蓼池児童館だったために、この２つ

を挙げているところです。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  ということは、この２００平米という基準、要するに昭和５６年

以前ということは全部に該当するちゅうことですよね。ということは、この２００平米という面

積未満だったから調査から外れたというふうに捉えていいんですか。 

○議長（重久 邦仁君）  齊藤福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  調査が建物の面積と建てられた年度、両方の調査が来ておりました

ので、ほかの児童館は建物の面積が２００平米を超えていないというところで計上していないと

ころです。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  ということであれば、例えばこの調査は２００平米だったけれど

も、三股町バージョンで児童館全てということで考えると、児童館は全て耐震化が終わっていな

いというふうに認識していいですか。答弁をお願いします。 

○議長（重久 邦仁君）  齊藤福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  町内の全ての児童館は耐震の診断は終わっていないところです。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  確か長田児童館についてはもう運用を落としているのでそれは論

外としても、やっぱり、今、いろんなところで子供を育てるという児童館となっている中で、私

は、全部ほかはある一定の基準をオーバーして、この２館だけという認識でこれができ上がった
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んですけれども、これについて、ある一定の耐震化等々をひっくるめて、この２番の問題は、こ

の２館だけが該当するという想定できたんで、この２館をやったら何かなるんかというふうに想

定して入れたわけですけれども、そうではなくて、三股町バージョンで何かこれについて考え方

的なのはあるんですか。 

○議長（重久 邦仁君）  齊藤福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  現在、児童館で放課後児童クラブをしている児童館もあります。今

年度、北部児童クラブにつきましては、有料化や放課後支援員の処遇改善、児童館の環境整備等

協議を行いまして、来年度から実施の予定としております。 

 放課後児童クラブを児童館でしている関係で、放課後児童クラブの制度をいいものにしていく

中で、また、児童館のあり方というところも検討していきたいと考えているところです。 

 特に、梶山児童館は、最も古く、老朽化も進んでいるところから、建てかえについての検討を

今後進めていきたいと思っております。 

 蓼池児童館におきましては、令和２年度に民間の放課後児童クラブが建設予定であることから、

児童館機能の再編についても、教育課や小学校等の関係機関等で検討を進めていきたいと考えて

いるところです。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  全体的な流れ的には、これはもう町長しか、要するにほぼ耐震化

が終わっていない三股町とすれば、個人の家でも補助金を出して耐震化をやりますとやっていて、

耐震化を工事したらその一部助成をしますと、ここまで踏み込んでいるわけですけども、有料化

になるところで預かる児童館に対する考え方、年次的なもの、補強も含めて考えておられるのか。

言われるように蓼池は民間がするからって蓼池はそのまま置いておかれるのか。全体的にはどう

考えていらっしゃるのか、ちょっとお願いします。 

○議長（重久 邦仁君）  齊藤福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  全体的について、まだ具体的にはまとまっていないところです。児

童館で放課後児童クラブしている関係で、子供たちのいる環境を安全なものにする必要があると

いうことは十分承知しているところなんですけれども、どうしても児童クラブとの関係がありま

すので、児童クラブのあり方を協議する中で、おのずと児童館の機能も考えていかないといけま

せんので、優先順位を考えながら対応を考えていきたいと思います。その中で、児童館全体の計

画というのも考えていきたいと思っているところです。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 
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○議員（９番 指宿 秋廣君）  児童館っていわれるけれども、地域によっては集落館的な意味合

いも十分持っている建物です。ただ、子供たちだけが、放課後来るだけの建物ではなくて、夜間

は集落の人たちが会議等々を開くということもあるわけですけども、そういう全体的な自治公民

館的な意味合いも一方では持っている中なのですが、今後ということですけれども、建てかえな

のか、補強なのかもひっくるめて、早急にこの児童館についての今後のあり方を検討した結果を

教えてほしいんですけれども、町長、いかがですか。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  この件については、もう以前からの課題であります。 

 児童館の存続を図るのか、児童クラブに統一するのか。そのあたりで館の管理運営関係をどこ

が担うのかというようなこととの関連もございます。 

 例えば、今現在、上米のほうの児童館、そちらのほうも児童館としては閉鎖しておりまして、

今、児童クラブとして交流プラザをつかっております。その施設はどんなふうに今後使うのか、

ここも耐震化をして、耐震診断していないところです。 

 そして、先ほどありました蓼池についても、こちらは民間のほうである程度受け皿ができると

そちらが児童クラブということになります。しかし、蓼池児童館はそのまま残りますが、地域館

みたいな形で地域が使うということになろうかと思いますけれども、そうなったときに、地元が

使うとなっても、やはり耐震化診断が必要になってくると。 

 そういう意味合いでは、この児童館のあり方、それと、児童クラブのあり方、そして、それぞ

れの建物の今後のあり方、それをひっくるめて早急に言われるように検討しなければならないと

いうように考えます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  ぜひ、先ほど申しましたように、地区の集落館的な意味合いも十

分持ちながらですので、上米の児童館にしても、交流プラザがあるのは公民館と隣接していると

いう場所ですので、そうすると、上米はなかなかないな、役場出てこないといかんのかという話

も出てくるでしょうから、ほかのちいきのところも、ほとんどがそういう要所要所に児童館があ

るんですね。この集落の大体真ん中辺か、大体ここなら集まりやすいか、子供が想定ですから当

たり前ちゃ当たり前ですけれども、早急にこの問題についても、地域に活気を持たせるためにも、

建物等の考え方を早急に出してほしいと思っています。町長よろしくお願いします。 

 次に、五本松住宅跡地の基本的考え方という形で出しておきました。 

 全体の計画というのは、今、計画を練っているようですけれども、いろんな説明を受ける中で、

三股町とすれば、事業費は、例えば町長の施政方針演説には、身の丈に合った行政運営を心がけ
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ると、こうなっています。身の丈とは何十億円までを指すのか、何億円を指すのか。やっぱり町

としてはこのガイドラインで、その中でみんなで知恵を出してください。 

 例えば家に例えると、家をつくります、親子で３世代です、みんなで好きなものを出してって

言ったら、子供は子供で６畳でウオークインクローゼットがあってというのを３人子供がおれば

３人とも出す、奥さんはリビングがあって、それから、台所はこれ程度でっていうふうに出して

いくと、あっちゅう間に１００坪を超えたという話の中で、なら、１００坪つくっていいと。

１００坪つくっていけど返済はどうするの、お金は幾らかかるのっていうところで、みんな、家

をつくるときには、まずお金は大体この程度よなと、その中で考えていくんです。 

 町長が一番この中に入れて、多分、指示をされているでしょうから、大体このレベルで考えて

ますという事業費はどうなのか教えてほしいと思います。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  計画の全体的な事業費についてですけれども、現在、昨年度策

定いたしました基本構想策定方針に基づきまして、基本構想を策定中でございます。具体的な導

入施設、整備内容、建物の配置や規模などにつきましては、来年度以降に計画しております基本

計画や基本設計において検討していくこととしております。 

 したがいまして、全体的な事業費として正式にご説明できますのは、それらが完了したのちに

積算されてからになるかと考えております。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  言いましたように、町民に聞きました、そしたらみんな言います。

大体プールがほしい。プールをつくるなら、手を挙げて国体誘致をやりますといったら、国体誘

致ができるようなプールが一発出てきました。ただし、維持費が大変という話の中、だから、大

体何十億円以下に抑えないとだめと。例えば好きなものを好きなように、何でも出してください

といったら、最後には、いや、これはできんから町民の皆様はストレスがたまるだけでしょう。

ええってみんなんで一生懸命もんでいたのは何、これもだめ、あれもだめ、それもだめっていう

話になりかねません。だから、それを全部救うんですといったら、莫大な具合になります。だか

ら言うんです。 

 大体どの程度というのがまずないと、三股町がお金の使い場に困っているならいいんです。去

年の税収もまだ手をつけちょらん。もうどうしようかというぐらいあればいいんです。だけど、

提案理由にあるように、だんだん厳しくなっていますと、これも出てきているわけです。補助金

をつけるからいいんですが。補助金でつくったあとも借りた起債は元利償還、あとから質問しま

すけど出てくるわけです。そうなると、必然的に事業費がこれくらいじゃないと三股町の身の丈

に合わんというのが出てこないといかんと思っているんです。でないと、おかしいでしょう。 
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 要するに、次の世代の町民が、次の世代の町長が、次の世代の町の職員が、その事業をしたお

かげで制約を受けるわけです。例えば元利償還はもう絶対条件だ。休眠させたにしても元利償還

はせんちゅうわけにはいかん。夕張のように赤字再建になるかどうかちゅう話も頭にちらちらし

ながら話しているんですけども、身の丈に合ったというのはどれくらいを考えているのかという

のは、それがないと、職員に完全に考えろつったら莫大なものになります。 

 もう１回お聞きします。大体これくらいに収めないとやばいと思うのはどう思っていらっしゃ

いますか。答えてください。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  ただいま企画商工課長が話しましたように、まだ具体的なものは全く

決まっておりません。 

 ただし、スクラップ・アンド・ビルドというのは最初から言っておりますけれども、要するに、

あそこに何をつくるかとなったときに、全く新しいものをつくるという意図はございません。要

するに現在ある、例えば東原児童館、もう老朽化しています、そちらのほうをこちらに移設を展

開する子供支援センターとか、あるいはまた中央公民館のカルチャー部分、生涯学習関係、その

あたりも老朽化していますんで、そのあたりのものも向こうのほうに統一してできないかと、そ

ういうふうな、今、本町に必要なものが何なのか、そして、それとともにこのエリア、中心市街

地の活性化に寄与できる拠点施設とは何なのか、そういう意味合いで、今、ワークショップをし

ながら、皆さんの声を聞いているところでございます。いろんな声がございます。全てを、それ

を満たすとなると、それは莫大な予算。ですから、身の丈に合ったというのは、やはり将来的な

中期、長期財政計画のもとに、このぐらいだったら大丈夫だろうというところと、どういう施設

をつくるかによって、そして、また維持管理、イニシャルコストとともにランニングコストを言

いましたんで、そこまで含めたところで皆様方に、令和２年度に１つにまとまった案を提案し、

そしてまた、数字等も出しますので、そこで議論をしてほしいと思います。 

 今、これだけというような枠を決めると、今、一生懸命検討している中で、いろんな新しい発

想等、そういうものが、萎縮するといけませんので、それとともに、ことし、令和２年度は官民

連携ということで、やはり町が直接つくるだけじゃなくて、民間もどういう形で参入して、そし

て、そのあとの維持管理を含めて負担できるか、そういうところを含めて総合的に検討させてい

ただきたいというふうに思っています。ですから、その都度、また皆様方には、今回は基本構想

という形でお話をさせていただきまして、３つほどの提案といいますか、エリアの構想を皆様方

にご提案しまして、それを今度は１つにまとめて、ある程度具体的なものということで基本計画

をつくっていきたいというふうに思います。 

 いろんな意見がありますので、それを整理しながらということになります。そういうことでご
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理解いただきたいというふうに思います。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  今の施設を移転するということであればそんなに大きい問題とい

うか、例えば、役場庁舎を移転しますといったら、役場をつくるものについてはお金は要るけれ

ども、維持管理費は、今、役場を維持管理しているわけですから、それが移行するだけです。だ

けど、新しいものをつくるとなると、それに対して新たなものが発生する。 

 それから、官民連携は先進的な何たらちゅうのをしたらだめだと言われたんで、また、総括で

も言いたいと思うんですが、官民連携をするということになっていくと、民間ができるものとい

う形でグレードが上がっていくんじゃないのかというのが１つあります。町長も、三股町が一番

苦しい時期はご存じだと思います。事業費等々について、予算はあるけど執行ができないという

のが役場内でもありました。例えば１０万円予算があるけど、それを５で割って２０％ずつ、

４分の１、四半期ずつ、１年で８０％しか使えない、２０％は次年度に持ち込むという想定の予

算書つくって苦しいのをやっと乗り越えてきて今があるわけです。工事をいっぱいやって、いろ

んな喜ばれるのをした結果、そのときは、土建屋さんも悲鳴を上げていました。要するに、投資

的経費ができないわけですから。耐えて今があるというふうに思っています。 

 課長さん方、何人ご存じなのかわかりませんが、やっぱりそういう先人たちが苦しい思いをし

たことをまた次の世代にもしたらいかんということからいうと、町長が金を、夢をうばったらい

かんとやるけども、やっぱり自分のところでこのくらいだっていうのを先にしておかないと、あ

とにストレスがたまるだけ。何やか今の俺たちが意見を言ったのは。この前、ちょうどあれの話

がありましたけど、こういうのをつくってくれるんじゃなくて、介護保険が高いとか、国保が高

いとか、そんな話しか出てこないわけです。だから、今やっている福祉の問題についても、そこ

に手を突っ込まざるを得ないことがでてこないのかと。町単独で補助しているものに。要するに、

そのサービスを低下させざるを得なくなってしまうんじゃないかというふうに危惧するから、今、

言っているわけです。 

 ぜひともそういう大きなものができる前に、町とすればどれほどでできるんだと、上限はこれ

だけ、これから上げたらもう無理だというのをしないと、青空天井で皆議論しているわけでしょ

う。違うんですか。青空天井じゃなかったら言ってください、どれだって。それだと、議論をこ

れ以上する必要はないだろうと思います。どうぞ。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  事業費を言ったら、もうそれがひとり歩きします。担当課といいます

か、企画のほうの推進室のほうにはこの程度というのはある程度話はしています。 

 今、その補助事業も含めて、そして、いろんな形で財源を確保する。うちの基金も含めてです
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けれども、どういうのが将来に負担を残さないのか。言われるように、将来に負担を残さない、

将来につけを残さない、これは基本的なスタンスで、今、仕事もさせていただいております。 

 そういう意味合いで、我が町に可能性のある魅力あるもの、身の丈の合ったものは何なのか、

そういう観点からの議論はしておりますので、青天井ではありませんので、それはご心配なく。

そして、また、皆さん方には、どういう内容だったらどれだけの事業費がかかるか、どういうも

のだったらどうなのか、それをまた示しながら、また議論していければよろしいかというふうに

思います。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  青空天井じゃないんだと言われたんで少しは安心したんですが、

過去の議論されている人たちも、青空天井じゃないちゅうのをわかった上でされているというふ

うにこっちは理解していいんですか。再度答弁をよろしくお願いします。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員、ちょっといいですか。暫時休憩します。 

午後０時03分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後０時03分再開 

○議長（重久 邦仁君）  本会議。町長、お願いします。 

○町長（木佐貫 辰生君）  最初に委嘱状交付するときには基本的スタンスということでスクラッ

プ・アンド・ビルドの話をしております。そしてまた、皆さん方のご意見等は、この五本松だけ

で完結する話ではなくて、エリアとして、中心市街地、その中でも検討させていただきました。

ですから、皆さんのいろんな声を挙げていただいておりますけれども、それを全て可能にするわ

けではなくて、それも大事にしながら、今後のまちづくりの中に生かしたいというようなスタン

スでお話をさせていただいているところでございます。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  ぜひとも言っているように、例えば官民連携という形で、ＰＦＩ

とか、ＰＰＰとかっていう話に陥っていくと、その業者が全て借金をして建物をつくって、そし

て、三股町はどうかちゅったら元利の負債はありません、ただし、委託費という形で莫大な金を

払います、これがＰＰＰとか、ＰＦＩとか言われるしずないのものですよね。 

 ぜひともそういうことも踏まえた上で、要するにこの程度あればこの程度の維持費が必要です、

三股町はその分について、例えば中央公民館をつぶすということになれば、中央公民館の維持費

がこんだけでこうなっていますという話も全部した上で、三股町がどのくらい今から先この五本

松跡地について、財政運営上、厳しさが増していくのかというのは共通の理解にした上で進まな

いと、先ほど言ったように、個人の家で好きなものを好きなだけ好きなようにという話になって
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くると、あとでがっかり感だけがしていくんで、ぜひともそういうところも踏まえた上で町長に

お願いをしておきたいと思います。 

 再度、町長の答弁を、この維持管理もひっくるめて、全部について考え方をしてもらって、私

の質問を終わりたいと思います。再度お願いします。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  ただいま指宿議員が言ったのは、中央公民館を将来つぶすということ

は考えておりません。そこは言っておきます。 

 いろいろとご意見等がございました。今回、会計年度任用職員、そちらの方が新しくスタート

いたします。それによって大きな財源が必要になりました。再任のほうがあまり見込めなくて、

今回、１０８億円という７億円ふえる、これだけではありませんけれども、非常に厳しい予算編

成になったところでございます。しかし、働く要人たちの働き方改革によって、そういう待遇改

善を含めて、しっかりとやっていきたいというふうに思っております。 

 それとまた、五本松の関係については、また、その都度、今、一生懸命職員のほうが頑張って

いますので、そちらのほうの情報を提供しながら、また、皆さん方のご意見を伺いたいというふ

うに思います。 

 それから、損害賠償関係も、国のほうでまた準則等が指し示されるでしょうし、また、町村会

等とも、いろいろと各団体等の考え方もあろうでしょうから、私もその中で理事をさせていただ

いておりますので、この条例の制定については、しっかりと検討していきたいというふうに思い

ます。 

 いろいろとご意見をいただきまして、参考にさせていただきます。ありがとうございました。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  私の質問を終わります。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（重久 邦仁君）  これより昼食のため１３時２０分まで本会議を休憩します。 

午後０時07分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時20分再開 

○議長（重久 邦仁君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 発言順位３番、内村議員。 

〔８番 内村 立澤君 登壇〕 

○議員（８番 内村 立澹君）  発言順位３番、内村です。通告したことに対しまして大まかに質

問をしていきたいと思います。 

 今回は、農業問題、そして、第５回みまたん霧島パノラママラソン大会について伺っていきた
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いと思います。 

 まず、農業問題についてです。 

 本町の農業につきましては、農業委員会を通じて農地の貸し借りの手続きを行っております。

そしてまた、本町の農業におきましても、ただいま、現在のところ、大型農家集落営農組合が多

数を占めているのが現状じゃないかと思っております。そのような町内の遊休農地と荒廃農地を

非耕作地として平成２８年４月１日現在が９.５ヘクタールということでありました。また、相

続未登記の農地は２,０４６筆、１７７ヘクタールであるということでした。改めて、この中で

農業振興地域の内容ということで伺っていきたいと思います。 

 あとは質問席にて質問していきたいと思います。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  農業についてのご質問でございます。 

 農業振興地域の内容について回答させていただきます。 

 まず、農業振興地域制度とは、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業の振興や農地

の確保などを図るための基本となる制度であります。内容は、農業を振興すべき地域を指定する

とともに、当該地域の農業的整備のための施策を計画的に推進するため、具体的な施策を掲げる

こととなります。このような内容を含む計画書を町が作成し、県が指定いたします。本町では、

総面積の３５.１％に当たる３,８６０ヘクタールが農業振興地域として指定され、土地利用は農

用地、農業用施設用地、森林原野、住宅地、工業用地、その他に分類されているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  ただいま町長のほうから説明がありましたけど、３５.１％、

３,８００ちょっとのところがあるちゅうことですけども、その農業振興地域の町内各地の農業

が盛んなところ、いろいろ住宅街地とかいろいろありますけど、その中で、町内各地域の面積が

わかったら教えていただきたいと思います。 

○議長（重久 邦仁君）  上原農業振興課長。 

○農業振興課長（上原 雅彦君）  農振農用地の面積でございます。個別面積の数値については、

人・農地プランでの農用地面積で回答をさせていただきます。 

 中央地区で８２ヘクタール、２地区で２８５ヘクタール、３地区で１５６ヘクタール、４地区

で１４０ヘクタール、５地区で１１４ヘクタール、６地区で２４２ヘクタールで、合計で

１,０１９ヘクタールでございます。 
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○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  ほとんど皆さんもご存じだと思いますけど、やっぱり農業の盛ん

なところ、２地区と３地区が主じゃないかと思っております。２地区のほうがいろいろと樺山の

水路とか、いろんなことで多面的期機能支払においても、金額が非常にたくさんきております。

そして、その中で、一生懸命、約員の方々も水の調整をしたり、いろいろな場面で、昼間でも、

夜でも、いろいろ台風なんかが来たときも見回りをしたりして、いろんなところで活動されてい

る現状じゃないかと思っております。その中で、この中に非耕作地と相続未登記農地というのが

あれば教えていただきたいと思います。 

○議長（重久 邦仁君）  上原農業振興課長。 

○農業振興課長（上原 雅彦君）  町内の荒廃農地、非耕作地につきましては、餅原地区で１７筆

の８,７４１平米、長田地区で８筆の４,８４６平米、蓼池地区１０筆の６,４１７平米、樺山地

区１筆の６８４平米の２万６９１平米でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  今、いろいろと非耕作地とか、相続未登記がいろいろ問題になっ

てきている状況じゃないかと思っております。いろいろ農業をしている人も、やっぱりつくりや

すいところをつくっているのが現状じゃないかと思っております。やっぱり機械化が進む中で、

この前の条例の改正もありましたけど、農業のあり方が前からすると違っている現状じゃないか

と思っております。その中で、機械化が進むことによって、反別の広いところにつくる人もつく

るような現状じゃないかと思っております。 

 それから、今、農業のことにいろいろ質問をしてまいりましたけど、その中で、ある程度農業

のいろんなことがわかりましたので、次の問題にいきます。 

 農林水産省から都道府県に付与する農地の転用許可権限を指定町村に与える措置についてとい

うことで、以前に伺いました。平成２８年の法改正によりまして、農地転用の権限を国との協議

をした上で都道府県に移譲できる、農林水産大臣が示す指定基準を満たしていると認めた市町村

にも都道府県と同様の権限を移譲することができるということでした。 

 県内で、宮崎市と都城市が移譲権限を受けているとのことでした。県の権限範囲内で制限面積

を設けてという状況でありました。 

 用地転用許可権限について、調べてみました。その中で、農地転用各権限にかかる市町村の指

定基準等に関する検討会ということをされていますときに、地域の自主性、自立性を高めるため

の改革の推進があるということが書かれています。この中で、本町においても、この権限移譲を

受けることはできないものかということで伺いたいと思います。 

○議長（重久 邦仁君）  上原農業振興課長。 
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○農業振興課長（上原 雅彦君）  農林水産省から、農地の転用許可権限を指定市町村に与える措

置について、本町も権限移譲を受けることはできないかについてお答えいたします。 

 農林水産大臣に申請を行いまして、農地転用許可制度等を適正に運用し、優良農地を確保する

目標を立て、事務処理体制を整えるなどの基準を満たす場合には、本町も指定を受けることがで

き、権限移譲を受けることは可能ではございます。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  可能ではないちゅうことはできるちゅうことですね。そういう事

務処理なことを、体制ができれば、そういうことができるちゅうようなことでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  上原農業振興課長。 

○農業振興課長（上原 雅彦君）  現在、三股町農業委員会は、職員２名で農地転用許可事務を行

っておりまして、専門的な部分は県に相談しながら議案を作成し、農業委員会に上程し、審議し

ていただき、その議決事項を北諸県農林振興局に意見進達いたしまして、県の許可をもって許可

証の発行となっておりますので、現在の体制では基準に満たしておりませんので難しい状況であ

ると考えております。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  現在の体制では基準に満たしていないから難しいという状況です。

だから、こういうことを、さっき私が言ったんですけど、この自主性、自立性を高めるための改

革の推進であるというようなことがこの中に書かれているんです。そんなことで、本町として、

委託権限移譲を受けれるというようなことは考えられないですか。 

○議長（重久 邦仁君）  上原農業振興課長。 

○農業振興課長（上原 雅彦君）  先ほど内村議員のほうからもありましたとおり、県内の状況を

見てみますと、宮崎市と都城市が行っております。両市においては、県からの依頼がありました

ことや、農業委員会が独立した組織として専門人員等も配置されている状況を勘案して権限移譲

を受けている状況でございます。 

 事務に精通した職員が２名以上という形で、都城のほうはこの転用許可だけで３名の職員を配

置している状況にあると聞いております。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  今、都城のことが例に挙げられたわけですけども、本町のことを

考えたときに、できるか、できないかちゅうのは今から先の問題になってくるわけですけれども、

これは要望書を上げて、それが、県の要望書を上げたときに転用許可権限を得られるかどうかち

ゅうようなことが、どっちのほうに得られるかちゅうことになってくるわけですけれども、得ら

れる可能性はあるかどうか伺います。 
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○議長（重久 邦仁君）  上原農業振興課長。 

○農業振興課長（上原 雅彦君）  先ほどもお答えしましたように、現体制では、非常に難しい状

態ではないかと考えております。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  この転用許可権限について、以前にも質問したことがあるわけで

すけども、土地があって、自分のところの家が建てられないちゅう方もいらっしゃったわけです

けども、この中で、三股町が今どんどん人口がふえていって家も建っております。その中で、

２地区にしましても、上米地区も、中米地区も今度分譲地ができます。櫟田地区も家が建ってい

る状況であります。 

 そして、山之口のインターができてから広域農道の通りが非常に多くなっている現状じゃない

かと思っております。広域農道の梶山の信号、インターを下りてから２６９沿いに行く車、そし

て、広域農道を走っている車とか、梶山線から早馬神社のほうに抜ける車、真っすぐ行く車、そ

れぞれ通行量が、多分、前からすると大分多くなっているのが現状じゃないかと思っております。 

 その中で、今、山之口インターが今度また整備されるちゅうような話も聞きますから、ますま

す通行量が多くなってきて、そうしたときに、やっぱり２地区のところも、その中で通行量が多

くなってきたり、いろんな変化ができてくるんじゃないかと思いまして、その中で、こういうよ

うな農地転用というようなことの伺いはできないものかということで、今、質問をしている状況

であるわけであります。これから先、今、非常に三股町が人口がふえていますから、そういう中

で、こういう質問をしている状況であります。 

 今後、対策として考えられるような状況はないか伺います。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  今、お話を聞いていますと、転用の事務を自前で持てばそれだけメリ

ットがあるようなお話に聞こえるんですけども、これは自分のところで事務を持っても、県と相

談をしながらやっても、事務の判定は変わりません。 

 ただ、スピード感、要するに自分のところで判断しますので、県に上げる必要はありませんの

で、そういう意味合いでの時間短縮はございますけれども、しかし、メリットとデメリットを考

えると人を置かなくちゃならん、その部分は県が一部負担はしてくれますけれど、権限移譲で。

しかし、置く以上の負担が出てきます。要するに、自前のこの出し前が。そういう意味合いでは、

なぜ宮崎市と都城市ができるかと、ほかのまちができないのかと。余りメリットがないんですね。

はっきり言って、今の現状のままでのこの農地転用、それで、支障があれば、そういうふうな体

制づくりも必要でしょうけど、そうした問題はございませんので、現行のままで私はいいと思っ

ています。 



- 60 - 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  いろいろ考え方もあろうかと思いますけれども、権限移譲による

メリットとして、申請者から許可に至るまで短縮は考えるちゅうようなことがありましたけれど

も、今後、町長がそう言われるわけですから、今後やっぱり出すこともやっぱり現状、今いろい

ろ、今から先のことを考えたときに、そういうふうなことがいろいろ出てくるんじゃないかと。 

 以前にもちょっと質問したわけですけれども、土地があるのに、やっぱりこういうちょっと緩

和されんかなちゅうようなことも話があったから、こういうことを質問させていただいている状

況でございます。 

 その中で、これから先、また今後もそういうことを、またいろいろアドバイスいただいたり、

考えていただければいいんじゃないかと思っております。よろしく前向きにお願いいたします。 

 それでは、次に３番目、畜産センターについて、平成２７年９月議会で質問をしております。 

 畜産センターは、昭和４８年度に現在地に建設されまして、敷地面積が６,８４５.４４平方

メートルということでした。畜産センターの管理規則第４条ちゅうことで、振興会長が認めた場

合はということが、この限りでないということが規定されているということでした。 

 その中で、いろいろ畜産センターも大分古くなっております。建物も古くなっております。や

っぱり場所的にもいい場所にありますから、やっぱりその中で、スポーツ少年団等を主とした借

用願が多数寄せられていることでありました。 

 畜産センターについて、平成２７年に質問をしておりますけども、公共施設の総合管理計画を

策定するということでありました、その中で。この進捗状況ということで伺っていきます。 

○議長（重久 邦仁君）  上原農業振興課長。 

○農業振興課長（上原 雅彦君）  畜産センターの管理計画についてお答えいたします。 

 畜産センターの個別施設計画につきましては、平成２９年１０月に作成を行っております。ま

た、管理運営につきましては、先ほどおっしゃられたとおり、三股町畜産振興会のほうで管理運

営を行っているところでございます。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  ２９年の１０月に一応計画を行っているちゅうことですね。その

中で、これについては敷地も広いし、建物も古いし、つなぎ場も大分老朽化しとって、頭数も少

なくなっているちゅうようなところが現状であるんじゃないかと思っております。 

 このような中で、このこういうふうなことに対して、今後どのように進めていくというような

ことの話はなかったわけでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  上原農業振興課長。 

○農業振興課長（上原 雅彦君）  畜産センターの個別施設計画におきまして、建てかえの検討を
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令和２年度癩癩来年度より行う計画としておりますが、町内の畜産農家が減少していることや、

畜産行事の利用頻度や規模等を考慮し、畜産業時以外の利活用を含めた、より利用価値の高い施

設建てかえの検討、施設規模、建設費用、管理運営について都城農業協同組合等の関係機関と協

議調整を進めていく予定でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  令和２年度に建てかえの計画は、予定はしているちゅうことです

か。そして、やっぱりいろいろ農協とか、いろいろ話し合いの中で進めていくちゅう現状ちゅう

ような今答弁があったわけですけれども、そういう、もうこういうふうに進めていくちゅうよう

なことの計画は固まっているんでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  上原農業振興課長。 

○農業振興課長（上原 雅彦君）  先ほど答弁いたしましたように、令和２年度よりその検討、施

設の規模、まず規模と利活用の利用の状況という形、現在、建物のほうが２３２.７平米、約

７０.５坪程度ございます。それほどの規模が必要なのかということと、その利用頻度に応じた

別な利用目的もあるんではないかというところも含めまして、いろんな関係機関と今後協議を進

めていって、その方向性を見出した後に、その建てかえという方向に持っていきたいと考えてお

ります。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  今先ほども私が敷地も広いし、建物も老朽化しているし、つなぎ

場も大分古くなっておって頭数的にも少なくなっているちゅうことが含まれた検討会がなされて

いるのが現状じゃないかと思います、これは。その中で、今から先検討しながらやっていくちゅ

うようなことですけど、その間には、そういう今現状としてスポーツ少年団なんかの受け入れと

かはやっているんでしょうか。その今から現状がわかれば、そういう。 

○議長（重久 邦仁君）  上原農業振興課長。 

○農業振興課長（上原 雅彦君）  年間５件程度、地域の団体及びスポーツ少年団等の利用申請と

いうのは、上がってきておる状況でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  いろいろと場所的にもいいところだから、いろいろ、いろんな面

で利用していければいいんじゃないかと思います。 

 次に、宮崎県共進会のことについて伺います。 

 枝肉市場について資料を配付されていますけど、よろしくお願いします。 

○議長（重久 邦仁君）  上原農業振興課長。 

○農業振興課長（上原 雅彦君）  皆様のお手元のほうに、３月議会一般質問資料という形で配付
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させてもらっております。こちらのほうが第６１回宮崎県畜産共進会牛枝肉部門の内容について

でございます。 

 出頭頭数が１００頭で、平均値という形で一番上の表であらわしております。平成３０年度と

令和１年度の表でございます。 

 ３つ目の項目の枝肉重量で５２５キロ、３０年度が。令和１年度が５２９.９キログラム。推

定歩どまりが７５.３から７６.１。ＢＭＳナンバーが９.５から１０.５。上物率癩癩上物率て

４等、５等級の割合ですけど、９９％から１００％。単価のほうにおきましては、平成３０年度

が３,５１０円に対しまして、令和１年度は３,３６０円と、平均で約１５０円下がっている状況

でございます。 

 枝肉、ＢＭＳともに前年度より上昇して、技術的には向上しておりますが、枝肉単価は若干安

くなった模様でございます。 

 ２番目の表が、町内の出品者の状況で、一番下のほうが、年度内のＪＡ都城管内の枝肉の単価

等になっております。こちらも上物率等で見ますと、技術的な部分で見ますと９１.５から

９２.９％と技術的には向上しておりますが、枝肉単価につきましては８０円下がっている状況

でございます。 

 また、裏面のほうを見ていただきますと、こちらのほうが子牛の競り取引月別平均単価のほう

になっております。平成３０年度と令和元年度を載せております。 

 月別にそれぞれありますが、特徴が出ておりますのは、１０月の月から平成３０年度は年度末

にかけて上がっておりますが、令和元年度は横ばいになって、１月からようやく単価が上がり始

めたと。下のほうが枝肉相場となっております。 

 こちらのほうも１０月から３０年度は上がっておりましたが、令和元年度は横ばいから１月に

かけて下がりぎみという形になっております。現在の子牛価格、枝肉相場については、このよう

な状態となっているところを報告させていただきます。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  枝肉相場につきましては、今、畜産業界でいろいろ言われており

ますけど、消費税増税に伴って肉の消費が余り進まなかった。そして、この暖冬によりまして肉

の売れ行きがよくなかったちゅうことですね。またここに来まして、そして、また新型コロナウ

イルスによる流通が乱れることで、そういう価格が下がっているちゅう現状じゃないかと思って

おります。 

 その中で、やっぱりマルキン事業が１２月でも発令されているちゅう状況じゃないかと思って

おります。 

 町内の畜産農家につきましては、非常に優秀な人たちが多いですから、やっぱりまだまだ頑張
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っていただきたいと思います。 

 それでは、最後の質問にいきます。 

 第５回目みまたん霧島パノラマまらそんが行われております。以前に、このことにつきまして

もゴエンということで伺っております。三股からながめる霧島の美しさは、どこにも負けないと

いった誇りを持っているということ。 

 コース場から雄大な霧島のパノラマを見ながら、ながめながら、その雄大さはほかの例を見な

いということでありました。 

 平成１８年当時の桑畑町長が、うんのまち宣言を行ったとこから「みまたん」ということで独

自性のアピールについても兼ねているということでありました。 

 第１回大会からも早いもので第５回を数えるわけですけれども、第１回につきましては、非常

に雪の降る中寒いとこであって、その中できょうまで来ているわけですけれども、今回のこの全

体の、いろんな全体的な内容について、どのようにあったということで伺っていきたいと思いま

す。 

○議長（重久 邦仁君）  鍋倉教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  第５回みまたん霧島パノラマまらそん大会についてお答えいたしま

す。 

 今回は、大会前の週初めからの長雨で開催が大変心配されたわけですが、１月２６日の朝には

雨が上がりまして、無事に開催ができたところであります。 

 今大会には、遠くは秋田県大館市から来られまして、過去最高の２,１０６人のエントリーが

ありまして、当日は１,８６５人が参加いただきました。 

 ハーフのコースには８カ所の給水場を設け、地域の方や学生など多くのボランティアの協力を

得まして、手づくりのお菓子や温かい飲み物の振る舞いなど温かいおもてなしをしていただいた

ほか、沿道では多くの町民の皆さんが手づくりの小旗を振りながら熱い応援をしていただきまし

た。 

 なお、会場では、大会を盛り上げるために、小中高生で構成する早馬龍雲太鼓による和太鼓の

演奏、中米じゃんか馬の披露、表彰式では三股中学校吹奏楽部による生演奏など多くの演出がご

ざいました。 

 そのほか、中学校の美術部員の手づくりによる看板の設置、長田地区住民による横断幕の設置、

梶山小学校ではＤＪ応援など多種多彩な独自の取り組みがなされたところでございます。 

 なお、第２回大会から同時開催している「よかもん朝市」には、今年度２０店舗出店いただき

まして、地場産品や特産品、飲食物の販売を行い、過去最高の約１３０万円の売り上げがあった

との報告を受けております。 
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 今大会の開催に当たっては、自治公民館関係者及び三股中学校の生徒、都城東高校を初めとす

る近隣の高校生など約５００人のボランティアの協力を得たところです。 

 また、今大会の新たな取り組みとしまして、フォトコンテストを行いました。ランナーや応援

者、ボランティアの活動の模様など、臨場感のある瞬間を撮影した写真を募集したもので、デー

タ部門、プリント部門の２部門に５０点以上の応募がございました。 

 また、ネット上での感想コメントには、「地元の子供から大人まで、この大会を盛り上げよう

とする姿勢が伝わってきた」「大会の雰囲気がとてもよく、来年も必ず出たいと思っています」

「沿道の応援も地域に密着されている感じがしたし、とても温かく感じました」など、喜びや感

動の声が多く寄せられました。 

 また、会場に設置したアンケート結果では、７４人中７３人が９９％の方が、「次回の大会も

ぜひ参加したい」と回答しています。 

 なお、今大会の模様を先月１５日のＭＲＴ宮崎放送の番組、宮崎県教育情報テレビ「みらい・

みやざきまなび隊」で放送されまして、特に中高生の活動の様子をクローズアップされて放送さ

れたところでございます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  ことしは、最初から最後までずっと２キロ、２キロたびにハーフ

が最初出てからずっと、最初から最後までずっと見ていたわけですけど、会場で。いろんな方々

と会って、もうそれも非常にすばらしかったんじゃないかと思っています。 

 去年は、外をずっと車でたまたま行く機会がありまして、ちょっと待ったんあれですけど、い

ろんな方々が沿道にいろいろもてなしちゅうか、いろんなお茶を並べたり、いろんなことがされ

ちょったわけですけども、今年の状況として、やっぱりけがとか、やっぱり緊急いろいろ気分が

悪うなったり、そういう配置的な問題とかいろいろあろうかと思いますけど、別に緊急搬送され

たような方は、けが人という方はいらっしゃらなかったんでしょうかね。 

○議長（重久 邦仁君）  鍋倉教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  緊急搬送とか、そういうのはなかったです。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  先ほど教育課長がいろいろ、雨が多くて、やっぱり当日までどう

なるんだろうかなとちゅうようなことで、当日は待ったわけですけれども、やっぱり２６日の朝

から、９時ごろからちょっと雨が余り降らなくて、午前中降らなくて、そのあくる日は、また雨

がすごく降ったわけですけど、やっぱり、その当時は。皆さん、やっぱりよかったなちゅう声が

多かったわけですけども、その中で。 
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 私が気づいたところ、やっぱりずっと見ちょって、ゴールまで、ゴールのとこに歩く中で、中

学生の女の方々が、１０名前後だったと思うわけですけれども、制服を着とって、ゴールされた

方々に一人一人挨拶をした、両サイドにおられて。こうして、ねぎらいちゅうか、そういう挨拶

をしていって、一人一人みんなに声をかけていったわけです。いい印象じゃなかったかと思って

おります。 

 そしてまた、ある人は、７０代の方でした、男性の方でしたけど、話をかけてこられたですか

ら、中で、場内で。えびのの方でした。えびのの方で、今回、三股町のこのパノラマまらそんに

初めて走ったちゅうことで来られたちゅうことでした。この中で日南の大会に出られたちゅうこ

とだったわけですけど。 

 「何で知られましたか」ちゅうたら、普通こう走る前に走る靴を交換される靴の中にチラシが

入っとった。三股町のこういうありますちゅうことのこういうチラシが入っとったちゅう。それ

で、走ってみようかなちゅうことで来られたちゅうことを聞いたわけですよね。 

 やっぱりいろんなところでも広告ちいいますか、ＰＲちいいますか、やっぱりされておるんじ

ゃなというようなことをつくづく感じたわけですけれども。 

 これから、やっぱり綾のマラソンが、照葉樹マラソンが中止しないことでもありますね。そう

いう中で、今度はその流れが三股町にまた来るんじゃないかということも言われているわけです

よね。 

 その中で、今後について、また、どのようなことでやっていかれるかということで聞きたいと

思います。 

○議長（重久 邦仁君）  鍋倉教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  今後について、お答えいたします。 

 本町はまちづくりの柱としまして「アスリートタウンみまた」創造を掲げております。スポー

ツから始まる健康づくり、人づくり、まちの活性化に取り組んでいるところでございます。 

 また、町の活性化は、人の交流からとも言われることから、スポーツ等のイベントを通じて、

交流人口の拡大を図り、経済の活性化につながる取り組みを進めているところです。 

 本大会は、それを象徴するもので、町民総参加のスポーツイベントとして位置づけており、魅

力のある大会として町内外から注目されるイベントになるように、今後も継続していきたいとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  いろいろ質問してまいりましたけど、これから先、またいろいろ

また質問してまいります。 
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 これで、私の質問終わらせていただきます。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（重久 邦仁君）  ただいまより１４時０５分まで休憩いたします。 

午後１時56分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時05分再開 

○議長（重久 邦仁君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 発言順位４番、堀内義郎議員。 

〔７番 堀内 義郎君 登壇〕 

○議員（７番 堀内 義郎君）  発言順位４番、堀内です。早速、通告していました最初の防災・

減災・国土強靱化について質問いたします。 

 ここ数年、温暖化の影響なのか、毎年といっていいほど台風や大雨などの災害に全国各地に大

規模な災害をもたらします。 

 施政方針でも述べられましたが、昨年は関東や当方を中心に豪雨災害が発生しました。このよ

うな災害を目の当たりにしますと、防災・減災・国土強靱化は、町政の重要課題と改めて認識を

深めたということでありました。 

 このような異常気象や地震などのたび重なる災害を受け、国は東日本大震災の教訓を機に、平

成２５年に国土強靱化基本法を制定、公布し、翌年には基本計画及び地域計画策定ガイドライン

が策定されました。 

 これまでの防災・減災の範囲を超え、強さとしなやかさを持った安全・安心な国土の構築に向

けた取り組みを推進するもので、その中において都道府県または市町村は、国土強靱化地域計画

を定めることができると明記されています。 

 宮崎県においては、平成２８年に策定しましたが、いまだに多くの市町村が策定できていない

現状であります。また、本町においては、地域防災計画を以前から策定し、避難訓練や自主防災

組織を立ち上げながら、応急対応、復旧・復興などの施策に取り組んでいますが、この国土強靱

化地域計画については、今後どのような災害が起こっても被災の大きさ自体を小さくできること

が期待でき、策定後は国土強靱化にかかわる各種の事業がより効果的に推移することが期待でき

ます。 

 また、この計画に基づき実施される取り組みに対しても、各関係省庁の支援も期待できると言

われております。 

 今後、想定される大規模自然災害等から町民の生命・財産を守ることを最大の目的として、事

前の構えを効率的かつ効果的な観点から早急に制定するべきだと思いますが、国土強靱化地域計
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画の策定に向けた取り組みについて、本町としての策定は考えられているのかをお聞きいたしま

す。 

 あとの質問は、質問席にて行いますので、よろしくお願いします。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  国土強靱化地域計画の本町の策定についてお答えいたします。 

 国土強靱化は、東日本大震災から得られた教訓を踏まえ、事前防災及び減災施策を実施するた

め、強くしなやかな国民生活の実現を守るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法で定め

られており、頻発的、激甚化する災害への喫緊の課題とされております。 

 この法律第４条で、地方公共団体は、地域の実情に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し、

及び実施する責務を有するとされており、これが国土強靱化地域計画であります。 

 昨年は、策定までには、目標設定、リスクシナリオ、強靱化分野の設定、脆弱性の分析、評価、

課題の検討、対応方策の検討をしていかなければなりません。リスクシナリオの設定で使用する

起きてはならない最悪の事態を防ぐためにも、重要な地域計画であります。 

 策定後の整備事業に当たって、国の交付金事業の要件にもなるため、その点でも重要な計画と

認識しています。 

 町では、都市整備課を中心に関係課と連携しながら、ことしの６月を目途に策定中であります。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内義郎議員。 

○議員（７番 堀内 義郎君）  今、回答をいただきました。６月に策定予定ということで、もう

この国土強靱化地域計画については、たくさんの広い分やられまして、そう簡単にはできないと

は思いますけれども、いろいろ国のホームページとか県のホームページとかいろいろ調べてみま

すと、県南においては、新富町が策定されたということを見ております。新富町は、いろいろ海

に近くて、そういった津波とかそういう南海トラフのあれがあったのかと思いますけれども、本

当は６月ということでありまして、先ほども町長が言われました本町の災害リスクとしては、風

水害とか、土砂災害、地震、火山の影響を受けると思うんですけれども、これらを踏まえたこと

を念頭に、人命の保護を最大限に図り、災害リスクにおける各分野、そしてまた、脆弱性の評価

とか、そういったことを盛り込まれていくと思いますので、先ほども言いましたように、全国的

に風水害とか、そういう被害が多く、今後発生し得るかもしれません南海トラフについても、本

町としては震度６弱の揺れがあるかということが危惧されていますので、町民の生命、財産を守

る上で早急な策定よろしくお願いいたしたいと思います。 

 次の質問になりますけれども、その中においてＢＣＰ策定についてお聞きいたします。 



- 68 - 

 これは、いわゆる事業継続計画ということが言われるんですけれども、ＢＣＰとは、災害など

発生して事業計画が危機的状況に陥った際に、より重要な業務への影響を極力抑え、最重要業務

の中断を余儀なくされても、できる限り迅速に業務を再開できるように復旧対策を事前に策定し

ておく計画とありますが、本町においても高齢化が進んでおります。高齢者の増加に伴う防災体

制の充実として、福祉施設のＢＣＰ対策については、どのように考慮されていくのか、お聞きい

たします。 

○議長（重久 邦仁君）  川野高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（川野  浩君）  ＢＣＰ策定について説明いたします。 

 ＢＣＰとは、今、堀内議員も言われましたとおり、ビジネス・コンティニュイティー・プラン

の略で事業継続計画と呼ばれています。 

 災害時の緊急事態に直面した場合、損害を最小限に食いとめつつ、中核となる事業を継続、も

しくは早期に復旧させるため、緊急時における事業継続のための方法などを取り決めておく計画

のことであります。 

 本町におきましては、昨年３月に三股町業務継続計画、ＢＣＰを策定し、基本事項や非常時優

先業務、業務継続計画のための執行体制や執務環境の整備について検討を行い、それぞれの課に

おける通常業務、応急業務について整備したところです。 

 高齢者支援課におきましても、被災情報の集約、所管施設の被害調査、課内事務の連絡調整等、

業務内容の抽出と目標開始時間についての設定を行ったところであります。 

 ２０１８年の帝国データバンクが行った事業継続計画、ＢＣＰの意識調査では、ＢＣＰの策定

をしている企業はわずか１４.７％、介護を含むサービス業でも１８.１％となっており、企業が

ＢＣＰの策定をしなければいけないという法律や条例は現在なく、努力義務となっているため、

ＢＣＰの策定が進まない要因の一つとなっております。 

 県長寿介護課によりますと、有料老人ホームの事業者を対象とした県によるＢＣＰの説明会は

行われたところですが、県においても現在のところ、各介護施設との業務継続計画の協議は行っ

ていないということです。 

 高齢者支援課としましても、今後、地域密着型の高齢者施設や居宅介護支援事業所における事

業継続計画に対する意識の向上と計画策定に向けた啓発に取り組んでいきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内義郎議員。 

○議員（７番 堀内 義郎君）  本町においては、検討し、整備していくということでありますけ

ど、先ほど課長が回答ありましたとおり、全国的に見ても、福祉事業者も策定が不十分だという

ことを言われております。 
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 ここにちょっとデータがあるんですけど、２０１３年の８月時点で見ますと、策定していると

ころが４.５％、または検討中というのが１８.３％、全国的に見て。ＢＣＰを知らないというと

ころが４０％もあるということですが、なかなかこれは進んでいないということが言えるかと思

いますけれども、国土強靱化地域計画において、県のほうの保健、医療、福祉の分野で福祉施設

ＢＣＰの策定促進ということがあるんですけれども、そこについてこういうことが書かれており

ます。 

 「高齢者、障害者等の要配慮者が利用する福祉施設の被害者及び機能停止は、利用者の生命に

かかることから、各施設に対して施設や整備の最新化、水や食料の備蓄等の災害対策を強化する

とともに、被災後の事業の継続や早期の復旧に関するＢＣＰの考えも含めた防災対策の計画の策

定を働きかける」とありますので、ぜひ、先ほど言いましたように、高齢者、いろいろ障害者も

町内にはたくさんいらっしゃいます。 

 なぜこういうことをちょっと私が今回述べたかというと、滋賀県の研修でもあったんですけれ

ども、全国的に進んでいないということがありましたので、できれば今後の発生し得る大規模な

災害とかを想定しながら、地域計画のほうに盛り込んでいかれればいいかと思いますけれども、

この社協のほうもまだ策定していないということでよろしいんでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  齊藤福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  社会福祉協議会のＢＣＰ策定についてお答えいたします。 

 三股町社会福祉協議会においても、現在のところまだ策定をしていない状況です。 

 福祉課としましては、社会福祉協議会の機能の低下を最少にとどめ、早期に復旧させるために、

どのような業務を優先的に実施するのか、いつ着手するのかを明らかにする必要があるというこ

とで重要だと考えますので、社会福祉協議会においても計画策定をしてもらえるように促してい

きたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  川野高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（川野  浩君）  高齢者支援課では、町内の介護施設に依頼しまして、事業継

続計画ＢＣＰの策定状況についてアンケート調査を実施いたしております。 

 その結果、調査対象施設１７施設のうち、「計画を策定している」施設が４施設、「計画の策

定中」と回答した施設が１施設、現在「計画を検討中」と回答した施設が９施設、「計画策定を

今のところ考えていない」と回答した施設が３施設という結果となり、計画策定済みが全体の

２３.５％と低い状況でありました。 

 町内の介護施設におきましては、防災計画や防災訓練については、認識は高いといいますが、

業務継続計画ＢＣＰについての認識はまだ低いため、災害などの非常事態が発生した場合におい
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ても介護サービスを継続的に提供し、利用者の身体・生命を守るための行動ができるよう普及啓

発に努めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内義郎議員。 

○議員（７番 堀内 義郎君）  積極的に普及啓発に努めていただければいいと思いますけれども、

先ほどお話ししました滋賀県の研修で、議員研修ですけれども、において、ちょっといろんな参

考になることかもしれませんが、お話ちょっとだけしたいと思いますけれども、要するに障害者

とか高齢者が、このときは熊本地震についての体験談だったですけれども、なかなか避難所に避

難できないということがありました。 

 というのは、普通の避難所だったら、トイレとか、そういった障害者とか高齢者の設備は整っ

ていないということでありまして、熊本地震においては、熊本のほうはどう対応したかというと、

熊本学園大学というのがありまして、そこのホールを借りて対応したということで、もちろんそ

の学生が直接かかわるんじゃなくて、ボランティア募って、施設だけ貸すということで、インク

ルーシブ避難所とか、そういうインクルーシブ防災とかいうことをお話されたんですけれども、

やっぱりそういった町内においても介護施設か福祉施設、策定されていないものですから、もし

のときは、もし何か起きたときは、そういった連携とかが可能じゃないかということで、そうい

ったことで、ちょっと参考になったらしてもらいたいと思います。 

 次の質問になりますけれども、同じく計画の策定にあって、先ほどもありましたように、幅広

い分野での策定と各課の連携が必要かと思いますが、防災・減災事業として、農業水路等長寿命

化の交付金支援は考慮されるかということで、特に、樺山用水路、これは前もあったんですけれ

ども、山間部はハが通っておるということと、あと老朽化も激しいということで、どういうふう

になるかということで、そういった農業水路の長寿命化は考慮されるのか、お聞きいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  上原農業振興課長。 

○農業振興課長（上原 雅彦君）  防災・減災事業として農業水路と長寿命化の交付金支援は考慮

されるかというご質問に対して答弁させていただきます。 

 国土強靱化地域計画の策定において、農業用水路、ため池等について記載することにより、農

業施設防災・減災事業及び農業水路等長寿命化事業の実施申請を行う場合に、重点化箇所として

事業を行えることとなります。 

 現在は、国土強靱化地区計画への記載について都市整備課を中心としたところにより協議中で

ございます。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内義郎議員。 

○議員（７番 堀内 義郎君）  この地域計画に当たっては、こういったことも織り込まないと支
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援ができない、もらえないということでありまして、先ほど課長からありましたように、農業水

路等長寿命化については県のほうもこういったことを促進していますので、要するに水利施設の

機能の安定的な発揮に必要な機能的かつ効率的な長寿命化、そういった防災・減災対策早期に効

果が発現できる実行対象にきめ細かく推進するということが書いてありますので、そういったこ

とを含めてお願いしたいと思いますが、この樺山用水路については、以前にも災害が発生してい

ろいろ復旧等取り組んでいただいております。 

 特に、福留用水路は、５年ぐらい前ですか、崩壊して通水ができるかどうかということがあり

まして、何となく関係機関と行政を含めて通水できるようにしていただきました。本当これは感

謝しております。 

 この長寿命化については、先ほど言いましたように、策定しないと支援ができないということ

でありますので、そういったことを含めて、水利施設含めて今パイプラインとか、いろいろなあ

れもあるんですけれども、今回そういった特に樺山用水路は、こういった危険性があるというこ

とをよろしくお願いしながら、次の質問に入りたいと思います。 

 次の質問に入りますけれども、ハザードマップ、三股町のハザードマップの作成について配付

はいつか、また、マイ・タイムラインとして活用はできないかお聞きしますけれども、ハザード

マップについては先ほど配られたということでありますので、マイ・タイムラインについては活

用できないでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  それでは、ハザードマップの作成と配付についてということと、マ

イ・タイムラインの活用についてということでお答えしたいと思います。 

 その前に、議員の皆様におかれましては、お手元に今回作成いたしました三股町のハザードマ

ップ。一つは、三股町全図の中にありますハザードマップが１枚。それとあと議員の皆様が住ん

でいらっしゃる区域の地区別のハザードマップということで、お手元にお配りしておりますので、

参考にしていただければと思います。 

 それとあと執行部のほうには、全体の三股町全図のハザードマップと、あとは参考ということ

で、１地区、７地区、８地区、９地区、こちらの地区のハザードマップをお配りしておりますの

で、参考にしていただければと思います。 

 それじゃ、ハザードマップの配付時期についてお答えしたいと思います。 

 配付につきましては、２月の１５日付回覧板と一緒に支部を通じまして既にお配り、配付をし

ているところでございます。 

 配付した内容につきましては、町内を６ブロックに区分しました居住区域ごとのハザードマッ

プを配付しております。表面には、土砂災害警戒区域、ため池洪水浸水区域、浸水継続時間、最
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大水深到達時刻を示すとともに、避難所や緊急避難所場所の位置や主要な避難経路を示しており

ます。 

 また、裏面におきましては、土砂災害、水害に備えた防災情報による避難行動の判断や、災害

発生時の連絡先及び非常時に備えた携帯品や日用品のチェック内容を掲載しているところでござ

います。 

 なお、支部加入者以外の周知につきましては、町のホームページ、役場案内受付、それと学校

を含む公共機関、各避難所での掲示、掲載等での対応を行っております。 

 また、職員及び関係機関への周知につきましては、三股町地域防災計画の見直しとともに新た

なハザードマップを添えまして３月中旬をめどに配付する計画でございます。 

 次に、マイ・タイムラインについてでございますが、マイ・タイムラインにつきましては、風

水害からの避難に必要な知識を習得しながら、家族で話し合って避難に備えた行動を時系列に一

人一人があらかじめ決めておくものでございます。 

 マイ・タイムラインシートを作成することで、適切な行動を事前に整理できるようにするもの

でございます。 

 今回のハザードマップは、風水害からの避難に必要な知識と意識づけにおいて大いに活用でき

る資料でございます。自助・共助の防災意識を高め、自主防災組織の育成を図る上でハザードマ

ップを活用したマイ・タイムシート作成の推奨に取り組んでいきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内義郎議員。 

○議員（７番 堀内 義郎君）  ハザードマップについてですけれども、この２種類あるんですが、

これも回覧板で全家庭に配ったということでよろしいですか。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  先ほど申しましたように、住んでいらっしゃる区域ごとに地区別の

ハザードマップをこれお配りしておりまして、全図のやつはお配りはしておりません。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内義郎議員。 

○議員（７番 堀内 義郎君）  今回、詳しいハザードマップをつくってもらって、勉強になるか

と思いますけれども、せっかくこのすばらしいのをつくったもんですから、先ほども言いました、

課長が答弁なされたように、マイ・タイムラインですか、これを全国的に活用する自治体がふえ

ているちゅうことでありますので、例えば、これを使っている自治体が、奈良県の五條市という

のがありまして、ここがマイ・タイムラインを活用しながら啓発に努めているんですけども、中

身を見てみますと、避難についての時間、避難する場所とか、徒歩で何分かかるとか、移動手段、
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自動車なのか徒歩なのかと、いろんな一緒に避難する人、気にかける人か、だから、どういった

人を連れていくかというのが書いてありますので、そういったものを、せっかくこういったのを

つくって、これを家で皆さん張られると思うんですけども、こういったマイ・タイムラインを防

災訓練とか、そういうところで使ってもらえればいいかと思いますので。 

 要するに通常訓練というか、記入したほうが、より実感が湧くかと思いますので、ただ、ハ

ザードマップを配って見てくださいと言っても、なかなか見ないと思いますので、そういった訓

練をできれば、より充実的な訓練になるかと思いますので、対応方よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 次の質問になりますけれども、防災・減災になりますが、災害時の情報収集についてお聞きし

ますけども、先ほど滋賀県の研修をお話ししましたが、その中においても、２１世紀は災害が複

合化、広域化するというようなことを言われました。要するに、同じ地域で一方は風水害があっ

たり、一方は土砂災害があったりすると。あと、そういったことが広域化するということ。そう

いったことが危惧されていくので言われましたけれども、その中におきまして、この前の新聞に

もありましたけれども、日向市が試験的に行った記事が掲載されておりました。要するに、消防

団のＳＮＳへの投稿による活用や、大規模災害を想定した同時多発の情報整理を図るためにＡＩ

を使った実験的な取り決めをしたということが書いてありますけども、町長の施政方針にもあり

ましたとおり、人口知能を搭載したコミュニケーション能力を持つロボットとかいろいろとうた

ってあって、今後も必要かと考えるということを言われておりますけれども、そういうことで、

町においても、こういったことが考えられないかどうかお聞きいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  災害時の情報収集とその整理についてＳＮＳ癩癩ソーシャル・ネッ

トワーク・サービスやＡＩ癩癩人工知能を活用できないかとの質問に対してお答えいたします。 

 災害時における正確な情報収集と整理、そして情報発信は大変重要度の高い事項でございます。

災害時におけるＳＮＳやインターネットメディアによる情報伝達は重要な手段でありますが、大

規模災害となると膨大な情報の整理において、情報の収集、伝達の錯誤による関連死が問題視さ

れたことを教訓に、正確な情報の分析と情報発信をＡＩの活用で、より防災・減災につなげる研

究や実証実験がなされている状況でございます。 

 ＡＩ活用による正確でよりスピード化された情報処理と伝達は、防災・減災の効果的な手段と

して大いに期待するものでありますが、そのシステムが研究段階であることから、システムの確

立と普及、定着の動向、または宮崎県の防災システムへの導入及び指導を仰ぎながらシステムの

導入の検討を進めていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 
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○議長（重久 邦仁君）  堀内義郎議員。 

○議員（７番 堀内 義郎君）  こういった情報発信で、ＳＮＳを利用している自治体というのが

どれくらいありますかというと、ほとんど自治体が８６％ぐらいですか、災害時に活用している

ということは言われております。 

 ＡＩについては、今後いろいろまた普及していくんじゃないかと思いますけども、要するに大

規模な災害が起きたときに、首長も対策本部長になるんですけども、限られた人数で対応してい

くのにも限界があるかと思います。 

 そういった機器とか、そういったことを活用しながら、より少ない職員とか、より正確な情報

を効率的に図れればいいかと思いますけども、こういう機器関連に対しては、要するに人の命が

かかっている場合がありますので、そういったことを勘案しながら、今後また検討してもらえれ

ばいいかと思います。 

 前回、私がＡＩ活用で税金滞納者について質問しましたが、このときは川崎市が始めたんです

けども、１００万都市ということがありまして、比べるものがないということがありましたけど、

今回のＡＩについては、例えば、業務の効率化とか費用対効果というか、そういったことについ

ても、町民の財産、生命や、そういったことが図れると思いますので、ぜひ検討していただいて、

活用していただければいいかと思っております。 

 次の質問になりますが、自転車活用促進についてお聞きいたします。 

 宮崎県自動車活用促進計画が策定されたんですけども、サイクリング・ツーリズム推進による

観光振興や健康づくりとしてシェアサイクリングの導入や、町内の景勝地、例えば、三股駅から

上米公園、長田峡などをめぐるルートを開設し、散策癩癩ポタリングと言うんですけれども癩癩

取り組めないかお聞きいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  宮崎県は、昨年９月に、自転車活用推進法と国が策定した自転

車活用推進計画を踏まえまして、経済的で環境に優しく健康にもよい自転車の活用を総合的かつ

計画的に推進するため、宮崎県自転車活用推進計画を策定しました。その主な内容としましては、

観光振興を目指したモデルルートの設定や整備、自転車通行空間の整備、交通安全教室の開催な

どがございます。 

 本町におきましては、電動アシスト付自転車の貸し出しをよかもんやで行っておりますが、利

用者は少なく、月に１人程度でございます。しかし、先ほども申し上げましたとおり自転車は観

光、環境に優しく、健康的で、車などとは違った視線での観光の楽しみ方もあるかと思います。 

 そこで、新たな観光資源の発掘も含めた実証実験の一つとしまして、先日２月２４日に、企画

商工課の職員と町民有志の方々数名とで、新矢立トンネルから早馬神社まで約１５キロを自転車
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で下ってみました。途中、椎八重公園や長田峡などの観光を楽しみまして、紫麓窯では陶芸体験

もしたところです。 

 このようにみずからの体験も生かしながら、モデルルートの設定や体験型観光の掘り起こしな

どについて模索してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内義郎議員。 

○議員（７番 堀内 義郎君）  今の課長の答弁でありましたように、県のほうが、この推進計画

の概要、たくさんあって、資料があってあるんですけども、策定しました。 

 それを見てみますと、これを町内においてどうか活用できないかなということで、今回上げた

んですけども、先ほど、よかもんやさんでシェア電動自転車を置いてあるということで、私もち

ょっとお話を聞きに行ったんですけども、なかなか利用がされていないということで、月に１人

ですか癩癩利用している人も決まった人ということで、どういった利用をされているんですかと

言ったら、駅からおりてちょっとした病院に行くとか、あるいはサテライトに行くとかして、ど

っちかというと利便性というか、個人的な事情で皆さん利用されていると思ったんですけども、

こういったことを、今度、県のほうが推進計画を上げていますので、先ほど答弁があったように、

観光振興や健康づくりとして、何かうまいことができないかということで提案させていただいた

ところでございます。 

 健康づくりということでありまして、スポーツも含めるかと思いますが、教育長は、いろいろ

自転車とか活用されていますから、もしよかったら何か所見とかありましたら。 

○議長（重久 邦仁君）  教育長。 

○教育長（石崎 敬三君）  教育長として、そして自転車愛好家の一人としてお答えさせていただ

きますけれども、自転車というのは走ることなどに比べて、足とか膝への負担も軽いということ

で、生涯スポーツという面でも今後ますます盛んになればいいなと考えているところです。 

 また、観光の面におきましては、三股町内、先ほど企画商工課長が挙げましたルートを初め、

町内各地、自転車で散走していくのに、回るのに本当にいいところだと思っています。 

 また、広域的には霧島とか志布志、鹿屋といった方面へも足を伸ばせますので、今後はそうい

った観光の面でも利用されるといいというふうに考えています。 

 ただ、そのためには、やはり安全に走れる環境といったようなものの整備も必要になってくる

と思います。そういったものが進む中で、例えば、長田地区であれば県道の整備等によって児童

生徒の通学の環境の改善とか、交通マナーの向上等にもつながっていけばいいなというふうに考

えております。 

 以上でございます。 
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○議長（重久 邦仁君）  堀内義郎議員。 

○議員（７番 堀内 義郎君）  ありがとうございました。 

 やはり、こういった走りやすい環境とか、そういった安全とか、それも含めて今後癩癩要する

に、三股町も医療費が高いとか、そういうことも言われておりますので、少しでも健康づくりと

か、そういう活性化へつながればいいかと思いますので、また検討方よろしくお願いいたします。 

 次のは最後の質問になりますけども、小鷺巣地区の宅地分譲についてですけども、何回か、以

前質問させていただきましたが、今回が最後になるかと思いますけども、今後の分譲戸数と販売

価格の予定についてはどうなのかお聞きいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  小鷺巣地区の宅地分譲につきましては、小鷺巣過疎対策委員会

から、小鷺巣の過疎対策を目的とした宅地分譲に関する要望がありまして、地元の方々と協議、

連携しながら場所の選定、地権者との交渉等について進めてきたところでございます。 

 現在の状況ですが、土地開発公社が主体となりまして造成工事を完了しており、来年度から分

譲を開始する予定でございます。 

 なお、分譲戸数は３区画を予定しておりまして、販売価格につきましては、用地購入費、造成

工事費などを経費、近隣の宅地価格などを参考にしながら土地開発公社で検討を重ねてきたとこ

ろでありまして、先日の理事会で決定をしておりますので、後ほど都市整備課長のほうから答弁

をさせていただきます。 

 今後、地元の方々とも話し合いをしながら、情報共有しながら販売促進に向けた広報活動等に

も取り組んでいく予定でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  福永都市整備課長。 

○都市整備課長（福永 朋宏君）  ただいま企画商工課長のほうからありましたように、三股町土

地開発公社、事務局は都市整備課にありますので、今週行いました理事会の決定事項を踏まえま

してご報告いたします。 

 小鷺巣地区宅地分譲ですが、３区画で、単価から申し上げますと、１区画目が１１７坪で２万

９,６６４円、２区画目が９３坪で２万９,９６４円、３区画目が１０６.８坪で２万７,５６５円。

この算出に当たりましては、整備事業費を地積、面積で割りまして単価を出し、そして、その単

価で積み上げたときに事業費を下回らないようにという計算のもとで行いました。このことにつ

いて、理事会で承認を得たところでございます。 

 今後の予定でございますが、年度が明けまして、４月２８日から５月２７日を申し込み期間と

いうふうに設定をしております。地元過疎対策委員会のほうからも早く宣伝をしたいというお声

等もあるところでございます。ぜひ議員の皆様におかれましても、何かお問い合わせがありまし
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たら、そのようにお伝えいただければというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内義郎議員。 

○議員（７番 堀内 義郎君）  完了して、来年度から３区画を販売するということで、単価につ

いても政策に見合った単価じゃないかなと思っていますけども、この地区については、今、周り

にたくさんの高畑地区を中心に家が建っていますので、どっちかというと先ほどありましたよう

に売れ残りのないような販売促進をしていって、地域の活性化につなげていければいいかと思っ

ています。 

 ようやく平成２６年に、この過疎対策委員会が発足して、ここまでこぎつけたということにつ

いて改めて感謝したいと思いますけれども、今後もよろしくお願いしながら質問を終わりたいと

思いますけど、今回は、防災、減災、国土強靱化、あるいは自転車の活用促進、小鷺巣の宅地分

譲について質問させていただきました。いろいろ検討しながら活性できるように進めていただけ

ればいいかと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（重久 邦仁君）  以上をもちまして、本日の一般質問は終了します。残りの質問は、あす

５日に行うことといたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（重久 邦仁君）  以上で本日の全日程を終了しましたので、これをもって本日の会議を散

会します。 

午後２時45分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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午前10時00分開議 

○議長（重久 邦仁君）  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議

を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。 

 日程に入る前に、ここで新型コロナウイルスに関する事項について、町長より報告があるそう

ですから、お願いします。 

 町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  昨日、宮崎市内の７０代の男性が新型コロナウイルスに感染したとの

発表を受けまして、本日９時２０分から第２回新型コロナウイルス対策本部会議を本庁のほうで

開催したところでございます。 

 まず、会議では平成２６年度策定しました新型インフルエンザ等対策行動計画にのっとりまし

て、県内発生早期ということで対応をとることを確認したということでございます。 

 その内容としましては、まずはマスクの着用、うがい、手洗い、咳エチケット等を勧奨をする

と。２番目も不要不急の外出の自粛を要請すると。３つ目に必要に応じ不要不急の集会や施設等

不特定多数の集まる活動の自主を要請する。４つ目に学校、保育園等の管理者に必要に応じ臨時

休業を行うよう要請する。５つ目に公共施設等において利用者間の接触の機会を減らすための措

置を講ずるように、各管理者に協力を要請すると。６つ目に事業所、福祉施設等の従業員や入所

者に対してマスクの着用、うがい、手洗いを勧奨をする。また、これは新型インフルエンザでご

ざいますけれども、の症状と症状が認められる従業員等の健康管理、受診を勧奨すると。これに

沿ったところの対応をとるということを、まず確認いたしました。 

 そこで、この内容に沿ったところで自治公民館、今から３月後半から４月にかけていろんな行

事等ございます。それで自治公民館については、自治公民館等の行事等の対応につきましては、

可能な限り自粛を要請するということを決定いたしました。 

 要請内容としましては、１番目に不特定多数の来場で感染リスクが高いものや高齢者、妊婦な

どが対象の行事等は中止または延期をお願いいたしますということです。２つ目は、参加者が特

定できる小規模な行事等を開催する場合は、消毒液やマスクの着用、部屋の換気など、感染症対

策を行ってくださいというようなことでありますが、特に書面で対応できるような会議などを主
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催者のほうで検討していただきまして、できるだけ長時間皆さんが濃厚接触できる、そういう環

境はつくらないということをお願いしたいというふうに思っております。この期間につきまして

は、今月いっぱいということで、あす公民館長会議がございますので、こちらのほうで協力要請

をお願いしたいというふうに考えておるところでございます。 

 その他宮崎市の感染状況、そのあたりの情報収集等もするということ。それからまた、きのう

も報告いたしましたけれども、放課後児童クラブ、これは昨日、一昨日が２００名弱、１９２名

ってお話しましたけれど、昨日も大体同じような状況でございました。 

 それから、学校のほうも検討されまして、卒業式そちらのほうは規模を縮小しまして来賓は呼

ばないということで、学校関係者３年生と保護者でしょうか。そのあたりで対応するというよう

なことになったようでございます。 

 それから、共有施設の中で学校関係の体育館等も閉館という形で取り扱っていますけれども、

それ以外の公共施設等については、まだこちらのほうでの発生がありませんので、現行どおり開

館と。そして、状況次第によってはまた閉館する検討いたしますけれども、現行、今のところ開

館するというようなことで取り扱いをいたしたいというふうに思います。 

 それから、上米公園の桜祭りですけれども、こちらについては特別イベントはいたしておりま

せんので、夜間照明だけの取り扱いでございますので開放ということが、ただし先ほどから言い

ますように、事情によってはこの公園の中止というようなこともございますけれども、一応現行

まま対応していくというようなことでございます。 

 それから、今現在の税金の申告等もやっているわけなんですけれども、これについてはやはり

次の段取り等を踏まえますと、３月中にどうしても税の申告等は必要性があるというようなこと

で、ただしやはり消毒液、マスクそういったもの等して気をつけながら対応していくということ

にいたしたいというふうに思います。 

 というようなことで、まだまだ昨日の発生でありましたので、行動自粛というふうな情報が入

っていますので、そのあたりを踏まえながら、今後の展開次第ではいろいろと変更があろうかと

思いますが、現状をふまえながらしっかりと情報収集して対応していきたいというふうに考えま

すので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  ほかに補足説明はありませんか。横田町民保健課長。 

○町民保健課長（横田 耕二君）  ただいま机のほうにお配りした資料を、ちょっと説明したいと

思います。 

 新型コロナウイルス感染症にご注意くださいということで、注意事項はそこに書いてございま

す。 
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 テレビでも報道されているように、風邪の症状や３７.５以上の発熱が４日以上続いている場

合、それから強いだるさ等がある場合は、保健所のほうにご相談ください。あくまでも相談は保

健所のほうにお願いしたいと思います。 

 その保健所への電話番号が、本町の場合は都城保健所でして、電話番号は２３の４５０４です。

これは、平日の開庁時間に限られております。それから土日等の閉庁時間については、米印の

２つ目、上記以外の時間についてということで、専用回線が０９８５４４の２６０３にお願いし

ますということで書いてございます。 

 以下、裏のページは新聞報道等でも報道されている内容が詳しく書いてございますので、ご確

認ください。 

 それから、今般の報道で宮崎市という名前で報道されました。でも、宮崎市には市の保健所が

ございます。市の保健所があるんで病院から市の保健所のほうへ連絡が行って、市が宮崎市とい

う名前づけで発表した部分もございますけども、本町の場合は県が町の保健所がございませんの

で、県の保健所がございます。都城保健所が相談窓口に今なっているんですけども、発表される

ときには西ブロックという形で、都城保健所とそれから小林保健所のほう２カ所の管轄部分で西

ブロックという表現で報道されるそうです。けさの確認ではそういうことでございました。これ

から先、また状況によっては、その報道の仕方も変わるかもしれませんけども、そういうことで

ご了解いただきたいと思います。 

 以上です。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．一般質問 

○議長（重久 邦仁君）  日程第１、一般質問を行います。 

 昨日に引き続き、質問をお願いします。 

 発言については、申し合わせ事項を遵守して発言してください。 

 発言順位５番、池邉議員。 

〔６番 池邉 美紀君 登壇〕 

○議員（６番 池邉 美紀君）  おはようございます。 

 通告に従いまして、まず第五地区公民館と消防詰所の移転について伺います。 

 移転の進捗状況と今後の計画についてお尋ねいたします。 

 続きは、質問席から行います。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  第五地区公民館と消防詰所の移転についてという、この進捗状況につ
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いて次のとおりお答えいたします。 

 令和元年度、今年でございますが、今年度ですが、移転先となる用地の確保を図るため、長田

小学校西側の建物を含む用地約２,７００平米の取得にかかわる売買契約を債務負担行為により、

令和元年１１月１日に締結いたしました。今後の計画としましては、令和２年度は用地取得、施

設の実施設計、地質調査、解体造成工事を計画しており、総額２,４９５万３,０００円を予算と

して計上しているところであります。そして、令和３年度は工事に着手し、年度内竣工を計画し

ているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  池邉議員。 

○議員（６番 池邉 美紀君）  令和３年に工事を着手して、年度内に完成というふうなことでよ

かったですね。 

 続きまして、２番の質問になりますけれども、公民館及び避難所としての機能を有するもの、

また消防第五地区の詰所として機能も移転の対象となるわけですけれども、その機能以外にどの

ようなものを考えているか、お尋ねいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  公民館及び避難所としての機能以外の機能についてということの考

え方について、お答えしたいと思います。 

 移設する施設につきましては、現行の施設機能をさらに充実させ、新たな五地区の防災拠点の

施設として整備するものでございますけれども、長田地区の生活環境や長田小学校に隣接してい

ること等を鑑み、日常的なコミュニティや福祉事業等多目的利用の機能を有する施設とすること

で、地域のさらなる活性化につなげたいと考えております。 

 また、その運用にあっては地区の方々や役場関係部署と協議しながら進めてまいりたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  池邉議員。 

○議員（６番 池邉 美紀君）  以前お話があったと思いますけれども、放課後児童クラブという

ものもそちらのほうにというようなことも言われておりましたが、そのあたりはいかがでしょう。

確認です。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  今、池邉議員がおっしゃったとおり、放課後児童クラブの事業とし

ても活用を考えているところでございます。 

○議長（重久 邦仁君）  池邉議員。 
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○議員（６番 池邉 美紀君）  それ以外にオンデマンド交通、デマンド型交通とも言われますけ

れども、そういう小回りのきく交通形態の検討もされているように聞いておりますけれども、そ

のあたりはどのような状況になっておるでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  地域公共交通ですね、オンデマンド、デマンド交通ということの方

向性については検討を進めて、検討に入っているというようなところでございますけれども、た

だこの施設のあり方については、まだ具体的には話が進んでいない状況でありますけれども、や

はりこういった立派な施設ができますので、そういったあたりも考えながら、オンデマンド、デ

マンド交通のあり方を考えていきたいというふうに考えております。 

○議長（重久 邦仁君）  池邉議員。 

○議員（６番 池邉 美紀君）  ぜひあの場所、結構広いスペースがございますし、これからの過

疎化の高齢化社会のモデルとして、国土交通省のホームページを見るとたくさんの事例が出てお

ります。成功事例、失敗事例等も出てきておりまして、そういったものをちょっと目を通してみ

ますと、長田地区に関していうと人口規模、また広さと全然あうのかなと、成功事例に本当に近

いなというふうに思ったところでございます。 

 高齢者の交通弱者の生活を守るためにも、ぜひああいったところを活用していただきまして、

こちら前向きに検討していただきたいというふうに期待を込めてお願いしたいというふうに思い

ます。よろしくお願いします。 

 続きまして、次に三股町の教育についてお尋ねをいたします。 

 まず、小規模特認校の推移と今後の方向性についてお尋ねいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  教育長。 

○教育長（石崎 敬三君）  お答えいたします。 

 まず、小規模特認校制度でございますけれども、これは本来通学区域は住所により決められて

おり、住所に基づいて指定される学校へ就学することとされておりますが、この小規模特認校制

度は、小規模校として指定されている学校区域以外地域からであれば就学できる。つまり今３校、

宮村、長田、梶山が小規模特認校となっておりますが、三股小、勝岡小、三股西小の校区からそ

れぞれ特認校に就学できるというものでございます。 

 本町における小規模特認校制度は、平成１８年度に長田小学校を特認校と指定し、平成２６年

度までを試行期間としておりました。その間の特認校制度利用児童数は、延べ３２名でございま

す。しかしながら、小規模特認校制度を利用する児童数は伸び悩みの状態であり、あわせて三股

西小学校区の児童数の増加と教室不足の問題が生じてきたことから、平成２５年度から２６年度

にかけて通学区域審議会を開催し、学校区の見直しを行ったところです。その際、これまでの長
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田小学校に梶山小学校、宮村小学校を加えた３校を小規模特認校として指定し、平成２７年度か

ら本格実施したところでございます。 

 平成２７年度の開始時には、３校で３名が特認校制度利用をしておりましたけれども、平成

２９年度に梶山小学校及び長田小学校の特認校利用児童の登下校の手段としてスクールバスを導

入したこともあり、徐々に利用児童数は増加に転じました。今年度は、長田小学校９名、梶山小

学校２７名、宮村小学校１２名、合計４８名となりました。このため、今年度はスクールバス

１台を増やしまして、２台を運行しているところでございます。 

 なお、令和２年度につきましては、長田小学校２１名、梶山小学校３０名、宮村小学校１４名、

合計６５名が特認校利用の児童となる予定でございます。 

 今後の方向性についてですが、特に長田小学校及び梶山小学校におきましては、地元の児童数

の増加がなかなか見込めない状況にあることから、さらに特認校制度利用を希望される児童及び

保護者をふやしていく必要があると強く感じているところでございます。そのためには、各校の

特色ある教育活動を充実させること、さらにそれらをＰＲしていくことはもちろんですが、地元

住民の皆さんのご理解とご協力が何より重要であります。 

 町教育委員会といたしましては、長田地区では既に２月１８日に開催させていただきましたけ

れども、地元説明会を開催するなどして小規模特認校制度へのご理解をいただきながら、地域、

学校、行政が一体となった取り組みの充実を図っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  池邉議員。 

○議員（６番 池邉 美紀君）  ちょっと確認ですけれども、長田小学校の来年度のスタートの全

校生徒を教えてください。 

○議長（重久 邦仁君）  教育長。 

○教育長（石崎 敬三君）  今のところ４９名の予定でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  池邉議員。 

○議員（６番 池邉 美紀君）  以前、長田小学校は１８名という時期もあったんですね。それか

らいうと４９名、本当にすばらしいＶ字回復を今回達成できたなというふうに思っております。 

 それも長田小学校のＰＴＡ、それから先生方、もちろん教育課、教育委員会というのが昨年

４月から危機感を持っていろんな活動をやってくださった、そういう小規模特認校のすばらしさ

というものを周知できたあらわれではないかなというふうに思っております。 

 でも、このＶ字回復を維持するためには、今後何が必要なんだろうかなというふうに考えると

ころでありますけれども、そのあたりは担当課としてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  教育長。 
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○教育長（石崎 敬三君）  まず重要なのは、特に長田小学校の場合は通学の便をどう確保してい

くかというところが、一つ重要なところであると思います。今年度は、小規模特認校のオープン

スクールを実施いたしましたけれども、長田小は単独で実施いたしました。やはり、長田小、梶

山小と同じ、同時にオープンスクールを開催しますと、保護者の皆さんはどうしても近いほうが

いいというような感じを持たれるというところであります。本来の学校のよさよりも、やはり利

便性のほうを重視されるという点もございました。 

 あと重要なのは、やはりそれぞれの学校で学校の特色を生かしながら、児童生徒がしっかり学

べるようにしていくということだと考えております。そのため、今年度長田小学校、梶山小学校

には児童一人一人に学習用のタブレットパソコンを配備したりと、そういった工夫をしていると

ころでございます。 

○議長（重久 邦仁君）  池邉議員。 

○議員（６番 池邉 美紀君）  長田小学校の教室を見ると、ほかの小学校と比べてちょっと狭い

んですね。適正なクラスの人数をどれくらいに想定されているのか、そして最大のクラスの人数

というのはどれぐらいが想定できるのかということをお尋ねいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  教育長。 

○教育長（石崎 敬三君）  確かに、長田小学校の教室は現在の基準からすると、ちょっと狭いつ

くりになっています。令和２年度、来年度は１年生が特認校制度利用児童、あと地元の児童を合

わせて１５名となりますが、やはり１５程度が上限かなというふうに考えております。 

○議長（重久 邦仁君）  池邉議員。 

○議員（６番 池邉 美紀君）  ありがとうございます。１５名として見たときに、今後、今年度

と同様に周知がうまくいったと仮定したときに、募集定員をどこかで決めなければならない、定

員を決めなければならない時期がくるというふうに思うんです。 

 というのは、バスというふうなものがあるというふうなことを考えたときに、現在２台ですの

で、そのあたりとどのように考えているのか、希望者がふえていけばバスをまた導入する予定と

いうことも考えられるのかというようなことを、ちょっとお尋ねしたいというふうに思います。 

○議長（重久 邦仁君）  教育長。 

○教育長（石崎 敬三君）  確かに、マックスでいくと各学年１５名として９０名になるわけです。

今スクールバスは２台でございます。ただ、昨年４月の入学者、新入学者は１年生が残念ながら

地元の２名でございました。まだ当分調整する余地はあると考えています。ただ、当面の方針と

いたしましては、スクールバスは２台での運行ということで考えております。 

○議長（重久 邦仁君）  池邉議員。 

○議員（６番 池邉 美紀君）  ２台ということは、どこかでやっぱり人数の制限というのが出て
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くるんだということは、理解しておかなければならないというふうなことですね。承知いたしま

した。 

 それで、２つ目に移ってまいります。小中学校の今後の取り組みとして、個々の特性を把握し

つつエビデンスに基づいた指導をどのように進めていくのかということを、お尋ねいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  教育長。 

○教育長（石崎 敬三君）  小中学校における指導でございますけれども、今般学習指導要領が改

定されまして、令和２年度から小学校で、翌令和３年度から中学校で完全実施となります。これ

にあわせて、各学校が編成する教育課程も実施されることになります。 

 新学習指導要領では、確かな学力など生きる力とともに、新しい時代を生きる児童生徒に必要

な資質、能力の育成を目指しています。また、今回の学習指導要領の改定では、何を学ぶかに加

え、どのように学ぶかも重視し、主体的、対話的で深い学びの視点からの事業改善を行うことが

示されています。 

 この事業改善においては、児童生徒の学力の実態を正確に把握し、実態に即した手だてを適切

に行うことが何よりも重要だと考えております。学力の実態とは知識量など、数値で測定しやす

い側面の学力だけではなく、児童生徒の内面にかかわる学力、具体的に申しますと学習に対する

意欲やコミュニケーション力、思考力、表現力、文書読解力といったいわゆる見えない学力とい

われているものの側面からも捉え、授業改善の手だてを講じることが重要でございます。 

 これまでも、学校現場においてはそれぞれの先生方が指導の改善の努力をされてきたわけです

けれども、なかなかそれが直接的な数字であらわれることがないというのが、この指導力の改善

の難しさを示していると思います。これまでは、ある程度の期間での児童生徒の観察、あるいは

先生方が長年の経験に培ってこられたもので、その児童理解をされてきたというのが状況だと考

えております。 

 そこで、町教育委員会といたしましては、科学的根拠、いわゆるエビデンスに基づく児童生徒

理解と指導の個別化、指導の個性化を実施したいと考えております。 

 この具体的な取り組みとしましては、言語能力、思考力、記憶力といった５つの認知能力をは

かる検査や、特殊力診断検査、あと日常的な指導の手だてとしまして、読みの力とか見る力を高

める教材等を導入したいと考えております。これらの検査や教材等を用いることにより、期待で

きる効果としましては児童生徒のつまずきや支援、配慮を必要としている児童生徒を早期に把握

できるとともに、必要な手だてを講じる一助となります。 

 このような科学的根拠に基づく児童生徒理解を行ったうえで、ＰＤＣＡサイクルに基づく指導

改善をしていくことで、小学校から中学校段階へ進学する過程で起こり得る、いわゆる中一ギャ

ップを防ぐことができるものと期待しております。 
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 これらの具体策につきましては、小規模小学校３校、中規模小学校１校、そして中学校で先行

実施し、その効果等を検証しながら、全庁的な取り組みとして展開してまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  池邉議員。 

○議員（６番 池邉 美紀君）  非常に新しい取り組みで、期待を持てるなというふうに思いまし

た。 

 一つの指標としては、私たちはやはり全国一斉学力テストが数字としてわかりやすい出るもの

ですから、それに捉われがちなところもあるんですけれども、やはり学力のつまずいたところの

早期発見とか、そういったものを現場現場で行っていただきたいというふうに思います。 

 石崎教育長のリーダーシップのもと新しい取り組みをしっかりやっていただけることを期待し

ておりますし、やっぱりこれ文教の町として優秀な人材が輩出できるようなそういう教育という

ものを、常に目指しているとは思うんですけれども、これまで以上に目指していただきまして、

そこは頑張っていただきたいというふうに思います。 

 小規模特認校、それから今の教育についてお尋ねしましたけれども、町長のほうから一言よろ

しくお願いします。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  教育についてにおいては、総合教育会議ということで、行政とやはり

教育委員会が連携をとりながら、そして教育委員会が目指すところの財政的なバックアップ等も、

行政として手当しながらやっていこうということで、常に連携をとっておりますので、小規模特

認校の制度の継続そしてまた充実、それからまたいわゆる学力の向上、そういうのにも町として

の魅力の発信の一つになりますので、積極的に取り組んでいきたいというふうに考えています。 

○議長（重久 邦仁君）  池邉議員。 

○議員（６番 池邉 美紀君）  学校がなくなってしまうと、やはり地域の衰退につながるという

ことは、どこの地域も同じだというふうに思っておりまして、小規模特認校ということでスクー

ルバスを通じて今回人数が、入学者がふえたということは地域としても本当にうれしく思ってい

るところでございます。これを、Ｖ字回復にとどめずに、これをまたもう一歩進めるような形で

伸ばしていただきたい。そして、教育の面でも新しい方向性としてやられるようですので、そう

いったものも期待しつつ、ますます子供たちが学力が伸びるように、そしてよい人材が輩出でき

るように頑張っていただきたいというふうに思います。 

 次に移ります。昨夜私、これ最終の文書をつくっていたら第一報が入りまして、慌ててまた練

り直しというか、新しいベースに入ったので、これまでの質問とはちょっと違う一般質問にしな



- 89 - 

いというふうに思ったところでありました。私が、この質問をしようと思って考えたのが、先月

の２月１４日でした。この時点では、まだ中国からのチャーター便が３便到着した段階でありま

して、日本国内のＰＣＲ検査で合計３３名の陽性が出たころ、それはその帰国者とクルーズ船を

除く数ですけれども、そして豪華客船のダイヤモンドプリンセスのニュースが、これ連日流れて

いるという、そういった段階でありました。 

 そのときには、まだ九州での感染もなかったわけですけれども、私が気になっていたのは１月

１８日にタクシーの運転手が屋形船で新年会を行ったというだけで、たったそれだけで１名から

１２名に広がった、この感染力のすごさということを考えると、必ず日本全国に広がるような感

じになるだろうなというふうに思いましたし、またそういった専門家の報道も出ておりました。 

 先日も大阪のライブハウスで、１人の患者が行っただけで１４名発生している。やはり今クラ

スター、クラスターと言いますけれども、瞬間的には広がる感染力の強さというのはやっぱり危

機感を持って対処しなければならないんだなというようなことを考えたところでした。 

 そして、本日の宮日新聞で発表がありましたけれども、国内事例、チャーター便、クルーズ船

を除くと３１５名、そして死者が６名、全て合わせすると１,０００名を超える、１,０３５名と

いうふうな数が出ております。死亡者１２名、チャーター便とクルーズ船を除くとまだ３００人

台でおさまっているというふうな状況もあるんですけれども、潜在的な患者数がどこまでふえて

いるのかは、これまだ本当にわからないというふうに言われています。 

 一方、年に３,０００人も亡くなるインフルエンザがあるんですけれども、こちらは若い人も

高熱になって、症状が顕著にあらわれるので、やはり皆さんが注意する。しかし、この新型コロ

ナウイルスに関しては若い人の症状は比較的軽いということで、若い人が、スプレッダーといい

ますけれども、流行をする張本人になってしまうという、まき散らしてしまうというのが厄介な

ところだというふう言われております。 

 新型ということで、人にまだ抗体がない。コロナウイルスというのは流行性の風邪で、よく私

たちが風邪だと思っているのがコロナウイルスだったりするわけですけれども、それが新型コロ

ナということで人に抗体がないと、それが流行してしまうというようなことが、今回の事例であ

りますけれども、これを踏まえた上で質問いたします。 

 いよいよ宮崎県で感染者が出たわけで、三股町で感染が確認された場合、行政としてどのよう

に対策を講じるのか、今もう起こってもおかしくない状況になっておりますので、これまでより

も一段階も二段階も引き上げた流行防止対策を考えていかなければならないというふうに思って

おりますので、お答えいただきたいというふうに思います。 

○議長（重久 邦仁君）  横田町民保健課長。 

○町民保健課長（横田 耕二君）  三股町で感染が確認された場合に、行政としてどのような対策
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を講じるのかについてお答えしたいと思います。 

 新型コロナウイルスの感染方法については、現時点では飛沫感染と接触感染の２つが考えられ

ています。 

 つまり、感染者のくしゃみ等と一緒にウイルスが放出され、口や鼻から吸い込んだり、感染者

がくしゃみ等で手を抑えた後に、その手でほかのものに触れるとウイルスが付着して、ほかのも

のがそのウイルスに触るとウイルスが手に付着して、その手で口や鼻を触って粘膜から感染しま

す。重症化すると肺炎になる症例もあるので、注意が必要です。特に高齢の人や基礎疾患、糖尿

病とか心不全とかのある人には重症化しやすいと言われています。 

 次に、新型コロナウイルスの検査までの過程についてを説明したいと思います。 

 例えば、風邪の症状や３７.５度以上の熱が４日以上続いている場合、強い倦怠感や苦しさが

ある場合などには、まず保健所に相談をします。保健所は、相談者からの状況を聞き取ります。

聞き取った状況によって、保健所が検査を必要と判断すれば、検体を採取し、検査を行います。

と同時に、今も行われていますように渡航履歴調査や入院勧告が行われていきます。 

 一方、検査の必要がないと判断されれば、かかりつけの病院に行くように指導されているよう

です。その結果、肺炎の疑いがあると診断されれば、その情報はまた保健所のほうにつなげられ

ていくようになっております。検査の結果が陽性であった場合は、県によって先ほど申しました

ように、その内容が報告されます。このような流れにおいて、仮に県が陽性患者が発生したと発

表した場合にも、町は関係機関と協力しながら平成２７年３月に制定されました三股町新型イン

フルエンザ等行動計画に基づいて、速やかに行動をしていきます。 

 しかしながら、今回の新型コロナウイルスについては現時点では空気感染による特徴的な現象

は認められていないので、テレビ等でも報道されているように、町としてはまず相談窓口が保健

所になっていること、それから季節性のインフルエンザと同じようにアルコール等による消毒、

飛沫感染を予防するためのマスクの着用、それから不要不急の外出の自粛などの予防対策をお願

いすることになると考えております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  池邉議員。 

○議員（６番 池邉 美紀君）  先ほど説明したように、やはり今回の新型コロナウイルスに関し

ては、感染力が非常に強いというふうなことを考えますと、先ほど町長の説明でありましたけれ

ども、私は図書館も心配だなというふうに思っているところです。県のほうはもう、図書館も同

じ市内というようなことで、休館が決定されたというふうに聞いておりますが、やっぱり外から、

町外から来られることも考えると、ああいう閉鎖的な空間、そして感染力のことを考えると図書

館はどうかなというふうに私は考えるところですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。 
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○議長（重久 邦仁君）  教育長。 

○教育長（石崎 敬三君）  図書館につきましては、現在、長時間での滞留を抑えるために、学習

室それから閲覧席の一部、そして視聴覚コーナーなどを閉鎖しているところでございます。 

 報道等を見ますと、やはり図書館というのは密閉された空間でありますので、感染の危険性は

比較的高いということでございますので、例えば町内あるいは近隣で感染者が出たということに

なると、閉鎖も含めて検討したいと考えております。 

○議長（重久 邦仁君）  池邉議員。 

○議員（６番 池邉 美紀君）  といいますのは、高齢者もやっぱり利用するんですね。若い人だ

けなら私は、いいというわけではないですけれども、元気でそんなに症状はでないかというふう

に思いますけれども、ことやっぱり高齢者にうつったときに症状が重くてというようなことを考

えると、そのあたりは大変危惧をするところであります。そのあたりのことは、しっかりと対策

を行って、やはり三股町内で出ても死亡者が出ないような形というのが最善かなというふうに思

いますので、それは対策をしていただきたいというふうに思います。 

 また高齢者、それから障害者等に関しても、やはり新型コロナにかかれば重篤化するおそれが

非常に高くなるというふうに言われておりますので、そのあたりは対策はどういうふうに考えら

れていますでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  川野高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（川野  浩君）  高齢者支援課では、コロナウイルス対策としまして高齢者へ

の窓口対応につきましては、職員に全員マスクの着用、そしてカウンターのアルコール消毒等を

行っております。 

 また、介護支援専門員、認定調査員など、高齢者のおたくを訪問して話をする職員につきまし

ては、手の消毒、マスクの着用を義務づけておりますが、なるべく電話や施設等の聞き取り等で

事を済ませるということで指導をしております。 

 それから、介護施設等につきましては、厚生労働省から発令された新型コロナウイルス感染症

への対応について、県から直接、各施設へ文書が送信されているところでございます。また、高

齢者支援課からも地域密着型施設、そして居宅介護支援事業所に文書を発送し、注意喚起を求め

ております。 

 具体的には、職員に対しては職員同士、それから面会者、業者などさまざまな接触を考慮し、

マスクの着用、咳エチケットや手洗い、アルコール消毒の徹底、面会の制限、親族等による面会

の制限、または３７.５度以上の熱がある場合は出勤せずに自宅待機を行うなどの通知を行って

います。 

 また、基本的な知識の共有を行うため、高齢者介護施設における感染対策マニュアルの参照を
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呼びかけております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  齊藤福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  障害者施設に関してなんですけれども、高齢者の対応と一緒になり

ます。職員に対してはマスクの着用、カウンターのアルコール消毒等は毎日行っております。施

設に対しても、注意喚起を担当の係から施設に対して行っております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  池邉議員。 

○議員（６番 池邉 美紀君）  特に障害を持たれている方に、やはり外出を控えるようにとか、

そういった周知というのは理解をしていただけるように伝えていかなければならないというふう

に思いますので、そちらのほうを徹底していただきたいというふうに思います。 

 以前、そのニュースになっていたマーズとかサーズとは、致死率というのは各段に違うわけで

すけれども、とはいえ感染力というようなことを考えると、行政としてもしっかり対応をしてい

かなければいけないというふうに思います。 

 よく話題になるのが、パチンコ店なんかどうなんだというふうなことがあります。三股町にも

あるわけで、町外からもたくさん来られている状況を考えると、ああいったところあたりも何も

しないわけではなくて、やはりどういった対策をしているんですか等のお尋ねはやっぱりすべき

ではないかというふうに思いますけども、そのあたりはいかがでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  今のおっしゃるとおり、非常に遊技場、長時間滞留・滞在する時間

が多い場所だと思っています。それに関して、現時点ではこちらのほうからそういった確認はし

ていない状況でありますので、早速、そういった遊技場等も含めて確認、どういった対策をとら

れているのか、確認はさせていただきたいと思います。 

○議長（重久 邦仁君）  池邉議員。 

○議員（６番 池邉 美紀君）  それから、宮崎県で出たということで、今後経済状況においても

かなり深刻なダメージが予想されるわけですけれども、新型コロナウイルスが沈静化した後もや

はりこれは続くことを考えると、経済対策あたりもやはり町としても何らか考えていかなければ

ならないんではないかなというふうに思いますけれども、そのあたりはいかがでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  町独自でのそういった、の損失といいますか売上が落ち込んだ

ところに対しての補痾というのは考えておりませんけれども、この新型コロナウイルスの影響を

受けて、売上等が著しく落ち込んだという中小企業に対しての運営資金等の有利な金利での融資
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が受けられるという制度、セーフティネット保障４号という指定を県のほうが先日３月２日に受

けておりますので、またこちらのほうの相談窓口というのが町のほうになっております。 

 ですから、そういった経営の相談であったり、この融資を受けるための申請のサポートという

点につきましては、積極的にかかわっていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  池邉議員。 

○議員（６番 池邉 美紀君）  セーフティネット貸付の４号５号の話だと思いますけれども、そ

れに関しては国から出て１００％保障して出してくれると、貸付に協力するというなことが出て

いるようでございますけれども、町独自としては別に今のところは考えてない、検討する余地も

ないということでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  現在のところは、町独自のそういった補痾というか、そういっ

た金銭的な補痾というのは考えてないところでございます。 

○議長（重久 邦仁君）  池邉議員。 

○議員（６番 池邉 美紀君）  ぜひ大きなダメージを負うことも考えられますので、そういった

ところがもし出てくるようであればその都度やっぱり対応を検討していただきたいというふうに

思います。 

 それでは最後に、町長として町民に対して安心を与えるようなメッセージを、もし町で出た場

合は必ずそういうふうなことを発せられるというふうに思いますけれども、そのあたりは町長は

現在どのようにお考えでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  現在宮崎で発生したわけなんですけれども、国のほうでも非常事態宣

言含めていろいろと検討されてるみたいです。また、この新型インフルエンザの特措法の改正等

も視野に入れながらいろんな施策を打ち出すと。 

 先ほどありましたような経済対策等、そういうものを十分情報は把握しまして、本町としても

積極的に情報を流しながら、そしてまた対応していきたいなと。町民の皆さんには、やはり自分

の命は自分で守ると、まずはそういうところからこの不要な外出、不要なところにはそういう人

の集まるところにはできるだけ控えるというな自己防衛の取り組み、そしてまたこのいつまで続

くかわかりませんけれども、しっかりと健康管理に努めていただいて、そしてこれからいろんな

イベント等もございますが、そういうものをどうするかというところも一緒になって、地域の自

治公民館とも検討しながら進めていきたいと、安心・安全与えるようなそういう情報提供をホー

ムページと回覧等で流しながら、そして一緒になって行動していくというなことで取り組んでい
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きたいと思います。 

○議長（重久 邦仁君）  池邉議員。 

○議員（６番 池邉 美紀君）  以上で一般質問終わります。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（重久 邦仁君）  これより１１時００分まで本会議を休憩します。 

午前10時49分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時00分再開 

○議長（重久 邦仁君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 発言順位６番、田中議員。 

〔１番 田中 光子君 登壇〕 

○議員（１番 田中 光子君）  皆様、こんにちは。質問順位６番、田中光子です。よろしくお願

いいたします。通告に従って行わさせていただきます。 

 質問事項１、防災対策について、質問事項２、発達障害の早期発見早期療育について。 

 まず質問事項１について。 

 近年、地球温暖化の影響により、世界各地で頻発する異常気象の被害が深刻化しています。温

暖化が進めば、今世紀末日本近辺に接近する台風の移動速度は約１０％遅くなり、被害の甚大化

が懸念されるといわれています。気候変動に対する危機感を受け、日本でも気候非常事態宣言の

決議を目指しています。国を初め、地方自治体や企業、個人レベルの対応も加速し、大きな潮流

となっております。 

 そこで質問１、防災活動の取り組みはどのようにされているのでしょうか。 

 後は質問席にて行わさせていただきます。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  防災対策について、本町が取り組んでいる防災活動事業及び計画につ

いてご紹介させていただきます。 

 ソフト面においては、防災士の育成、それから自主防災組織の育成と簡易な防災器具機材の整

備、そして災害備蓄品の常備管理、続きまして消防団活動及消防器具機材の整備、そしてこの前

先般ご紹介いたしました新たなハザードマップの作成と住民への周知、そして防災会議による実

情に即した地域防災計画の見直し、土砂災害危険箇所を有する地区の定期的な避難訓練の実施、

それから防災情報伝達手段の整備、そして最後に復旧支援に関する協定の締結などを行っている

ところでございます。 
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 ハード面においては、令和元年度に第６部消防詰め所を避難所とする第６地区分館敷地内に新

たに移設することで、地区防災機能がさらに発揮されるよう整備を進めており、今月の中旬ごろ

に完成予定でございます。 

 また、第５地区においては第５部消防詰所と第５地区公民館が土砂災害警戒区域内にあること

から、長田小学校西側へ先進的で複合的な機能を持ち合わせた防災拠点施設としての移設整備を

令和３年度竣工とする計画で進めてまいります。 

 以上、回答とさせていただきます。 

○議長（重久 邦仁君）  田中議員。 

○議員（１番 田中 光子君）  平成２７年８月に策定された第５次国土利用計画全国計画では、

本格的な人口減少社会、超高齢化社会を迎えた今、国土を適切に管理し荒廃を防ぐこと、開発圧

力が低減する機会を捉え、自然環境の再生活用や災害に対する安全な国土、土地利用の推進等を

図ることによって、安全で豊かな国土を実現することが重要な課題であるという認識のもとで、

一つ、適切な国土管理を実現する国土利用、一つ、自然環境と美しい景観等を保全、再生、活用

する国土利用、一つ、安全安心を実現する国土利用が基本方針として上げられています。 

 持続可能な国土管理の実現には、国、都道府県、市町村という公的主体や土地所有者のみなら

ず住民一人一人がさまざまな形で、地域づくり、まちづくりにかかわっていくことが不可欠です

が、とりわけ地域が抱える多様な課題に直に向き合いながら、住民等との協働による地域づくり、

まちづくりを先導する町の果たす役割は極めて大きいものと考えます。 

 そこで質問２、大雨時増水するところの把握はされているのでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  福永都市整備課長。 

○都市整備課長（福永 朋宏君）  大雨時増水するところの把握についてお答え申し上げます。 

 大雨時増水するところにつきましては、大きな地図に落としまして、いつでも広げて確認でき

るようにしてあります。 

○議長（重久 邦仁君）  田中議員。 

○議員（１番 田中 光子君）  きのうもハザードマップ等いただいたわけなんですけれども、こ

こに載ってないところというところがあると思うんですよね。三股町の第４次国土利用計画の中

で、町民が不安を感じていることの項目に、台風時に道路に水が溢れて通りにくいところがある

とか、大雨時増水するところがある、排水対策をしているはずだが少々不安などと上げられてい

ました。 

 昨年、幾度も通学路が川のようになって危険ですと見守り隊の方から連絡をもらいました。低

学年の児童は雨靴をはいていても水が入るぐらいでした。またある婦人は、大雨で側溝と道との

境目がわからず側溝に落ちてしまいましたと言われていました。 
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 幾度か排水整備の要望を提出させていただきましたが、調査していただいた結果は側溝の容量

を雨量がオーバーしているのでしょうとのことでした。近年の６月から９月の雨量を調べたとこ

ろ、降水量は余り変わっていないのですが、集中豪雨となるので容量をオーバーするのではない

でしょうか。 

 そこで質問３、これからの排水対策はどのように考えられていますか。 

○議長（重久 邦仁君）  福永都市整備課長。 

○都市整備課長（福永 朋宏君）  排水対策はどのように考えていられるのかという質問にお答え

いたします。 

 まず、先ほど申しました地図に落としてある冠水する場所というのがございます。台風等が近

づくのが確認できたときに、施設整備係、施設管理係のほうで必ず打ち合わせを行いまして、事

前に冠水注意等の看板を立てるという作業を実務としては行っております。 

 あと、大雨時増水するところで大きな改良ということで、町で予定してるとこがございます。

現在、前目工業地域及び蓼池の大原地区で実施中でございます。終了後は花見原地区、稗田地区、

植木地区で排水対策を進めていく計画であります。 

 その他の箇所については、自治公民館要望を情報ストックしまして、必要な個所から予算の範

囲内で側溝工事等を実施しております。情報提供により、緊急性があると判断した場合には、年

度当初の予定箇所より先に実施する箇所もございます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  田中議員。 

○議員（１番 田中 光子君）  ありがとうございます。確かに要望があったのは稗田地区、植木

地区、私が住んでいる近辺なんですけれども、確かに県道にはなるんですけれども、西植木地区

交差点ですかね五叉路のとこ、あそこは必ずつかりますね。 

 それから、東高校を西に向かって押しボタン信号がありますね。あれを稗田橋のほうに入る道

で通学路となってるんですけれども、あそこが川のようになるていう要望がありましたので、よ

ろしくお願いします。 

 平成３１年３月に発行された三股町住生活基本計画、この部分ですね。これにも基本理念にず

っと住みたい町三股とあります。住み続けたい、安全で安心な快適なまちづくりの実現のため、

これから１０年５０年、もっと先を見据えて排水の整備をしっかり考えていただけないでしょう

か。町長にお伺いいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  排水対策ですね、最近のこの雨は言われるとおり集中的に豪雨的に降

りますので、冠水というのがあちこちで見受けられます。しかし、しばらくすると一定の水量は
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はけますので、そういう意味合いでは全てのそういう冠水するところを完全にシャットアウトす

るということはちょっと難しいのじゃないのかなというふうに思います。でも、できるだけ今の

側溝の改良をしたりしながら、取り組みはさせていただきたいと思います。 

 それと、先ほど言われました県道の部分ですけれども、これについて土木事務所のほうでも話

し合わさせていただいておりますし、そしてまた都城市との関連もございます。水は上から下の

ほうに流れますので、そういうイメージは三者で、土木事務所、都城市、三股、どういう対策が

できるのか、どういう対応をしたらこの冠水が解消されるのか、そのあたりは継続しながら協議

中でございます。 

 言われるように、排水対策は重要なことでございますんで、その辺でしっかりと対応はしてい

きたいというふうに思ってます。 

○議長（重久 邦仁君）  田中議員。 

○議員（１番 田中 光子君）  １９年度の補正予算として、この雨量の大雨での排水処理ができ

ない、雨水の側溝などから溢れる、町が浸水する内水氾濫の被害を防ぐため、排水設備を全国で

新たに整備するほか、既存の施設の補修や改善も支援しますていう補正予算も出てますので、ぜ

ひよろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、質問事項２の発達障害の早期発見、早期療育についてですが、皆さんはどの程度

発達障害について知っていらっしゃいますか。 

 聞いたことはあるけど具体的にどんな障害や特性があるかはよくわからない、そんな人が多い

のではないでしょうか。発達障害は子供にも大人にもあり、タイプや特性もさまざまです。 

 発達障害者支援法が平成１６年１２月１０日に制定されました。自閉症、アスペルガー症候群、

その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの発達障害を持つ者に対する援助

等について定めた法律です。 

 子供は一人一人違います。それぞれの顔や声が違うのと同じように、発達がゆっくりだったり

片寄りがあったりする子供もいます。 

 そこで質問１、町内の年間出生率をお尋ねいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  横田町民保健課長。 

○町民保健課長（横田 耕二君）  町内の年間出生者数についてお答えしたいと思います。 

 数字の出本は住民票のほうでございます。本町における年間出生者数は、平成２７年１月から

１２月に町内在住で出生届のあった人の合計は２７１名、同じように平成２８年は２５４名、平

成２９年は２５５名、平成３０年は２６０名、平成３１年は２３５名、５年間の平均は２５５名

でした。 

 以上です。 
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○議長（重久 邦仁君）  田中議員。 

○議員（１番 田中 光子君）  厚生労働省によると、約１０％の乳幼児が支援の対象になるとい

うことです。初めての育児では、お父さんやお母さんは不安だらけです。発達障害とわからずに、

育てにくさを感じながらも一生懸命に子育てをされています。 

 発達障害は外見ではわからないこともあり、さまざまな誤解を受けることがあります。例えば

問題行動が現れたとき、本人の努力不足や親の教育やしつけが原因と誤解される、そしてまたあ

るときは、知的障害を伴わない場合、そのほかの部分で重い障害があっても軽度の障害と思い込

まれる、また発達障害の人も年齢とともに成長する部分もあります。何も変わらないという先入

観を持って対応をすると、成長の可能性をせばめてしまいます。 

 次に、質問２、発達障害の実態把握はどのように行われているのでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  横田町民保健課長。 

○町民保健課長（横田 耕二君）  町民保健課においては、各年齢において各種事業の中で発達に

何らかの課題のある子供の把握に努めております。１歳６カ月児健診や３歳児健診などの健診で、

支援が必要と思われる子供の把握や相談に応じております。 

 １歳６か月児健診や３歳児健診などの法定健診では、保護者からの相談や保健師などによる問

診から、心理士による個別な相談などを進めています。心理個別相談では、子供の様子を観察し

ながら保護者から話を聞き、幼児へのかかわり方の指導やより専門的な機関の紹介などを行って

います。 

 その後も健診フォロー教室、ほのぼの教室などへの参加を進め、子供の様子を継続的に観察す

るとともに保護者とも話し合いを行いながら、診断を希望されるときには都城市が設置していま

すこども発達センターきらきらを紹介し、医師による診察や心理士による発達検査及び指導等を

受けております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  続いて齊藤福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  福祉課での発達障害の実態把握についてお答えいたします。 

 福祉課では、福祉サービスの利用時に相談支援事業所が作成します障害児支援利用計画から把

握しております。令和元年度は、１８歳未満の児童で発達障害の診断がある児童は８１名、発達

障害の疑いで療育が必要な児童は４６名となっております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  田中議員。 

○議員（１番 田中 光子君）  その場合、診断まではいかないけどグレーゾーンの児童・生徒の

数は把握されているのでしょうか。 
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○議長（重久 邦仁君）  横田町民保健課長。 

○町民保健課長（横田 耕二君）  グレーゾーンといいますか、きらきらのほうに相談に行った数

ということで把握しております。その数が、平成２７年度は延べ８６人であったものが、平成

３０年度におきましては２１５人に伸びております。 

 この費用については、都城市と本町と折半しておりますけども、その割合からいいますと平成

２７年度は１２.６２％であったものが、平成３０年度には２３.７６％に三股の割合がふえてい

るというのが現状として把握しております。 

○議長（重久 邦仁君）  田中議員。 

○議員（１番 田中 光子君）  健診率というのは把握されていますか。１歳半健診と３歳児健診

のときの健診率ですね。 

○議長（重久 邦仁君）  横田町民保健課長。 

○町民保健課長（横田 耕二君）  申しわけありません。具体的な数字は頭の中に入っておりませ

んけども、大体の方が健診しているということではあります。すいません。１歳６カ月のときの

受診率が、平成３０年度実績で９３.４％です。それから３歳児健診のときの受診率が９８.３％

でございます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  田中議員。 

○議員（１番 田中 光子君）  かなり高い受診率だと思ってます。その健診後の追跡調査とか実

施状況に課題はないでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  横田町民保健課長。 

○町民保健課長（横田 耕二君）  私はないと思っておりますけども、いろんな子供さんたちがい

らっしゃる中で１００％対応できているとは言えないんではないかとは思います。 

○議長（重久 邦仁君）  田中議員。 

○議員（１番 田中 光子君）  専門家によりますと、障害の程度が重度の場合は１歳６カ月健診

で見つかり、中程度の場合は３歳児健診で見つかるそうです。また健診までいかないけど何らか

の支援が必要、手放しにはできないという子供たちも存在します。 

 厚生労働省の乳幼児を対象とする研究において、発達障害が疑われる子供の発見割合が極端に

低く、発見漏れの可能性が指摘されています。法の施行後、発達障害に対する理解や支援の取り

組みが推進されてきたという評価がある一方、乳幼児期から幼稚園保育園等で学校の在学時、成

人期までのライフステージを通した継続的な支援に問題があると言われています。 

 そこで質問３なんですが、現在町内の療育拠点、児童発達支援事業はどのようになっているの

でしょうか。お尋ねします。 
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○議長（重久 邦仁君）  齊藤福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  町内の療育拠点、児童発達支援事業についてお答えいたします。 

 町内には療育の拠点はありませんが、都城市が設置しています都城市こども発達センターきら

きらが発達障害の診断を行っており、本町の児童も利用していることから、運営費の負担をして

いるところです。 

 また、都城市子ども療育センターひかり園が未就学児を対象に療育等援助事業を行い、小さな

集団での活動や保護者同士の話をする機会が持てるように支援しており、療育の拠点となってお

ります。平成３０年度からは、三股町子育て支援センターにおいても都城子ども療育センターひ

かり園が療育等支援事業を行っているところでございます。 

 児童発達支援事業所は本町に４カ所、都城市に３５カ所あり、児童発達支援放課後等児童デイ

サービス、保育所等訪問支援を行っています。 

 児童発達支援は、支援の必要な未就学児が利用できる福祉サービスです。個別や集団の活動を

通して、日常生活における基本的な動作や社会スキルを獲得するための支援を行っています。 

 放課後等児童デイサービスは、支援が必要な児童が放課後や夏休み等の学校休業日に利用でき

る福祉サービスです。個別や集団の活動を通して、自立支援と日常生活の充実が図れるように支

援を行っております。 

 保育所等訪問支援は、事業所の支援員が保育所等を訪問し、集団活動を行うに当たっての専門

的な支援を行っております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  田中議員。 

○議員（１番 田中 光子君）  町内には支援施設が４カ所で対応されて、あとは都城でて言うこ

となんですけれども、先ほどの出生率から現在のグレーゾーンまで合わせて１０％と考えると、

ほとんどが都城市に頼らざるを得ないということになるのではないでしょうか。今後の対応はで

きるのでしょうか、お伺いします。 

○議長（重久 邦仁君）  齊藤福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  今の質問なんですけれども、確かに支援施設が十分ある状況じゃあ

りません。ただ来年度、新たに放課後等児童デイサービスが開設される予定もありますので、今

後現在ある施設、それから新しくできる施設に対してと、また支援等も考えながら利用される子

供さんが十分支援が行き届くようにしたいと思っております。 

 ただ療育方法については親子で、母子通所施設という形で、先ほど申しました都城子ども療育

センターひかり園がここは親子で通所できますので、子供さんのことに対して保護者が困ってい

ること等に対して専門家が保護者の支援をしたり子供さんへの支援をしたり、また保護者同士が
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困りごと等を話したりする場もありますので、そういうところが三股町内にもあり、また都城の

施設も利用できるように、都城市と協力しながら支援に対しては行っておりますので、三股町の

施設だけにかかわらず都城の広域で支援体制というのも考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  田中議員。 

○議員（１番 田中 光子君）  自閉症を含む発達障害を早期に発見し、適切な支援につなげてい

くためには、特に１歳６か月及び３歳児を対象とした乳幼児健診の場などでの早期発見が重要だ

とされ、発達障害者支援法第５条において、市町村は乳幼児健診を行うに当たり発達障害の早期

発見に十分留意しなければならない旨が定められています。 

 発達障害対策の基本は、早期発見早期療育であると言われており、適切な対応対策がおくれる

と症状が進んでしまいます。乳幼児健診時や就学時健診で、発達障害の疑いを見逃している恐れ

があると支援のおくれにつながり、不登校や引きこもり、暴力行為などの二次障害につながる可

能性が危惧されます。 

 早期に子供の特性を理解し、その子に合った対応や療育をすればできることがふえて、親も子

も生活しやすくなります。早期支援のためには早期発見の有効な手だてや取り組みが不可欠だと

考えます。 

 そこで質問４、今後の早期発見早期支援につながるシステムの構築はどのように考えられてい

るのでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  横田町民保健課長。 

○町民保健課長（横田 耕二君）  今後の早期発見早期支援につながるシステムの構築はどのよう

に考えられているのかについてお答えしたいと思います。 

 今まで実施されてきた取り組みに加えて、令和２年度から心理個別相談をより充実させるため

に、発達検査ができる体制を整備していきたいと考えております。また、子育て包括支援セン

ターを設置し、保健師等の専門スタッフが妊娠、出産、子育てに関するさまざまな相談に対応し、

必要に応じて支援プランの策定や地域の保健医療、福祉関係機関との連携調整を行うなど、妊娠

期から子育て期にわたる切れ目のない支援を一体的に提供するシステムづくりを行い、今まで以

上に早期発見、早期支援につなげていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  田中議員。 

○議員（１番 田中 光子君）  確かに相談窓口は重要だと思います。あるお母さんは、集団生活

の中で子供の発達が気になると感じたんですが、どこに相談すればいいのか、またあるお母さん

は、泣いてばかりで何をしても泣きやまないので近所の人からうるさいと言われ引っ越ししまし
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たと言われてました。 

 もう少し気軽に相談できるできるところがあれば、あれと感じたとき気軽に相談できる窓口を

設置していただきたい。この設置の内容としては、どういうところに設置をすればいいか考えて

らっしゃいますか。お聞きします。 

○議長（重久 邦仁君）  横田町民保健課長。 

○町民保健課長（横田 耕二君）  先ほども申しましたとおり、子育て包括支援センターという考

えでいけば健康管理センターのほうに窓口を置くことになります。 

○議長（重久 邦仁君）  田中議員。 

○議員（１番 田中 光子君）  先ほども言ったように、あれって感じたときに気軽に相談できる、

そちらに行くていうのはなかなかないですよね。というのは、お祭りありますよね三股の祭り、

そういうところにちょっと窓口を設置して、遊んでる中でちょっとした相談ができるとか、今は

社協でもされてるんですかね、相談窓口は。 

○議長（重久 邦仁君）  齊藤福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  社協のほうに子育て支援センターを設置しておりまして、未就学児

が対象なんですけれども親子で通うことができます。そこで子育てについての相談は受け付けて

おります。 

 また、なかなか相談ていう形になると、保護者もお祭りの会場とかいう場では相談しにくいの

ではないかと思います。今１歳半健診、３歳児健診、法定健診で受診率が９０％以上を保ってお

りますので、健診の中で保護者との１対１の聞き取りの中で、保護者のそういう困り感を引き出

せるように、私たち職員としてはそこの部分を聞き取れるような健診のあり方ていうのも考えて

おります。 

 また、健診集まった子供さんが待ってる間、その間に子供さんの様子を見まして、ちょっと落

ち着きがなかったりとかいうような状況は把握しておりますので、例えばまた、身長体重計測も

しますが計測がスムーズにいかないとか、そういうあらゆる場面を通して子供の様子を観察して

おります。 

 健診の中において、やはりさらに支援が必要、相談を受けたほうが必要と思われる場合は、心

理士等の専門職の場ていう場を、気軽に相談できるような形にしておりますのでそこで聞き取り

をしながら、また健診だけに終わらず先ほど言いましたフォローの教室、またそこに来ることが

なかなか困難であれば、家庭訪問や電話相談等をこちらのほうから声かけをして継続的な支援が

できる。必要があれば早期な療育、診断されるような体制等はつくってるところです。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  田中議員。 
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○議員（１番 田中 光子君）  確かに健診率が高いので、そこで発見ていうのはすばらしいこと

だと思います。そういう専門士の方もいらっしゃるていうことで安心なんですけれども、宮崎市

ではこういうパンフレットをつくってらっしゃいます。またことし４月には国富ですかね、国富

でも同じようなパンフレットをつくってらっしゃいます。 

 そういう啓発、皆さん一番最初に言ったように発達障害ていうことを知ってますかていうこと

で、知ってはいてもなかなか内情まではわからないていう方がいらっしゃるので、こういうパン

フレットを通して気軽にみんなで支援していければいいかなとは思います。 

 それから、さっき言ったグレーゾーンの方まで合わせると、現在の事業所だけでは都城の力を

借りながら支援していくということだったんですけれども、施設の運営体制がちょっと問題があ

るのかなていうことを感じているのは、幼稚園や保育園の体制とは違って療育施設の運営の体制

は、実績での収入となります。 

 ということは、児童が休んだら事業所には収入が入らないことになります。そして、定員オー

バーすると減算になります。児童が休んでもその日のスタッフは確保しないといけないので、収

入はないのに経費は係るという状態になっているようです。 

 そういう施設運営体制は国が定めるので、国にも体制の緩和をお願いしていきますが、本町独

自のシステムの構築はできないのでしょうか。三股町独自の事業所支援で、例えば定員の

１２０％まで認めるなど考えていただけないでしょうか。 

 また、受給者証の交付がないと事業所の通所ができないため、現在新型コロナウイルス対策で

ほのぼの教室が閉鎖になっているということで、受給者証の交付がおくれて困っている人も出て

います。 

 受給者証の交付も、困り感のある親や保育園、幼稚園の先生の意見で交付を行えるような体制

はできないのでしょうか。町長にお伺いします。 

○議長（重久 邦仁君）  齊藤福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  放課後児童デイと児童の通所施設に対して、各事業所のほうから定

員については福祉課としても聞いてるところです。この件について、国が定めた基準に基づいて

本町も行っておりますので、今のところは町独自の仕組みは考えてはいないところです。 

 また、受給者証の交付がないと福祉サービスは受けられないんですけれども、受給者証の交付

には、子供さんが福祉サービス受けるためには相談支援事業所のプランが必要になってまいりま

す。相談支援事業所の職員が聞き取り等行いまして、療育、福祉サービスを使う必要があるかど

うかを判断し、そして福祉課のほうに申請をしてもらう仕組みになっております。 

 福祉課のほうでも、診断がある子供さん、ない子供さんありますので、聞き取りをした上でま

た課のほうで協議を持ちまして支給決定を行っております。早い支給決定がサービスの提供につ
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ながりますので、福祉課としてはできるだけ早く支給決定ができるように対応しております。 

 今回の新型コロナウイルスに対してのいろいろな、ほのぼの教室等が休みで支給決定がおくれ

るということはないように対応してまいりますので、そういう方がいらっしゃれば福祉課のほう

にご相談いただきたいと思います。 

 支給決定には専門職のやはり意見が必要になりますので、そこ辺はおのおのの教室で心理士等

の相談が必要であれば、そこは個別な相談ができるとまた町民保健課のほうとちょっと協議して

まいりたいと思いますので、個別事例についてはご相談をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  田中議員。 

○議員（１番 田中 光子君）  ありがとうございます。大変困っていらっしゃったので、また相

談させていただきます。 

 宮崎県教育委員会の宮崎特別支援教育推進プランに、保護者や県民を対象とした共生社会へ向

けた理解啓発の一層の推進や学校における障害理解学習の推進を通して、障害のあるなしかかわ

らず全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、支え合い、誰もが生き生きとした人生を享受す

ることができる共生社会づくりを目指しますとあります。 

 あるおばあちゃんの話で、孫が発達障害とわかったときにはこの子はどうなるんだろうと心配

でした。今は中学３年生ですが、好きなサッカーで秋にはレアルマドリードにサッカー留学しま

す。そのためにスペイン語も勉強しています。好きなことは一生懸命に打ち込むんですと言われ

ていました。子供はいろんな可能性を持った宝です。一人も置き去りにしない三股町であってい

ただきたい、よろしくお願い申し上げます。 

 以上で一般質問を終わります。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（重久 邦仁君）   発言順位７番、楠原議員。 

〔４番 楠原 更三君 登壇〕 

○議員（４番 楠原 更三君）  質問順位７番、楠原です。通告に従って質問してまいります。 

 現在、町主催のさまざまな催しの中で、町民憲章の朗誦が行われています。これが三股だとい

うものを確認するためにも必要なことであると思っています。この町民憲章が絵にかいた餅にな

らないために、そして多くの町民の皆さんがこれが三股だというものを少しでも実感できるよう

になるための施策をお願いしたいという思いから、今回も町民憲章を取り上げます。 

 確認のために資料の１に、町民憲章前文を載せています。 

 わたしたち三股町民は、先人の偉業に学び、郷土愛と開拓精神をもつて、明るく豊かなまちを

つくるために、この憲章を守ります。 
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 この前文では、明るく豊かなまちをつくるための条件として、先人の偉業に学び、郷土愛と開

拓精神を持つという前提があるということになります。町長は、施政方針の中で自立と協働でつ

くる元気なまち三股実現のために、さらに元気で誇れるまちづくりを目指したいと言われました。 

 周辺自治体との合併を選択せずに現在があるわけですが、人口減少社会となった今、後期合併

の動きは今後も全国的に続いていくと思われます。そのような中で、現状を維持していく、自立

していくとするならば、周辺自治体とはここが違う、これが違っている、これが三股だというも

のを多くの町民が共有するということも必要なことではないでしょうか。 

 温故知新という言葉があります。これは、歴史を振り返ることが未来を創造するということで

あろうと思います。本町にとってこれを考えてみますと、町民憲章にある先人の偉業に学びとい

うことが歴史を振り返るということであり、明るく豊かなまちをつくるということが未来を創造

するということにつながるのではないでしょうか。 

 これが三股だというものを共有するためには、三股特有の歴史を振り返ることです。おりしも

新しい町史が発刊されました。まさに今、三股特有の歴史を振り返るべきときであり、振り返る

ことを通してこれが三股だを確認できるときではないでしょうか。 

 そこで、先人の偉業に学ぶための環境整備としてこれまでどのようなことが行われてきたのか

ということについて、そのハード面ソフト面について伺います。 

 後は質問席から行います。 

○議長（重久 邦仁君）  教育長。 

○教育長（石崎 敬三君）  先人の偉業に学ぶための環境整備につきまして、平成３０年１２月議

会で一般質問においてお答えした以降の状況についてお答えさせていただきます。 

 まず、学校教育におきましては、今年４月から小学校において新学習指導要領が全面実施され

ることに伴い、小学生３、４年生の社会科副読本の改訂行っておりますが、その中に「きょう土

の発展に尽くした人々」という項目を新たに設けることにしております。 

 また、町民憲章の精神を基調とした児童生徒憲章による伝統教育や、教職員に対する地域の史

跡等を見学する研修も引き続き実施しており、地域素材を活用した学習を進められるよう支援し

ているところでございます。 

 また、昨年度に新しい町史を刊行いたしましたが、本年度は重久文書等を掲載した資料集の作

成を進めておりまして、来年度に発行する予定でございます。来年度は町史の概要版の作成に着

手したいと考えているところでございます。 

 さらに、梶山城跡調査整備検討委員会の第１回会合を去る２月２１日に開催し、国の史跡指定

に向けて一歩踏み出したところであります。そのほか、老朽化した文化財の標柱を昨年３月に

５カ所更新し、今年度は大昌寺跡の標柱を更新するとともに、梶山城跡の標柱を新たに設置する
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こととしております。 

 以上でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  これから先の質問の答えも大分入ってたようですけれども、めげ

ずに頑張っていきます。１２月議会、去年ですけれども、のときに、現在作成中の三股の景観ま

ちづくり計画の説明を受けました。その中に、三股らしさを感じる部分が非常に少ないと思い言

いましたけれども、今もそう思っています。 

 施政方針の中で、令和２年度に策定する第６次三股町総合計画前期計画の実現に向けて事業を

進めていくと言われました。まだ間に合うのであれば、せめて現在の第５次総合計画の中にある

三股町の概況、最初のほうにありますけれどもその中の沿革に当たる部分、これ資料の、前後し

ますけど５に上げてます。抜粋で上げてますけれども、ついでに「イ」にも上げてますが、後で

また取り扱いますので詳しくはですね、この部分は少なくとも景観まちづくりとともにぜひとも

再考していただきたいと切にお願いいたします。 

 三股の沿革の中にも、この今言います三股の景観まちづくり計画の中にも、三股らしさである

町民憲章の精神が具体的に生かされるべきではないかと思います。町内を歩いたときに、これが

町民憲章であらわされている一つなのかなと感じることのできる具体例があることが必要ではな

いかと思います。 

 現在の段階でのこの三股の景観まちづくり計画の中に、町民憲章の精神がどのように生かされ

ているのかということと、今後の見通しについて伺います。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  ことし三股の景観づくりのまちづくり計画を策定しているところです。

この中に、町民憲章の精神がどのように生かされているかというご質問にお答えいたします。 

 三股町景観まちづくり計画については、平成３０年度から２カ年で策定に取り組んきました。

初年度長田地区、梶山地区、前目地区でのワークショップに始まり、今年度小鷺巣地区でも実施

をいたしました。また全４回の景観計画策定委員会、そしてパブリックコメントまで終えたとこ

ろでございます。 

 ワークショップでは参加者から、それぞれが暮らす中で感じる自然、文化、歴史、街並み、眺

めなど、地域の宝、魅力を発掘することができたところでございます。さらに、その宝を地域の

中でどう磨いていくのか、逆に心配なことやどうしたら守ってけるのかということについて話し

合いが行われたところでございます。まさに町民憲章の前文にある先人の偉業を学ぶ場、そして

郷土愛と開拓精神を育む場というふうになり、これが策定に生かされているというに考えており

ます。 
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 このようなワークショップの結果をもとに策定委員会は進み、景観まちづくりのテーマ、めぐ

みとくらしで織りなすみまたんハートにも、町民や地域に愛される本町の景観を未来へ結びたい

との意を込め、基本方針へ盛り込んだところでございます。 

 パブリックコメントを終えまして、３月末の完成に向けて作業を進めておりますが、計画策定

は終わりではなくて始まりであるとの認識をいただきまして、動きだすきっかけとして町民、事

業者、行政、それぞれが景観に対する意識が高まり、今後も地域と一体となり実効性のあるもの

となるよう運用するため、次年度では令和２年度では条例制定に合わせ啓発事業や支援に取り組

む計画としております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  次の質問ですけれども、同じく町民憲章の中にあります郷土愛に

関して質問してまいります。 

 「盆地は一つ」の掛け声の中で、広域合併が行われてきました。そのような中で、自立と協働

でつくる元気なまちの自立の部分について、もう少し考えることが必要ではないかなと思ってい

ます。 

 本町の歴史を振り返ってみると、かなりの部分が都城市史と重なります。また、経済活動で見

ても都城圏域という言葉でくくられます。新しい町史の中にあるさまざまな資料を見ても、その

多くが都城島津邸所蔵のものや都城市教育委員会提供のものです。 

 そのような中で、自立の道を目指していこうとすると、ふるさと三股としての意識を高めてい

くことが必要ではないかと思います。三股のピーアール動画に、どきどきみまたがあります。ど

きどきみまたとは、なかなかのいいネーミングだと感じておりますけれども、この動画は三股ら

しさの１つとして三股の町の形に着目して編集されており、活気ある町を感じることができます。 

 私としては、このハート型がいつ、どのようにしてできたのか、解説する何かが何かの形であ

っていいのではないかと思います。決して自然発生的にできたものではありません。 

 三股誕生の起点をどこに置くか、このハートの形をした町がいつ誕生したかということ、こう

いうものも三股らしさを考えるときのもとになるのではないかとは思います。総合計画などで三

股らしさをあらわす際に、三股誕生の起点をどのように位置づけられているのでしょうか、伺い

ます。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  郷土愛の観点から、三股誕生の起点をどこに置くかとのご質問

に対しましてお答えいたします。 

 郷土愛の観点からとなりますと、人によっていろいろ感じ方、捉え方がかわってくるかと思わ
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れます。ある人は、明確な資料は見つかっていないものの、樺山家初代の樺山資久が本町樺山の

地名を取りまして苗字を島津から樺山に改称し、樺山を統治するために樺山城を構えたころを三

股誕生の起点と考える人もいるかもしれません。またある人は、明治２２年の村政施行や昭和

２３年の町政施行をもって三股誕生の起点と捉えるかもしれません。 

 三股町史下巻によりますと、明治３年９月に梶山郷と勝岡郷が合併され下三俣郷と称し、現在

につながる本町域が徐々に形成されていくのである。本町域に符合した地域呼称はこの下三俣郷

が出発点と言ってよいであろうと書かれております。 

 このように、三股の誕生の起点に対する捉え方、意見はさまざまでございます。町及び教育委

員会として、三股の誕生の起源を正式に議論したことはないところでございます。また、今後の

課題とも捉えております。このようなことから、三股誕生の記念行事ということは、現在のとこ

ろ検討していないところでございます。 

○議員（４番 楠原 更三君）  これより１３時３０分まで休憩します。 

午前11時55分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時28分再開 

○議長（重久 邦仁君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  ちょっと中断しましたけれども、企画商工課長の説明ありました

けれども、私は昨年の９月議会で１５０周年事業について質問しました。そのときにも同じやり

取りをした記憶ありますけれども、資料の２をごらんください。 

 これは町史の改訂版から抜粋したものですが、赤で書いてますように「三股の基が築かれたの

である」という表現があります。これが私は、先ほど言いましたけども三股の出発点の１つでは

ないなと思っているところではあります。 

 次に、資料の３を見ていきますと、新しい町史からの抜粋ですが、ここに先ほど課長が言われ

ましたように、最後の下から２行の本町域に符合した地域呼称はこの下三俣郷が出発点といって

よいであろうと、ここにもその出発点の記述があります。したがって、町史におきましてはこの

ように出発点を考える記述というのがあるわけですね。けど、先ほど課長のほうではそれは別に

定める必要がないような意味合いの答弁がありましたので、まず最初に言っておきます。 

 その後、私は都城市の沿革を読む機会がありました。資料の４に書いております。同じく抜粋

ですけれども、まず黒四角のところを読みますと、明治２年１１月には都城郷（旧島津家領）が

上荘内郷、下荘内郷、梶山郷に分割され、これいわゆる３郷分割でいわれます。同３年４月に高

城を三俣と郷名を改称した。同３年９月には梶山・勝岡を合併して下三俣（三股）郷、表記は両
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方書いてあります、とし、三俣は上三俣、いわゆる高城ですね、高城は上三俣と改称した、後略

です。 

 その後、明治４年７月廃藩置県が断行され、都城市域は鹿児島県の管轄となった。（略） 

 その次、赤四角ですけれども、明治４年１２月に下荘内が都城、上荘内が荘内と改称され、同

５年２月には下三俣の旧田部村、これこう書いてありましたのでそのまま表記しておきます。旧

田部村、後久村、安久村が都城へ管轄がえになった。 

 明治５年５月、上三俣が高城、安久村などが管轄外になった下三俣、この三俣と改称されたと。

これが新たな三股のスタートではないかなと、都城市の沿革でそう感じたところであります。 

 去年の９月議会では、オリンピックがあったり国文祭があったりどうのこうのやることがいっ

ぱいあって、１５０周年の記念行事をやる余裕はないと言われたわけですけれども、この都城市

の沿革の部分から考えてこれを三股の出発点ともしするならば、明治５年５月ですね、これが

ハート形の町ができたというとこなんですね。 

 きのうもハザードマップのあの地図が出ましたけれども、あの輪郭ができたのがこの明治５年

５月のことになります。それをスタートとするならば、明治５年というのが１８７２年になりま

すから、１５０年となると２０２２年になります。あと２年余裕は出てきますけれども、こうい

うことをいろんな人に考えて、いろんな説が出て、先ほど言われましたようにあっていいわけで

すけれども、こういうなことを考えてもらうこともふるさと三股に対する郷土愛というものを育

むことにつながるんじゃないかなという気もします。 

 とりあえず、きょうのところはこの明治５年５月現在の形の三股が誕生したというのを三股誕

生のときと捉えて、１５０周年記念行事を計画してはどうかと思いますが、お尋ねいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  捉え方ていう点で人それぞれということで、先ほど答弁いたし

ましたけれども、こちらの明治５年５月というのも一つの起点と考える捉え方とは思いますが、

この１５０周年の記念行事につきましては現在のところは考えてないところでございます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  今言ったことを一つの捉え方というので済ましていただきたくな

いんですね。なぜならば町史の改訂版では三股の基が築かれたという表記がある。新町史でも下

三俣郷が町域の出発点となっていいだろうという説が町史にある、これを一つの捉え方と見ると

いうことですか。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  そうですね、明記されてるものではありますけれども、人それ
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ぞれ思いというのは違ってきているのかなと思いますので、これを、明治５年５月を起点と考え

られる方もいらっしゃると思いますけれども、記念の行事としては考えていないところです。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  現在のところでは考えてない。であれば、これから考えてもいい

のではないかなと思うんですよね。 

 なぜならば、さっきも言いましたけども町史が発刊されたというのを機会に、一番見直すチャ

ンスではないかなと思うんです。西山課長個人の考え方としてそうなのか、その考え方が全体に

波及するのか、それともこの新しい町史発刊に伴って三股の１５０周年記念行事に発展してく可

能性あるのか、お尋ねします。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  １５０周年記念ということでございますけれども、９月の一般

質問のときに答弁させていただきましたとおり、そのときは開拓１５０周年記念だったと思うん

ですが、そういった１５０周年をいろんな、今まであった行事の中で打ち出すというかピーアー

ルしていくことは可能かなということでそのときお答えしておりますので、今後も記念行事とい

う形ではなく、そういった各種行事の中で、今行ってる行事の中でピーアールをしていくという

ことは可能かと考えております。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  ９月のときの私の資料では、この都城市史の中はなかったんです

ね。その後、市史の沿革を見てこういう記述があった。三股のこの新しい町史にしても、先ほど

言いましたが市の教育委員会、それから島津邸のものすごい協力を得てでき上っているわけです

から、それも市の沿革も無視するわけにはいかないとは思います。 

 新たなそういうものが、私にとって新たな事実が出てきたものですから、改めて今回いいわけ

ですね。だから、９月の答弁とまた違う答弁と違う答弁をほしいと思うんですけど、町長どう考

えられますか。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  一昨年ですね、町政施行７０周年てやりました。村から始まって、そ

して市町村の町になったわけなんですけども、それははっきりいつからなったていうのが明確に

出ております。先ほどから企画商工課長回答してますように、いろんな起源ていうか出発点、思

いというのは違うと思います。 

 そういう意味合いで、楠原議員の言われることもわからないわけではないんですけれども、町

として一大イベントとしてやろうというところまだ議論してませんので、全く未定でございます。 

 ただ、先ほどから言いますように、そういうところを明確にしようと思えばまだ専門家のいろ
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んなご意見等伺わないと、これが出発点だというのがいいのか悪いのか、そのあたりも非常に議

論があるところというふうに思います。 

 そういう意味合いでは、今のところ１５０年云々ということについては全く議論もしてません

ので、内部のほうでどう取り扱うか検討させていただきたいというに思います。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  じゃあ言い方を変えまして、三股誕生からどうのこうのじゃなく

てハート形の町になってからという取らえ方でも、あのどきどきみまたの動画とリンクしてまた

おもしろい見方になるのではないかなと思います。 

 また内容については先のほうでありますので、次に進みます。 

 次もですけれども、これまで何回となく取り上げております広報みまたの中にあります町の生

い立ちについて伺ってまいります。資料の次ですけれども、３枚目の資料の５ですね。 

 これ見ますと、アのところに、第五次総合計画の中にある三股の沿革の初めの部分です。本町

の歴史は古く、新石器時代より各所に人が住んでいたことが伺えます。町名の起源は現在明確に

なっていませんが、古書等には水俣、三俣と記されており、古くから川三条、股になりて流れた

りというとあるため、その名が用いられたと言われています。 

 イ、広報三股にある町の生い立ちの初めの部分、いろいろと発掘される土器などから、新石器

時代より三股各所に人が住んでいたことが伺われます。またその起源は古くから川三条、股にな

りて流れたりと古書にあって、その名三股をとどめていると言われていますとこうありますが、

これ先ほど紹介しました高城全体も三俣と言われた時代があったということなんですね。 

 この本町含め、山之口、高城全部が三俣であった時期もあります。そのときだったら川三条と

いうのがわからないでもないんです。けど、今の三股の中において川三条、これはどの川なんだ

ろうと。いろいろ歴史家の人たちと話しますと、この川三条を何に書いてあるのかてこれ古書と

かあるんですね、古書自体もはっきりしてないんです。だから古書と書いてある。 

 だから起源が、原点がはっきりしてないものを書いてるのもちょっとどうかなとも思いますし、

三股につきましては今さっきありましたように、都城市の沿革にもあるような内容を加味したも

のにしてもいいのではないかなと思っておりますが、この三股の総合計画の中にあります三股の

沿革、そして町広報にある三股の町の生い立ちについては考え直していただきたいと思いますが

いかがでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）   白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  それでは、広報紙にある町の生い立ちの再考はというご質問に対し

てお答えしたいと思います。 

 平成３０年１２月定例会一般質問の中におきまして触れられた内容でございます。内容は、町
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の生い立ちの記載内容が毎回同じであることから、一例として町民憲章の前文にある三股の開拓

精神がわかるよう、先人の偉業の内容を連載することにより三股町の歴史に触れることのご提案

に対しまして、教育委員会そして関係課との検討を進めると回答をしてるとこでございます。 

 三股町の歴史に触れるの観点から、当時の検討内容としましては、町の生い立ちの記載内容と

第５次三股町総合計画、ここでは後期基本計画ですね、こちらのほうの三股町の概況を示す沿革

の内容と整合性が保たれていない事実、それとこの町の生い立ちの掲載の必要性について、また

新たな掲載テーマに置きかえる等の検討を進めてまいりましたが、具体的な再考には至っていな

いのが現状でありましても広報紙には反映されていない状況でございます。 

 今までの現状でございます。 

 また、教育委員会との話し合いにおきまして、今後の考え方につきましては、町政７０周年記

念に発行されました新たな三股町史を生かし、三股町の歴史に触れる機会を設ける、ふやすこと

を趣旨として、令和２年度は広報紙による年数回の連載形式において、広く町民に伝えていきた

いというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  よろしくお願いいたします。 

 今私の質問は郷土愛という視点からしているわけですけれども、次に町民歌について伺います。 

 三股町の町史最初の部分では、最初の欄に、最初のページに町民歌が掲載されています。改訂

版見ますと、最初に町民憲章があり、次のページに町民歌がありました。新しい町史には、町民

歌が載っていません。 

 町主催の催しの際に、町民憲章の朗誦が行われていても、町民歌を歌うこと、聞くことはまず

ありません。盆踊りや運動会などでは三股音頭というものが踊られたりはしますけれども、町民

歌は久しく耳にしたことがありません。町民歌の生かし方についてどのように考えておられるの

か伺います。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  町民歌の活用はどのようになっているのかとのご質問に対しま

してお答えいたします。 

 三股町町民歌は、数字見る三股町というのがございますが、そちらの表紙を開けていただいて

３枚目のところで、三股町音頭や三股ばやしの歌詞と一緒に紹介をしているところでございます。 

 この町民歌の活用についてでございますけれども、現在のところ活用はできておりません。ま

た、過去においても、活用したような事例は見受けられないところでございました。三股町町民

歌、非常に現在認知度が低く、ほとんどの方が知らないというのが現状であるかと思います。 
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 現在、歌詞と楽譜は見つかっているのですが、音源が見つからない状況でございますので、文

化協会の方々にお願いするなどしてまずはその音源をつくって町のイベント等で曲を流すなど、

まずは広く町民の方々に知ってていただくというところから取り組むべきではないかと考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  よろしくお願いいたします。楽譜は町史にも出てますし、楽譜と

歌詞はですねいつでも誰でも、私もギターで弾いて改めて歌ってみたところですけど、簡単にで

きると思います。あと音をどするかだけですね。よろしくお願いいたします。 

 次にまいります。このたび中村修一氏に名誉町民の称号が送られました。７人目の名誉町民と

なられましたが、先日の祝賀会で改めてそのご功績にすごさを感じたところであります。と同時

に、これまでの名誉町民６名の方のご功績をどれだけの方がご存じなのかなとも思いました。 

 祝賀会の席で町長が祝辞を述べられまして、その中に三股村時代までさかのぼってふるさと三

股建設に多大な貢献をされた方々の紹介をされました。まず初代村長の野崎重則翁、そして三股

駅設置に尽くされた宮田盛儀翁の紹介をされました。 

 このように、現在の礎建設のためにいろいろと貢献された多数の方々がいらっしゃいます。こ

のようなことなどなどが先人の偉業であると思っておりますが、野崎翁の像はその役場の正面に

建立され、また宮田翁につきましては、その功績をたたえたものが三股駅前に石碑として残って

おりますが、その石に刻まれたそれぞれの功績は、その文体を初め苔むした上に風化した状態も

あってよく読めません。そこに説明文があると、町として大切に扱っているという雰囲気を感じ

とることができるのではないかなと思います。 

 現在、町内にさまざまな形で憲章されている方々を一堂に紹介する場所があってもいいのでは

ないでしょうか。そのような方々とともに名誉町民の功績をたたえるコーナーが常設され、顕彰

されるようになってはいかがかなと思いますが伺います。 

○議長（重久 邦仁君）  鍋倉教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  名誉町民を顕彰したコーナーを常設できないかというご質問にお答

えいたします。 

 昨年１１月３日に中村修一氏が、第７代名誉町民の称号を受賞されましたが、本町発展のため

に偉大な功績をされた方々の町の誇りとして、深く尊敬し感謝するために顕彰活動を行うことは

非常に大事なことだと思っております。 

 現在、文化会館に常設展示しているのは、平成２５年１月に文化会館が受賞した地域創造大賞、

総務大臣賞など文化活動に関するものに限定させていただいているとこでございます。 
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 文化会館では、来場者へ広く周知を図るため、期間を設けて各種の展示を行っておりまして、

その一環として名誉町民を顕彰する展示コーナーを設けることは可能だというふうに考えており

ます。今後、関係課と時期とか内容について協議していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  常設予定でしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  鍋倉教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  文化会館の場合には、文化活動に関するものを今゛限定させていた

だいておりますので、いろんな各種の催し、展示を期間を設けてやっておりますので、そういう

期間を設けて顕彰すると。例えば、文化の日１１月３日ですね、その前後に顕彰するとかそうい

うは可能だというふうに考えております。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  名誉町民ですので、時代が過ぎれば古くなってしまうわけですよ

ね。第１回目の名誉町民がどなただったのか、ぽっと答えられる方が何人いらっしゃいますでし

ょうか。２人目は３人目はと、多くなければなるほど薄らいでいくもので、価値がですね、功績

は当然ですけれど。 

 だから、常設というところに意味があると思うんです。時期が来たらほかのと一緒にやるとい

うのは、名誉でもないのではないかなと思うんですね。名誉町民の名誉がどれだけのものなのか

というのを示すことにもなると思いますがいかがでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  鍋倉教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  今のとこ文化会館においての常設は考えておりません。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  文化会館でのてことはほかにもあるんですか考えが。ほかにある

んですか。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  文化会館での常設は考えていないと言われました。 

けれども、ほかでの常設というのは考えられる余地があるのでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  鍋倉教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  今のところそういう計画はございません。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  今私が質問してるわけですから、この質問を受けてそういう予定

ができるのかできないのか伺います。 
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○議長（重久 邦仁君）  教育長。 

○教育長（石崎 敬三君）  まず教育課長は、議員の質問の通告に文化会館の一角に常設できない

かという通告内容でございましたので、それに基づいて答弁をいたしました。また、さらにその

発展形としてそれ以外ということを問われたんですけれども、現在それ以外の施設についてとい

うところは検討はしてございません。 

 ただ、名誉町民あるいは先人の偉業を顕彰していくということの意味、そこは大変重要でござ

いますので、今後検討はしていきたいと考えております。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  新たな施設をつくるというのは時勢もありまして大変でしょうか

ら、既存の施設の中で常設できるように前向きに考えていただきたいと思いますが、町長いかが

でしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  ただいま教育長が回答いたしましたように、この先人を顕彰するとい

うことは大事なことでございますんで、今中央公民館のあり方含めていろいろ検討をさせていた

だいております。 

 そこのところをどんなふうに、五本松団地のほうに一部移転した場合にその後をどう活用する

かと、それとの関連もございますし、いろいろな角度から検討させていただきたいと思います。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  よろしくお願いいたします。これも三股らしさの一つになると思

いますので。 

 また、それ以外にも町内にはいろんな石碑とか胸像とか何カ所にもありますけれども、そこに

ついてもこの説明文というものがなければいけないのではないかなと思います。文字が読めない

というのが一番なんですね、いかがでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  鍋倉教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  今楠原議員がおっしゃったように、見えなくなってるものとか結構

あります。 

 先ほど答弁しましたが、標柱とかそういうものについては昨年度５つですね、今年度が４つと

いうことで、それ以外の説明文についても今後予算とかそれの内容とか、検討しながら進めてい

きたいというふうに考えております。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  予算獲得よろしくお願いいたします。皆様のご協力もお願いしま

す。 
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 次にまいりますけれども、施政方針の中で町民との協働の理念に基づき情報の共有化を図り、

見える行政、伝わる行政を進めるとありました。重要なことであると思っています。 

 これまで私も、特に情報の周知については何かにつけてお願いしてきております。それに関し

ての質問になりますけれども、１２月議会で梶山城跡調査整備検討委員会を２月に開く予定であ

るとの答弁をいただいております。 

 この件につきましては、先ほどから２月の２１日に委員会を開いたとありましたけれども、ま

ずは行われた委員会のその内容について伺います。 

○議長（重久 邦仁君）  鍋倉教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  １２月議会で委員の紹介行ったとこですが、今回初めての会合とい

うことでまず顔合わせという形で開きました。そして、現地に行って梶山城を午前中歩いていた

だきまして、午後に今までの経緯というところを報告したところでございます。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  この委員会開催についての町民あるいは地元の人たちへの周知と

いうのはあったんでしょうか、伺います。 

 また、委員会開催後、この間委員会が行われた後の報告というのは町民、または地元の人への

報告というものは予定されているのでしょうか、伺います。 

○議長（重久 邦仁君）  鍋倉教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  委員会実施の周知と報告の方法についての御質問でございますが、

まず梶山城跡調査整備検討委員会の設置目的について説明させていただきます。 

 委員会の設置目的でありますが、梶山城跡を学術的に調査をいたしまして、史跡の本質的な価

値ですね、これを明らかにすることにあります。その調査成果を３年ほどで報告書にまとめ、国

指定の申請まで行いたいというふうに考えているとこですが、昨年１０月３１日に来庁された文

化庁調査官から、専任の担当職員を１人配置して、３年で作成するのは難しいだろうという指摘

もされました。この点につきましては、調査整備検討委員会で具体的な提案があれば体制の強化

を検討していきたいというふうに考えております。 

 また、その作成する報告書なんですが、梶山城跡を国指定史跡に申請する際に大変重要なもの

であり、完成には数年かかりますので、現段階で委員会を行った周知ということをする予定はご

ざいません。 

 ただし、その史跡の価値を明らかにしていく中で、検討委員会指導のもとに発掘調査を行った

場合、現地説明会等を実施しますので、段階的にその活動の周知はする必要はあるというふうに

は考えております。 

 以上です。 
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○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  なぜこのようなことを伺っていくかというと、もう何回も言って

おりますが、三股には戦国時代からの歴史的地域資源というものがあちこちにあります。そのラ

ンドマーク的な存在として、梶山城の国指定、この動きを加速させる必要があると思います。も

ちろん、三股各地にあるこの歴史的資源、地域資源活用については、当然のことながら地元の理

解と協力が必要となります。そこで聞いているわけなんです。地元の方々の理解をいち早く求め

る必要があるということでなんですね。密室の中でいろんなことが進められていくように感じら

れていると、地元の理解というのは得にくくなるんではないかと感じているんですが、いかがで

しょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  鍋倉教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  この整理計画を進める中で地元の理解というのは非常に大事である

と思います。これまでも数回地元説明会を行ってきたところでありますが、今後本格的な調査が

入る意味について、再度進捗状況とかその辺の報告、説明は行っていきたいというふうに考えて

おります。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  梶山城がなぜ価値があるのかというのを地元の人で知らない方は

たくさんいらっしゃいます。もう知っている方がほんの一部と言ったほうがいいのではないかな

と。今回も開発公社のほうで令和２年度の予定が出ましたけれども、もうかなりの部分を買収と

いう形で進むわけですけれども、なぜ町がそれほど力を入れているのかということを教える必要

というのが十分あると思います。私もあちこちでこういう話をさせていただく機会があるんです

けれども、知らない人がこんなにもまだいらっしゃるのかとつくづく思います。ぜひお願いした

いと思っております。 

 この梶山城が国指定に近づく、一番町内では近づいている史跡だという判断のもとに言ってい

るわけですけれども、梶山城絡みで長田峡のところにあります千本仏・首塚ですか。それから遠

くなりますけれども、植木のところにあります大鷺巣首塚ですね。これも、あそこには、大鷺巣

首塚にはちゃんと教育委員会と明記して、７３０人と書いてあります。この戦国時代に７３０、

具体的な数字が上がるという癩癩出どころが眉唾なのかもしれませんけれども、ちゃんと日向平

治記とか何とか一応書いてあったと思いますが、それを裏づけとして書いてあるわけですけれど

も、この三股全域でもって戦場になったというのを１,０００人、７３０人というので感じとる

ことができます。一つ大きなストーリーが描けるのではないか。それから梶山城と勝岡城の絡み

で、戦国時代のこの地域の存在価値を示すストーリーもできるんじゃないか。それが三股とは何

かに対する答えの一つになるんではないかなと思っております。 
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 今月の広報みまたには、先人の歴史を学び地域づくりに生かすとして、前目温故知新の会の会

長さんのインタビューとともに、会の活動が掲載されていました。このような地元の歴史を地域

づくりに生かそうとする団体も幾つか町内に誕生しています。繰り返しますけれども、町史発刊

を契機に、三股らしさづくりのために一気呵成に取り組んでいただきたいと思っております。こ

のようなことを第６次総合計画の中にも、景観づくりの中にも生かしていただきたいと思ってお

ります。 

 資料の６をごらんください。 

 先日、志布志市の埋蔵文化財センターを訪ねてまいりました。なぜ志布志かと言いますと鹿児

島県には梶山城とほぼ同時期の国指定の山城が２つあります。志布志城と知覧城なんです。その

両方行ってきましたけれども、この志布志城の場合は資料をいただきましたのでここに書いてお

りましたけども、志布志城史跡公園保存整備事業基本計画書というのいただいてきました。平成

１７年２月につくられたものです。志布志町のときにですね。その中の初めに書いてあったのが

これです。 

 志布志城跡は、先人が私たちに残してくれた貴重な歴史資料であると共に、私たちが未来へ

と伝えていかなければならない大切な文化遺産でもあります。町では志布志城史跡公園保存整

備事業を計画し、単に城跡を保存するだけでなく、史跡公園として整備し広く活用を図ること

を目指しております。この事業が今後のまちづくり活動にも連動しまちをより輝かせる力とな

っていくことを祈念してやみません。 

という記述です。ちなみに、志布志城は現在では日本１００名城に続く、続１００名城の一つに

志布志城が選ばれています。私はここにもう何回となく、志布志城跡に登ってきましたけれども、

梶山城は全く遜色ないものだと思っております。 

 次の資料をごらんください。 

 ここには、志布志城跡史跡公園整備事業経過という資料もいただいてきましたけれども、その

中から抜粋したものですが、ここに赤で書いてあるのが、平成３年歴史のまちづくり基本構想を

策定した。平成４年、内城跡、県指定史跡に指定していただいている。次が平成１５年なんです。

このブランク。１１年ブランクありますけれども、これは何かというとこの間の町長さんがこう

いうことに興味のなかった方だと聞いております。したがって、その後この活動をするときに、

この間のブランクを取り戻すのが大変だったと聞いております。 

 先ほど、体制強化を図っていきたいということを鍋倉課長言っていただきましたけれども、こ

ういうことをやるのには１人の職員の方では無理があると。やっぱり何人かのプロジェクトチー

ムでもって取り組まないことには難しいのではないかなと思っておりますが、まず保存整備事業

の基本計画の策定予定というのはあるのでしょうか。ちょっとお伺いします。 
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○議長（重久 邦仁君）  鍋倉教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  保存整備事業の基本計画の策定予定についてお答えいたします。 

 保存整備事業につきましては、現在の調査整備検討委員会でこの史跡の価値づけやその価値を

守るために必要な保存整備の方向づけが示された後に、別の委員会組織を立ち上げて検討する予

定でございます。その中で保存整備の基本計画についても協議することとなると思いますが、現

在のところはまだ具体的な策定予定はございません。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  同じく今言いましたけれども、１人では大変だと思いますが、一

刻も早く、今梶山に住んでいらっしゃる方、高齢の方がものすごく多いんですけど、土地用地買

収についてもなんですけれども、一刻も早く進めていただきたいと思っておりますけれども、こ

のプロジェクトチームを立ち上げてというような考え方ですけれども、いかがなもんでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  鍋倉教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  プロジェクトチームの立ち上げについてお答えいたします。 

 保存整備事業の基本計画を策定する過程では、このプロジェクトチームの立ち上げも必要にな

ると思うんですが、まず専門家による保存整備の方向づけが示された後になりますので、現在の

ところ具体的な立ち上げ予定はございません。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  よくわかりました。 

 最後の質問になります。平成３０年１２月議会で早馬公園内にあります西南の役の招魂塚の前

にあります石灯籠が倒れているということを取り上げました。現在もそのままの状態です。戦国

時代だけでなく、国内最後の内戦となった西南の役でも本町は戦場となり、戦死者も出たという

ことを未来に伝えていこうとして先人が建立したものであろうと思います。 

 改正されました教育基本法には、教育の目標として、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐく

んできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度

を養うこと。」とあります。文化財は、未来を担う子供たちにとって、三股をふるさととして記

憶させる価値のあるものだと思います。学校教育の場でも社会教育の場でも活用できるようにし

ておくことは、行政としても大切なことではないでしょうか。 

 資料の８を、最後ですけど写真ごらんください。 

 梶山城跡整備にも関係すると思っておりますが、本町の指定文化財である北郷久秀・忠通公の

墓周辺の写真３枚になります。１枚目、上がこれ五輪塔ですけども、左右に開いているんですね。

てっぺんのほう見ていただくと少しおわかりかと思います。 

 ２枚目が、正面から見て左側の部分ですけれども、この囲んでいる凝灰岩性の囲いですけれど
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も、崩れてきています。 

 一番下ですが、これ、この墓の形からいいまして南北朝地代の墓の特徴を持っているといわれ

るものですけれども、右側のほうに傾いてきているように見える、意識して撮ったわけじゃない

んですけども、きれいに右に傾いているなと思ったところでした。 

 写っていませんけども、この３枚目の写真の向こう側には、これ今度変えられるのかもしれま

せんが、地頭並びに城主の墓と書いた白い標柱が倒れて、辛うじて読めるかなというぐらいに朽

ちてしまったものがあります。先ほども言いましたけども、文化財というものは先人が私たちに

残してくれた貴重な歴史資料であり、現在では歴史的な地域資源であります。比較的容易に手当

てできるうちに手当てしなければならないのではないかと思いますが、どのように思われますか。 

○議長（重久 邦仁君）  鍋倉教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  北郷久秀・忠通兄弟のお墓やその周辺の整備について、こないだの

整備調査委員会のほうも最初にここを見ていただいたところでございます。 

 教育課としましては、北郷久秀・忠通兄弟のお墓や周辺の文化財につきましても、梶山城跡の

保存整備検討する中で一緒にできないかなというところで、委員会のほうには提言したところで

ございます。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 ちなみに、この写真撮ったところに説明板が、大きいのがありますけれども、あそこに間違い

がちょっとありますので、五輪のそれぞれの意味のところで間違いがありますので、手直し方お

願いしたいと思います。 

 先ほど言いましたけれども、前目のほうでもごらんなったと思いますけれども、これなんです

ね。これが三股では３枚目になります。１地区、４地区、５地区が最初のやつ、２地区、３地区

が２枚目のやつ、そして今度前目のやつが３枚目となって、非常にこの三股の地元の人が語る地

元の歴史、これが本当に子供たちが気軽に手にとって学校教育の場においても、またはそれぞれ

の自治公民館の社会教育の場においても使えるように、ここに載っているようなのが行ったらわ

かるというような整備を一緒にしていただきますと、それぞれが無駄にならないのではないかと

思いますが、町長いかがでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  ただいまごらんになった前目のマップ、これは景観まちづくり計画の

中で策定したんですが、先ほどからお話聞いていますと、ぜひ梶山のほうもそういう形で取り組

んでいただくと、そしてまたその梶山城含めたところでそういう皆さん方が地域を盛り上げる、

梶山城を宝というような形でそういう宝探しをしていただくと、またこういうふうなマップもで
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きますので、ぜひそちらのほうを、楠原議員がリーダーシップを発揮してやっていただければあ

りがたいなというふうに思います。 

 今、前回この景観まちづくり計画では、その前目と、それと梶山、長田、小鷺巣というような

形で４カ所やったわけなんですけれども、今回の成果品というのはそちらなんですね。また、小

鷺巣のほうも一生懸命、平山公園ですかね、そちらのほうの植栽等、地域が盛り上がって地域を

また活性化しようという今度取り組みをされて、そういうふうなところも令和２年度にそういう

マップ等をつくれるような形でバックアップしたいというふうに思っていますんで、今後ともよ

ろしくお願いします。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  これで終わりますけれども、すいませんが、最初に梶山をつくり

ました。（笑声）１枚目で、山王原と梶山をつくっておりますので、またごらんください。 

 終わります。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（重久 邦仁君）  これより１４時２５分まで休憩いたします。 

午後２時15分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時25分再開 

○議長（重久 邦仁君）  休憩前に引き続き本会議を再開します。 

 発言順位８番、福田議員。 

〔５番 福田 新一君 登壇〕 

○議員（５番 福田 新一君）  発言順位８番、福田新一です。いつものとおり、今の心境を一首

歌います。燃え出る、三股のあすに待ったなし、生きた議会が地域を興す。燃え出る、三股のあ

すに待ったなし、生きた議会が地域を興す。もう一回。燃え出る、三股のあすに待ったなし、生

きた議会が地域を興す。 

 資料１をごらんください。 

 三股町交流拠点施設整備事業基本構想のまえがきです。 

 これまでの公共事業は、行政が考えるニーズを前提に、行政主導で立てられた計画に基づき

整備されることがほとんどでした。このようにして作られた施設は、実際のニーズと食い違う

こともあり、あまり利用されないままになることもあります。このような食い違いが起こらな

いようにするために、計画の段階から施設を利用する町民のみなさんと一緒に考えることが大

事だと考えました。 

 とあります。この事業に限らず、さまざまな分野で協働のまちづくりに取り組むとき、決して
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忘れてはいけない一つの教訓だと思います。これを今回の原点として、一般質問をしてまいりま

す。 

 三股町公式ホームページに町長の部屋があります。２０２０年新年の挨拶の中に、「くいまー

るの利便性を高めるため、交通体系の再編について検討したい」とあります。町民に関心ある五

本松団地跡地の交流拠点施設の構想においても、理想の施設となるかならないか、人の流れが大

きなウエートを占めています。高齢化の進むこれからの三股町に、くいまーるの利便性が大事だ

と思います。その拠点を中心に、動脈・静脈として人の流れが町の活性化につながります。 

 ２０２０年新年の挨拶にある、「利便性を高めるため、交通体系の再編」の内容説明含め、く

いまーるの今後の方向性をお聞かせください。 

 あとは質問席から質問したいと思います。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  くいまーるについて、これから現状についてお話をさせていただきた

いと思います。 

 本町のコミュニティーバスくいまーるは、平成１９年４月に運行開始し、生活便と通学便の

２系統、７コースを設定し運行しているところであります。年間利用者数は約２万人、これまで

住民の要望等踏まえ、路線の見直し、充実に努めてきたところであります。 

 令和元年度は、町の地域公共交通会議で、寺柱地区の路線の拡張を協議したところでございま

す。 

 今後のくいまーるのあり方については、現在進めている中心市街地の立地適正化計画と関連が

ありますが、まだ議論が十分でないことから、私案として、私の案として回答いたします。 

 くいまーるの通学便については現行体制を維持しながら、生活便の利便性向上を図りたいとい

うように考えています。具体的には、くいまーるの発着場を三股駅または五本松団地跡地とし、

生活便の運行コースを川北と川南の２コースとし、巡回便といたしまして、もっときめ細かく

コースを設定するとともに待ち時間の短縮を図り、利用しやすい環境整備に取り組みたいという

ふうに考えています。長田地区については、オンデマンド交通が導入できないか、検討を進めて

いるところであります。 

 いずれにせよ、令和２年度に策定する立地適正化計画の中で議論し、本当の公共交通網の方向

性を示す計画でございます。ですから、今後の方向性については、その中でしっかりと議論し、

またご提案申し上げたいと思います。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  今まで何回か上米公園への出入りの交通安全を訴えてきました。
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見晴らしのよい遊具場、充実しつつあるパークゴルフ場、いよいよシーズン到来になる桜花見と、

そして新しく生まれ変わったアシステッドリビングみまたなど、現在上米公園に多種多様な施設

がそろっています。景観アップを訴えた１２月議会に加え、今回この各施設への交通手段にぜひ

交通安全の意味からもくいまーるを活用すべきだと強く確信します。高齢者の方や、幼児、児童、

生徒などの移動したいときに交通機関に、くいまーるは有効な交通機関です。 

 次に、くいまーるの活用について、通告にあります①から④までの例を一緒に上げてみます。

よって、①から④までのまとめての回答になるかと思います。 

 まず、①くいまーるをパークゴルフ場への交通手段に利用できないかの内容で、昨年９月議会

で提出してもらった資料からここ７年間の生活支援便だけに限るくいまーる利用者数の推移を総

務課にグラフにして作成してもらいました。資料２に入れてあります。ご覧ください。 

 バス利用者生活支援便の推移ということで、４つのコースがありますけども、これは生徒たち

の利用する通学利用者は省いております。生活支援便の推移です。それをわかりやすく、下のほ

うにグラフにしてもらいました。縦軸が人数で横軸が年度で、色分けしてあるのが地区の色分け

です。これ見ますと、長田、梶山地区は、利用者数が非常に、ほかの３地区に比べると高いです。

ほかの３地区も少ないことは少ないですけども、右上がり、ふえつつある状況はこのグラフから

伺えます。 

 利用者数の推移を見ても、いずれもふえつつあるわけですが、町長の回答にもありましたよう

に利便性を高めるための交通体系を考えるとき、まだまだ利用価値を高めることができるのでは

ないかと思います。 

 前後しますが、資料１をごらんください。 

 自転車でパークゴルフ場に向かわれる高齢者の写真を入れました。前のかごに積んであるのが、

スティックというんですか、を前のかごに積んで登っていらっしゃる姿です。週に二、三回プ

レーに来られるようです。一つの事例ですが、決して平たんな道路ではありません。行きはやっ

とかっとペダルを踏み、帰りはブレーキのかけっ放しのようでした。ほかにも同乗者として参加

されない方もおられます。要するに、誰かが連れて行ってくれるなら参加するという方もおられ

ます。大きな大会になると遠方からみえる人も多く、「このパークゴルフ場への車運転はおっく

うだ」、「三股駅からくいまーるを利用できないか」という声もあります。駐車場も７０台収容

と限界があります。 

 そこで、くいまーるをパークゴルフ場への交通手段に利用できるように考えられませんかとい

うのが①です。 

 ②、遊具場利用者の交通手段に利用できないかという内容です。 

 同じく資料１に、右のほうに梅の咲き誇る遊具場の写真を入れました。数本でしたけれども、
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２月は遊具の間に赤白の梅が咲き、三股町が一望に見渡せるとても心地よいスポットです。写真

撮影に来られている方も見受けられます。この遊具場の休日は想像を絶するほどのにぎわいです。

一度行ってみてください。これほどの人が集まるのかというぐらい今にぎわっております。くい

まーるを遊具場利用者の交通手段にできないかという②です。 

 次に、③アシステッドリビングみまた入居者の交通手段に利用できないかという問題です。 

 老人ホーム清流園が民間のアシステッドリビングみまたになって１年経過します。園の性格上、

生活困窮の方が入所されております。入所者の中には、外食をしてみたい、図書館に行ってみた

い、買い物をしてみたい。たまにはたばこを買いに行きたいなどの要望があるようです。そのと

きの手段としては、タクシーを利用せざるを得ないということでした。くいまーるをアシステッ

ドリビングみまた入所者の交通手段に利用できないかという問題です。 

 次に、④中野地区の足として利用できないかという内容です。 

 中野地区のくいまーるの利用も必要ではないかと思います。上米公園経由で考えてみてはどう

でしょうか。地区の代表の方に伺ってみると、この中野地区でくいまーるを利用できることに大

賛成と言われました。今まさにくいまーるの利用は、計画されつつあるコンパクトシティーが魅

力あるまちづくりの実現につながるかどうかの大きな鍵になるものと思います。高齢化の進む中、

交通の利便性を考えます。 

 そこで、今述べた①から④の内容に対して、上米公園経由の新路線の提案についてどう思われ

ますか。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  それではご提案のありました①から④のくいまーるの活用の考え方

についてお答えしたいと思います。 

 ①から④につきましての路線につきましては、三股町地域公共交通会議において取り決めがな

されるものでございます。現在上米公園周辺及び中野地区を結ぶ公共交通路線はない状況でござ

います。上米公園周辺と中野地区のアクセスを実際、地図を広げて確認をしたところでございま

す。今後の路線の見直しや方向性について、地図上で確認をさせていただきました。その中で、

公共交通を運行することによりまして、期待できる効果として考えたところです。 

 まず、上米公園有する公園機能、観光機能をさらに高めることで、交流人口の促進に寄与でき

るのではないか。また、老人養護施設アシステッドみまたの入居者の生活環境の改善・拡充が図

られるのではないか。また、中野地区住民の中心部へのアクセスにより、生活環境が向上される

のではないかという視点、それぞれ利用者のニーズという視点から考えたところです。 

 新たな運行路線の見直しによりまして、そういった総合的な福祉の向上に運行することにより

資することができるのではないかというふうに考えたところでございます。 
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 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  ニーズありということで、非常に前向きな回答だったと私捉えま

した。今言葉に出ました、見直しとなった場合に、どういった周期といいますか、どれぐらいの

周期で見直しがされるのか、またその検討におけるメンバーというのはどういうメンバーで行わ

れるのか、それと方法、そこら辺を、言葉出たんですけれども、もう少し詳しく教えていただけ

ますか。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  この地域公共交通を運用するに当たりましては、路線、新たなバス

停の設置等、そういったものにつきましては、先ほど述べました三股町地域公共交通会議という

のがございまして、その中で事務局のほうで素案を出しまして、その中で決定してくというよう

なことになります。メンバーにつきましては特に総務課、そして町長初め、あとは各事業所、交

通事業所の代表の方々を含めたところ、あとは警察署、あとは国の出先機関ですね、がメンバー

として入っているところでございます。 

 現在、そういったこちらのこの路線の改正、もしくは停留所の新設等の提案が、事項がない限

り適時的には行っていないというところでございますので、そういう案件があったときにはこち

らのほうから開催を呼びかけて、その中で話をしていくという流れになっております。 

 今回のこういった新たな取り組みといいますか、こういった内容等につきましては、こちらの

ほうからそういった意見を聞いた中での集約、どういった方向性ができるのか、そういった素案

づくりを行った上で、それが十分可能なのかどうなのか、その辺まで詰めたところでその案をこ

の交通会議のほうに提案させていただくという流れになるかと思います。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  ぜひこの提案どおり、新路線を開拓してほしいと思います。 

 ほかにネックとなるようなところは今聞いた中じゃなさそうですので、地域のほうもぜひ協力

するところは協力して路線通せるように、交通安全の意味でも、なかなかあそこ下の広域農道が

あって、前からありますように信号がつけられないかとかいろいろあるんですけれども、その意

味でもプラスになると思いますので、素案づくりの中にはそういう意味もぜひ意味は含んでほし

いと思います。 

 そして次ですけども、先ほど町長の言葉からも出ましたけど癩癩課長だったですかね、デマン

ド交通とありますね、ああいうオンデマンド交通とかデマンド交通とかいう言葉よく耳にするん

ですけど、あれについて説明が欲しいんですけど。長田方向は、地区は何かそういうのができた
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らというのもよく耳にするんですけど。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  デマンド、オンデマンドという言い方しますけども、これは要望に

応じるという意味です。例えば、その地域の実情に応じた、地域でそういった独自の要望があっ

た場合にそれに応じる形での交通のあり方、それの考え方というところがオンデマンド、もしく

はデマンドという言い方をしているところでございます。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  はい、わかりました。去年の９月議会でしたか、車両の内容に対

して、大型だけでなくて小型だったらという、小型にしたらぜひまたいい癩癩道路交通法の問題

もあると思いますけども、小型になった場合にもっと本当に来てほしいところにもいけるんじゃ

ないかという案もありましたので、そういう要望もありますので、先ほどの町長の言葉にもあり

ましたように、さらにそういうくいまーるを町のいろんな動脈・静脈として走らせて活性化につ

なげるのには、そういう工夫も必要かと思いますので、ぜひ一考お願いしたいと思います。 

 ⑤番の花見時期の上米公園に利用できないか、これはあくまでも臨時便としての意味合いです。 

 母智丘、石原観音に並ぶ上米公園の桜です。私たちの先輩が七、八十年前に植樹したと聞きま

す。現在、上米壮年でもみじを、毎年１０本程度ずつですが植樹続けています。花見時期だけで

なく、一年を通して集客できる公園を目指して植樹続けています。また、宮田池の景観アップも

含め、住民一同管理整備をやっています。いよいよ始まる夜のライトアップも好評で、花見時期

には町内外から訪れます。くいまーるを花見時期の上米公園利用に、臨時便として活用は考えら

れませんか。あわせて、椎八重公園のツツジ、そして長田峡のもみじ、紅葉、旭ケ丘運動公園の

桜についても同じくこういった臨時便というのは検討する気持ちはないですか。公園の活性化に

つながると思いますが、いかがでしょう。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  上米公園、もしくはまた椎八重公園等も、時期に限定された中での

地域交通、公共交通の運行という点につきましては、現在のところ図っていないところでござい

ますけれども、そういった観光事業という、町の中の事業としてそういったところの必要性等に

ついてはまた企画商工課とも十分話ししながら、まずその対応ができるのかどうかというところ

ですね、臨時的で。今所有しているバスの運行でできるのかどうか、もしくは運転手の問題等も

含め。それができないんであれば、今度はそういった時期的なもんでありますので、オンデマン

ドといいますかそういったものでもできないのか、そういったところも地域でそういうことがで

きないのかとか、そういった考え方もあると思います。 

 また、そのほかにも交通事業所、そういったところの活用の仕方もあるかと思いますので、そ
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ういったところも含めたところで、先ほど申しました地域公共交通会議、こちらのほうでやはり

諮っていくべき内容だと思っております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  要はそういった行きたいところに行けるというという手段として

は今課長あったようにいろんな方法があると思いますので、そこら辺でやはり一番効率のいい、

利用しやすいようなもんがあったらいいと思います。ぜひ前向きに考えてほしいと思います。本

気になるか、挑戦してみようかと思うかどうかの違いじゃないでしょうか。 

 ６番目、⑥です。未使用の貯水タンク１の有効利用はないのかというテーマですけども、実は

町長みずから１２月の議会で上米公園をテーマにしたときに検討事項として上げられましたが、

未使用の貯水タンクですが、遊具場のにぎわいに加え、霧島連山を背景に本町を見おろせる絶好

の展望場所です。県内において、まだ人口のふえている本町、三股には民間においてもさまざま

な魅力を感じ、新しい集客の夢を追っての計画を持っている人もいるに違いありません。未使用

の貯水タンク１の有効利用の計画はないのでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  西畑環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  未使用の貯水タンクの有効利用の計画はないのかのご質問につ

いて、まず現状について回答いたします。 

 ご質問にあります貯水タンクは、水道事業で管理している第１配水池でありますが、昭和

３５年に１池目が、ＲＣ造円筒形で２５０立方メートルを貯水できる配水池として建設されまし

た。その後、昭和４０年、昭和４６年にそれぞれ建設され、３池合わせて１,１３０立方メート

ルの貯水能力のある配水池として供用してきましたが、老朽化により配水池本体からの漏水も見

られたため、平成２６年に中央浄水場に建設された第４配水池の供用開始により、配水池として

役目を終え、現在は水の入っていない状況です。土地については、昭和３５年に水道用地として

取得しており、環境水道課で管理しております。公園敷地として活用する場合には町の行政財産

への移管が必要になると考えられます。 

○議長（重久 邦仁君）  福永都市整備課長。 

○都市整備課長（福永 朋宏君）  ただいま環境水道課長から説明がありましたとおり、水道施設

の配水池としての役割は不要であることから、今後公園用地としての活用を検討したいと考えて

おります。検討整備に当たっては、敷地の場所が景観にすぐれていることを考慮するとともに、

構造物についても生かせないかを含め多角的に検討してまいるつもりでございます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 
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○企画商工課長（西山 雄治君）  今ご質問の未使用の貯水タンクの有効活用についてでございま

すけれども、低未利用公共資産の有効活用という観点から、五本松交流拠点施設推進室において

も検討を行っているところでございます。配水池の内部空間を生かして何らかの施設に改築し活

用するという想定で検討を行っておりまして、これまでの検討状況についてご説明をいたします。 

 想定している活用法について実現可能かどうか、技術者や建築士等の専門家に相談しましたと

ころ、目視ではございますが確認できる範囲への老朽ぐあい等から判断すると、構造物としての

強度的には活用できる可能性はあるということですけれども、構造物としてつくられたものを建

築物に用途がえする上で、建築基準法上のさまざまな基準に適合することを証明するのが極めて

難しいとの見解を得られたところでございます。この配水池は、上米公園の中でも特に見晴らし

のよい小高い丘の上にあるため、配水池の上から都城盆地を一望できます。すばらしい視点

場癩癩展望台ですね癩癩としての価値があるかと思います。 

 またこの配水池は、昭和３０年代から整備が始まった三股町の上水道の最初の浄水施設でござ

いまして、町民の快適な暮らしを支えてきた歴史的価値をもつ水道遺産でもございます。建築物

に用途を変えて活用する法的な難しさはありますが、視点場としての価値と水道遺産としての価

値を残しながら、上米公園の魅力を高めることにつながるような活用法をこれからも引き続き検

討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  各課から意見いただきまして、総合的に検討されているというこ

とがよくわかりました。やはりあの環境を見たときに、本町にとって本当に見晴らしがいい、そ

して今言われた、やたらお金をかけてやる内容とか、総合的に判断したときに何がいいか、でし

たら今のままほっとくのはもったいなと思いますので、それも前向きに開拓していってほしいと

願うとこです。 

 次に、防災意識の向上をというとこで入っていきます。 

 ハザードマップをいただいたんですが、先日各家庭に５年ぶりに新しいハザードマップが配布

されました。 

 改めて伺います。このハザードマップは何を目的とするのでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  ハザードマップの目的についてお答えしたいと思います。 

 今回本町の新たなハザードマップを作成し、住民への配布を進めているところでございます。 

 ハザードマップでは、災害区域、浸水区域、浸水到着時間、避難所、避難場所、主要な避難経

路等や防災情報による避難判断、非常時の備え等が掲載されております。 
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 目的としましては、ハザードマップを確認することによって、災害時に周囲にどのような危険

因子があるのか、どこに避難することが安全なのか、事前の備えは何なのか、災害に対する備え

を個々に意識づけさせることを大きな目的とするものでございます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  なるほど、自分の住んでいるところが、どんな地形の中にあるの

か、また、山、川、池などと自分の住居と避難場所の位置関係をあらかじめ確認、認識するため

マップが配布されたら、そう思います。 

 そこでせっかく配布し放っしではなくて、このマップについてコロナの件でいろいろ総会とか

の話も延期されたり、中止になったりされていますけども、できれば、年度末の各地区の総会な

どにおいて、住民への説明を行うなど、そういった周知が必要ではなかったでしょうか、につい

ては何か周知の方法を考えていらっしゃいますか。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  ハザードマップを活用したところでのそういった避難場所、避難経

路の周知という点についてでございますけれども、まず、このハザードマップにつきましては、

災害に備えた図面上、平面的な視野での確認もしくは指標であるということになります。 

 特に、避難所、避難場所の位置及び主要な誘導路が示されていますが、例えば、ため池決壊、

河川決壊等の浸水区域、浸水到達時間、水深等の状況から、場合によっては避難経路の遮断や時

間の経過に伴う周辺環境の変化に伴い、避難できない場合も想定されます。 

 次に重要なことは、このハザードマップを活用し、立体的視野で本当に大丈夫なのか確認をし、

危険、不安であればほかの避難所、避難所場所の選定及び確かな避難経路を確保することでござ

います。 

 個々の確認、判断には、非常に難しいと思いますので、地域住民の話し合いによるルールづく

りが大変重要であるのではないかというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  後半のほうで、自治公民館で取り上げた内容について質問したい

んですけれども、私は気のきかない人間でありまして、このハザードマップをもらって、大雨の

ときなど避難の際に必要になりますので、家族全員わかる場所に張りましょうっていうこと記入

があるんです。これ張りますと、正面のほうには宮田池が決壊したときに、どういうふうな、何

分にどこが水が来ますよと、どういうふうな避難所ですよとあるんですけども、こう張ってしま

ったら、今度裏見えないし、裏張ったら表が見えないということで、これやったら２枚ないと片
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手落ちじゃないかなと思うんですけど、そこら辺はどうですか。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  確かにおっしゃるとおりで、両面それぞれ内容が書いてありますの

で、それを張ってしまうと裏面が見えないということもあります。本当に配慮が足りなかったと

思うんですが、予算的なところも含めて、そういった両面の印刷が一番妥当だろうというところ

で、そのようにさせていただきました。 

 また、張り方の工夫をぜひしていただきたいというふうに思います。 

 以上です。（笑声） 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  それができたら案を出してもらえるとやりやすいですけど。（笑

声） 

 ハザードマップについて、私質問なんですけど、こちらのほうには水色のゾーンと真っ白の

ゾーンがあって、例えば私２地区にいますから、２地区を見ますと、１次が第２地区交流プラザ、

２次、第２地区分館、３次、三股中体育館とあるんですけど、そして下のほうは真っ白なんです

けど、この水色と白というのは、水色のほうが早く水がつかるという、そんな意味ですか。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  この色は、それぞれ地区ごとにハザードマップの住んでいらっしゃ

る方々に地区別に６ブロックに分けた、を渡しております。 

 今、お持ちのは２地区のだと思うんですが、そちらは、色は水色でつけてあるのは２地区の

方々、２地区、３地区です、の方々が第一避難所として使えるところを示しております。ほかの

１、７、８、９というブロックになりますと、そこの一番近いところ、第一避難所、そちらの色

がつけてあると、黄色い部分につきましては、緊急の避難場所というところでの色づけでござい

ます。白のところは、いえばその地域の方については参考にしていただくというか、そういった

色分けにしてあるところでございます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  わかりました。私質問して、そこに書いてありますよと言われな

いように、いろいろ隅々見て、グリーンになっているところが上の識別のところに０.２メート

ル、０.５メートル、そういうので分けてあるのかなと思ったんじゃなくて、あなたの地区はこ

こですよということで、色分けしてあるんですね。 

 それと、このハザードマップを見ながら感じたんですけれども、私、２地区にいるわけですけ

ど、上米なんですが、宮田池が決壊したときに、決壊後３分、５分とずっと水がこうやって流れ
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出ますということがありまして、そして避難場所が第１次、２地区交流プラザ、２次、第２地区

分館、第３次、三股中体育館となっているんですけど、さっき言いました宮田池から水が流れた

ときに、ここを通り越していく地域に避難所があるというのは、やはり疑問に思うんですけど、

これについては。 

 この１次、２次、３次というのは、どういう順番ですか。まずは１次、そして２次という意味

ですか。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  まず、その１次、２次、３次の考え方なんですけども、一番最初に

第１次、こちらのほうに避難してくださいというとこです。そこがいっぱいだったりというとこ

になったときには第２次、そちらのほうに移動してください、移動といいますか、そちらのほう

に避難してくださいというような捉え方で書いております。 

 それと、今のため池の決壊です。実際、上米の自治公民館のほうで、昨年から自主防災組織の

立ち上げというところで、いろいろご相談を受けております。その中で、ため池の決壊した場合

のハザードマップというのが、昨年別途あったわけなんですが、それをお示ししたときに、自治

公民館のほうから、このため池が決壊したら、ここの避難所は使えんよなというご指摘も受けま

した。確かにそうだと。 

 先ほど、私の答弁させていただきましたが、あくまでこれ目安といいますか、指標というよう

な形で見ていただいときに、現実このため池の決壊、もしくは河川の洪水等になったときに、本

来ここに示してある避難所というのは、本当に大丈夫なのかどうかというところなんです。 

 そうなったときに、重要なのが、自主防災組織によってもう一回ハザードマップを見ていただ

いて、別な避難所への誘導、そこを自主防災組織の中でちゃんと示していくということが大事に

なるんではないかなというふうに思っています。 

 上米地区公民館でいいますと、結果的には自主防災組織の中に、ため池が決壊した場合につい

ては、やはり第１避難所で交流プラザになっているかと思うんですけれども、そちらではなく、

自治公民館のほうでは、三股中学校、こちらの体育館に避難すべきであるということを、防災組

織の中にはうたってあるかというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  わかりました。ハザードマップの目的を知り、絵に描いた餅にな

らないように、現実に有効なものにするために、やはり地域での徹底した確認が行われて、初め

て本当の防災意識の向上につながるものだと思います。 

 先ほどから、課長もおっしゃってますように、あくまでもこのマップを中心に地域でいろいろ
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検討して、本当の自主防災というものをつきとめてほしいという、それが本音じゃないかなと思

います。 

 確認の役割を納得して、災害時に迷いのない行動ができる自信がつくまで意識の向上が必要だ

と思います。 

 なぜ、ここまでしつこく言うかといいますと、先日の先議員も言ってましたけれども、滋賀県

のＪＩＡＭの議員研修で、防災と議員の役割というタイトルで研修がありました。 

 その中で、災害に遭われたほとんどの方がまさか自分が災害に巻き込まれるとは思ってなかっ

た。自分は大丈夫だと思っていたと言われているという事実です。避難行為については、空振り

は結構だが、見逃しはアウトとも言われました。 

 特に、三股町は津波のおそれはありませんが、山津波のおそれはあります。熊本、えびの等は

身近な地域での地震災害です。本町は防災意識が少し薄いのだと思いました。 

 順序が前後しますが、自治公民館における自主防災組織のあり方はという内容で質問したいと

思います。 

 私は上米自治公民館にいます。資料３をごらんください。 

 資料３に自主防災組織の使命と必要性、上米自治公民館ということで、そこに付されています

けども、こういった資料配布のもとに組織の立ち上げの検討を行われました。 

 セルフディフェンスの精神、自分や自分の家族は自分で守る。自分のまち、地域は自分の隣人

は、自分たちで守る。自発的な組織でなく、自分、家族、隣人で、自分たちの町を守る自主防災

組織。 

 そしてこの研修でもよく出てきましたが、よく耳にするのは、自助、自分で自分を助ける、共

助、ともに助ける、そして公助と出てくるんですけれども、そこで最も大事なのは近助、近くの

を助けるのと、近所、隣という意味でしょうけど、この近助の精神、自分の安全と同時に近隣の

安全にも心を配る、そして向こう三軒両隣でつくる防災組織、防災隣組というんですか。 

 いざというときだけではだめ、日ごろの見守りなど、常に安否確認チームとして、人と人との

結び合いを深めることが大切。自主防災組織の使命ということで、そこにあります。 

 そして、その下にあるのは、滋賀の研修のときにもらった資料の中の一部をそこに添付しまし

た。 

 超高齢化社会の備えの基本理念、支援者が減少し、要支援者が多くなる、そうなったとき、超

高齢化社会にいたからこそ、軽易に自助、共助の仕組みを高齢者こそ自助をすべきとか、自助が

共助を可能にする、すると共助が公助を有効にするとありますけど、次のページに④のとこです

けども、実はこれが上米自治公民館自主防災隊編成表でございます。 

 その内容を見ますと、対策本部が、四角で点線で囲ってありますけども、隊長が公民館長、本
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部班に、副隊長が副館長、班長が壮年会長、そういった地域の防災とは抜きの役員の方がそこに

ずらっと名前が入ります。ですから、消火班については壮年会長、副会長が班長になり、避難誘

導班には班長といった、そういった感じで通常の地区の組織の人間がそこには充て職みたいに入

った状況になっております。 

 これについて、上米地区では、毎年役員がかわるわけで、年々防災機能を充実させていくもの

であれば、果たしこうやって組織が変わっていくということは、メンバーがかわっていくという

ことは、この状態というのは自主防災組織を充実、拡充させていくにはいいのかどうかというの

を質問しようと思うんですが、実はこれに取り組んだ自治公民館の役員の方とも話をしてみまし

た。 

 そうしますと、なるほどと思うところがありました。こういった組織において、どう思うかと

いうのを先にお聞きしたいと思います。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  上米自治公民館の組織編成表でありますけれども、マニュアルとい

いますか、大体こういった自治公民館を単位とした組織の編成という形においては、こういった

参考といいますか、そういった中で、各自治公民館が話し合いをして、組織表をつくっていただ

きたいということで上げているもんでございます。 

 ただ、今言われましたとおり、自治公民館内においては、館長が１年でかわるとか、ほとんど

全役員が１年でかわってしまうところもあれば、長年かわらないとこもある。自治公民館はそれ

ぞれまた体制のもち方についてとか、役員の任期等について、非常にそういうとこあるかとお思

いますが、ただ、組織、命令系統を一本化するというのに当たっては、これとまた別組織で編成

をした場合に、非常に伝達事項が混乱するんじゃないかなというふうに思います。 

 こういった地区の代表者ということを充てることによって、うまいぐあいに命令、伝達、こう

いうのが伝わっていくんではないかなというふうに思う点からすると、こういった組織の編成の

仕方というのが一番妥当ではないのかなという気がします。 

 ただ、自治公民館によって、そういった形で人がかわって、単年でかわっていく、するとその

組織の内容自体がわからなくなってしまうという欠点はあるかと思いますので、さらなる工夫と

しましては、その組織の中にある程度役職以外の方々をちゃんと配置していく、内容をわかって

いらっしゃる方を配置していくという考えが重要なのかなと、特に、この前も出ました、防災士

です、この方々を地区でも育成した上で、そういった方をちゃんと役員とかそれじゃなくて、そ

の組織の中の重要な位置づけ、ポストということで、取り入れていくということが大事じゃない

かなというふうに思います。 

 以上です。 
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○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  限られた人間が継続するよりも、年々新たな役員が任につくとい

うことが防災に関する意識向上が拡大していくと思います。 

 地域活性化につながります。そのほうが現実的で、機能的で効果的に発揮できると思います。 

 実は、連絡網にしてもそうですけども、ある連絡網はこういう役員の連絡網、ある連絡網はこ

の役員の連絡網、例でいうと、例えば、農協関係、農業関係の連絡網にしても一つの役員のルー

トができると、やはりそれを当て職ないけども、同じ役員でやったほうが、ある連絡はこっちか

ら来て、ある連絡はこっちから来てという、行く人は同じだけれども、用途によって違うという

のは、非常に非合理でわけのわからんようになる可能性がありますので、その考えは、私もそっ

ちのほうがいいと思います。 

 かえって参加者もふえてくるし、経験者もふえてくるし、意識も高まってくるんじゃないかと

思います。今、ちょっとアドバイスがありましたけど、そういったものでぐるんぐるんかわった

ところで、何もよくわからんわと帰ってきませんので、恐らく上米の組織の中にある、左側にあ

るアドバイザーとか、消防署ＯＢ等とか、この方々がそのリード役じゃないかなと思いますけど、

違いますか、そうですか。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  今、おっしゃったとおり、中では十分把握はしてないんですけど、

確か上米自治公民館には消防署におられたＯＢの方がいらっしゃる、２名でしたか、その方がこ

こにアドバイザーとして消防署ＯＢということで入ってらっしゃるんじゃないか、こういう方た

ちを中心にずっと組織の中にいていただいて、組織の運営と、また組織のあり方とか、そういっ

たものを引き継いでいっていただきたいと。 

 それと、先ほど言いましたように、防災士です、そちらのほうの育成というところを、各地域

でしていただきたいなというふうに思っております。 

 平成３０年度現在、今、該当となる上米地区の防災士の数を確認してみますと、３名しかいら

っしゃらないということでございますので、ぜひ自主防災組織の立ち上げとともに、防災士の育

成というところにも力を入れていただきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  わかりました。それもアドバイスしていきたいと思います。 

 自主防災隊編成表をつくるに当たって、５ページの資料なんですけども、⑤上米自治公民館自

主防災に関するアンケート結果というのを、そこに資料に入れました。実は、これ上米でやった、

実施は去年の１０月２６日から１１月１０日の範囲でやって、配布戸数が３４６戸、回収戸数
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２９４戸で、回収率８５％というアンケートの結果です。 

 この結果を読んでみますと、例えば、あなたが現在危険だと感じる災害は何ですか。４４％が

地震、そして４２％が台風、洪水、浸水というのが１０％となっています。 

 そこの考察のところを見ますと、上米地区の地形、特性として、河川や急傾斜地土石流区域で

ないため、地震４４％、台風４２％、２つの災害が突出している。次に、洪水、浸水、土砂災害

の順となっているが、これは宮田ため池の決壊による危険性が影響しているものと推察されると

いうことがあります。 

 問いの２番、避難勧告などにより、避難所に避難したことがありますか。避難したことはない

９９％、避難したことがある１％です。町が指定している避難場所はどこか知っていますか。知

っているが７５％、知らない２５％。 

 右のほうに行きまして、町が作成しているため池ハザードマップを見たことがありますか。見

たことがある４９％、見たことがない５１％。避難しなかった理由は何ですか、自宅が安全だか

ら８０％、他人の手助けが必要だから４％、避難情報がわからない９％。 

 最後に、万一に備えた防災対策を何か行っていますか。これは家具類の固定とか、食料品の備

蓄、家族間の安全確認、避難場所の確認ということであります。その下のコメントに上記では示

してないが、少しでも何らかの防災対策を行っているとの回答が全体で７３％と自助防災の意識

は高いことがわるとありますけども、今後とも、自助防災対策の拡大と継続性が求められるとい

うことで、コメントでそう言っていますけども、このアンケートそのものについては、これはた

またま上米のアンケートですけども、恐らくどの地区でも似たような認識じゃないかなと思いま

すけど、このアンケートについて何かコメントありますか。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  上米自治公民館が独自にとられました防災に対する意識調査という

ところでありますけども、当然それぞれの地域、地域で違うと思うんですが、上米につきまして

は、やはりため池というところ、非常に災害の可能性としては危惧されているのかなというのを

感じたところです。 

 あと、避難しなかった理由というのは何ですかということであるんですけども、自宅が安全だ

からと、これもひとつは自助の考え方で、私はその考え方も一つは大事だなというふうに思って

います。 

 災害が来たから必ず避難所に行かなければいけないという考え方ではなくて、その状況判断と

いうのも大事であって、自宅での安全性を確保する、そういった中にちゃんとした食料の確保も

行う、衣服も行う、確保を行うという現状においては、こういった自宅が安全というところの考

え方としては、いいのかなというふうにも思っております。 
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 あと防災対策は何か行っていますかという質問なんですけども、これについても、ここでは自

主防災組織の意識は高いことはわかるというふうに書いてあるんですけれども、特に地震です。

そしてため池の決壊という、この２点で考えていった場合に、さらにまたどういうものが準備し

ておく必要があるのか、その辺は十分考えていただければなと思います。 

 特に、今回のハザードマップも含めてなんですけれども、裏面に事前の備えということで、災

害に対するいろんな事前に備えておかなければいけない品物、チェックリスト等も載っておりま

すので、そういったものを十分チェックしていただければ、ありがたいなというふうに思ってま

すし、全てが事前の備えというものをちゃんとやっておくというところが一番大事なのかなとい

うふうに感じたところでございます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  私も、アンケートの中で、課長が自宅安全だからというところを

捉えられた内容について非常に興味を持ったんですけど、ここが自助の始まりだという内容をお

っしゃられましたけど、ならばこそ、本当に地域での自助、共助という、近助、あわせてこうい

う真剣に自分の身となって、検討会というのが必要だなとつくづく思います。 

 以前、２地区で防災訓練があったときの状況を浮かべるんですけれども、真剣度がないという

か、緊迫感がないなというのを物すごく感じました。 

 私、先ほど言いました、滋賀県のＪＩＡＭでやった、空振りはいいいけども、見逃しはだめと

いうのは、避難することが丸と、そう捉えたんですけれども、今、課長おっしゃった自宅安全だ

からという、安全だからという備えをしているという、この訓練というのは、やはり地域での訓

練が必要じゃないかと思いますし、自助の自信じゃないかと思いますので、ぜひ近いうちに、こ

ういった内容の検討会を各地区やるような連絡を徹底して流してほしいなと思います。 

 次の質問にいきたいと思います。 

 福祉課、高齢者支援課の防災計画はどうなっていますかということを質問したいと思います。 

○議長（重久 邦仁君）  川野高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（川野  浩君）  福祉課、高齢者支援課の防災計画はいかにということでお答

えします。 

 高齢者支援課では、台風や大雨等で災害が発生するおそれのある場合、避難支援が必要な高齢

者が支援を受けられるよう、三股町地域防災計画に基づき平成２３年３月に策定した、三股町災

害要援護者避難支援プランをもとに、民生委員の方々にお願いし、避難行動要支援者名簿の作成

を行っております。 

 対象者は、避難支援が必要な６５歳以上の高齢者で、ひとり暮らしの方や、７５歳以上の高齢
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者のみの世帯の方々、要介護３以上の方となっております。 

 また、警戒レベル３が発令された場合、要支援者に対し、誰が支援を行うかについても、家族

や地域の方々、高齢者支援課の職員、消防団など、さまざまな方々に協力をお願いし、避難誘導

を行っております。 

 昨年６月、２地区において実施された防災訓練では、地域の方々にご協力をお願いし、要支援

者として高齢者支援課の職員が２地区交流プラザまで避難誘導する訓練を実施したところであり

ます。 

 また、台風においては、災害対策本部設置のもと、要支援者名簿に基づき電話連絡を行い、避

難の有無について確認をし、避難誘導を行ったところであります。 

 ケアマネジャーやサービス事業者につきましては、研修会を実施し災害時の対応について協議

を行っています。今後の課題としましては、要介護３以上の介助の必要な方々については、対応

できる介護施設と協定を結び、避難時の協力体制を確保したいと考えております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  齊藤福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  福祉課の防災計画についてのご質問にお答えいたします。 

 本町では、地域防災計画に要配慮者等安全確保体制の整備として、社会福祉施設等の防災体制

の充実や避難行動要支援者の救護体制の整備について記載しております。 

 また、援護者の避難支援を迅速かつ的確に行うために、地域において支援が必要な人を特定し、

その一人一人についての避難行動計画等を定める災害時要援護者避難支援プランを策定しており

ます。これ高齢者と同様です。 

 避難支援プランに基づき、障害のある方の調査を障害者基幹相談支援センターが行い、避難に

支援を要する人を福祉課職員が再度調査し、避難計画と避難行動要援護者名簿の作成をしていま

す。事前に自治公民館や民生委員、近所の方々等の地域協力者に情報提供し、地域で支え合い、

災害に備えております。 

 今年度の実施状況としましては、７月、８月の豪雨や台風襲来時に、避難支援プランに基づき、

基幹相談支援センター職員が福祉避難所となっております、総合福祉センター元気の杜に避難支

援を行っています。 

 災害時の円滑かつ迅速な対応のためには、各種対応を平時のうちに具体的に考えておくことが

重要だと考えております。 

 そのためには、現在行っています行動避難計画等を定める災害時要援護者避難プランと、避難

行動要支援者名簿の作成を継続し、また、社会福祉協議会に設置しています障害者自立支援協議

会においても、事業者、関係者等とともに防災について考えてまいりたいと考えております。 
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 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  名簿の整理とか、両課ともですけど、実際にそれに基づいての防

災訓練の実施というのは十分されているんですか。 

○議長（重久 邦仁君）  川野高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（川野  浩君）  先ほども申し上げましたとおり、昨年の６月に防災訓練の折

に、地域の方々に協力いただいて実施しております。そして、要援護者名簿には、現在２３名の

方が名簿登載されておりまして、年齢や住所、連絡先、要介護度、担当ケアマネジャー、体調や

現在の状況などさまざまな個人情報が確認できるようになっております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  齊藤福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  福祉課においては、高齢者のように障害者の訓練は今のところ実施

していない状況です。訓練も必要と思われることから、訓練について今後検討してまいりたいと

思います。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  来年度の計画にぜひ充実した内容で入れていってほしいと思いま

す。 

 つい防災となると、総務課ということを言ってしまうんですけども、いろいろと考えると、高

齢者支援のとこ、福祉課のところ、ここが一番目を向けないといかんところじゃないかなと思い

ますので、来年度にこういった訓練の実施を計画の中に入れて、充実させてほしいと思います。 

 続きまして、建国大学野球部の来町を町の活性化へということで、質問していきたいと思いま

す。 

 ことしも３年連続で、本町へ韓国から建国大学野球部が、選手２８名、コーチ２名、監督、父

兄、総勢３５名、合宿に来ました。１月１７日から、２月１４日まで、約１カ月の滞在でした。

宿泊は都城のロイヤルで、中１日は高城のキャンプ場を利用したみたいですが、ホテルと空港往

復や旭ヶ丘運動公園往復の移動、そして昼食、供給も全てロイヤル担当でした。 

 本町に対しては、旭ヶ丘運動公園野球場の貸し出しと日常必要な日用品の購入は、三股町の店

を利用するようにと協力してもらいました。 

 そして、２月７日の町長初めとする町内各種団体との商工観光行政の交流を目的とした交流会

においては、監督及び選手、コーチ陣と、昨年よりさらに親睦を深めることができたのではない

でしょうか。 
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 合宿申請が昨年の１１月と遅かったせいもあると思いますが、資料６に写真を入れました。グ

ラウンドの整備をしているのが右で、そして左は本部席の後ろですけども、屋根が壊れて雨漏り

がする状態。そして、左図面においてあるのは、置き去りの一輪車ですけれども、全く使えない

一輪車が最初から最後まで置いてありました。 

 右のほうは下のほうに子供たちが遊ぶ公園があるんですけれども、そこへの飛球が平気で飛ん

でいっていまして、鋼球ボールを防止するバックネットも必要だなと感じたところです。 

 ことしの合宿誘致の状況をどう捉えておられますか。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  ことしの合宿誘致の活動状況につきましてお答えいたします。 

 ことしも韓国ソウルから建国大学野球部、チャ・ドンチュル監督以下２６人が、本町への合宿

を１月１７日から２月１４日までの約１カ月間行ったところでございます。 

 昨年からの日韓関係の冷え込みによりまして、多くの韓国プロ野球団や大学野球部等が日本で

の合宿を見送ったり、縮小したりする中において建国大学野球部が例年どおりのスケジュールで、

本町に来ていただいたことは非常にありがたく、また誇らしくも感じているところでございます。 

 これは、本町での合宿を定着化してもらうために、ピッチングマシーンやバッティングケージ

などの必要な整備を行ってきたことと、昨年度はおもてなしとしまして、歓迎セレモニーや子供

たちとの野球教室、社会人野球チームとの親善試合、そして親睦会などを開催しまして、信頼関

係と親交を深めてきたことが、このたびの合宿に結びついたものと考えております。 

 ことしも、先ほど議員がおっしゃったとおり、２月７日に親睦会を開催しておりまして、さら

に親交を深めたところでございます。 

 今後も、建国大学野球部との友好関係を育てていきまして、町の特産品であったり、観光地等

を紹介するなど、町の活性化につながるような取り組みを行ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  先日、交流拠点検討の進捗状況説明会が行われました。私はその

中で質問したのですが、横断的組織体制の構築が必要という文言が出てきました。具体的に横断

的組織体制の構築が必要とはどういう意味ですかと聞きましたところ、回答は各課から必要と思

われるメンバーが選出されて構成される組織のことで、垣根を越えて目標達成の組織づくりのこ

とだと答えられました。 

 垣根を越えて目標達成の組織づくりのことだと答えられました。大なり小なり、また長期や短

期においても、今回のこのような柔軟なフレキシブルな体制が必要ではなかったかなと思いまし

た。 
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 今、企画課長のほうからもお話がありましたけれども、年々積み重ねていって、受けるほうも、

来るほうも、非常に親睦を図られてきているという状況にあります。 

 今後の誘致に対する改善内容を具体的にお聞きします。 

○議長（重久 邦仁君）  福永都市整備課長。 

○都市整備課長（福永 朋宏君）  野球場の環境改善という点から、都市整備課のほうからお答え

いたします。 

 グラウンドの整備については、現在、建国大学の合宿にあわせ、スポーツトラクターによるエ

アレーションとレイキかけを実施しております。 

 実施時期は合宿の１カ月前と直前の２回です。 

 ただ、今回のことを踏まえまして、改善ということで、先日現場に赴いております。操作員で

ある委託職員とスポーツトラクターに取りつけるアタッチメントの機能確認を行いました。 

 現在までエアレーションという機能を純粋に使用しておったのですが、その中で別機能で表面

を、深くはないんですが浅く掘り起こす機能があることがわかりました。今度からそれを使って

ちょっと何回か試しにやってみて、梅雨の時期等を含め、現場の確認をし、前に進めたいという

ふうに思っております。 

 あと、本部席の補修については、本部席上の雨漏りにより天井板が腐食し、電気配線にも影響

がある状態となっているため、令和２年度に修繕料の予算計上をし、この議会に上程しておりま

す。 

 遊具場への飛球防止のバックネット設置については、旭ヶ丘運動公園の新たな整備計画の中で

検討案件とさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  はい、わかりました。ぜひその改善をお願いしたいと思います。 

 単なる誘致に関してだけではなくて、この合宿の継続は本町の活性化につながる要素を多く含

んでいると思います。来年は本町の合宿所を数日間は利用すると、町長と監督は約束されていま

した。 

 昼食もよかもんやが担当したり、本町商工会の出番です。空き家を民泊に実施をすることも考

えられると思います。韓国語の通訳にたけた人も町内に多くおられます。建国大学のチームレベ

ルといえば、昨年のメンバーから１人韓国のプロへ行ったようです。ことしのメンバーからは

２人行くのではと言っていました。 

 子供との野球教室、また県内野球チームとの練習試合、地域との交流、そしてまた宮崎県産業

経営大学の野球部や、熊本の東海大学の野球部との試合を計画していけば、本町での合宿がさら
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に充実したものになると思います。 

 あくまでも、この合宿は一つのきっかけです。このように建国大学との合宿の縁をきっかけに

本町の活性化を願うものです。行く行くはソウル市と三股町との友好都市関係に発展させていけ

ると思います。確実に友好の一途をたどっていると思います。 

 町長、都城がモンゴルとの友好関係じゃありませんが、三股町とソウル市との友好関係、これ

への意気込みをぜひお聞かせください。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  合宿誘致をさらに推進するということでお答えさせていただき

ます。 

 昨年６月に本町に合宿所ができまして、既存の民泊も２軒ありますので、そちらのほうの利用

促進とさらに合宿誘致をするということで、推進するということで、関係人口等を増加させ、地

域の活性化を図るということを目的に合宿をした、実施した方々へ対しての補助金制度を策定し、

その予算として令和２年度の一般会計予算に計上しまして、本議会に上程させていただいたとこ

ろでございます。 

 先ほど、議員がおっしゃいました、ソウル市と三股町の関係ということで、韓国の建国大学を

足がけにして、そういった良好な関係というのが結べていければ、大変うれしいことだと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  我が町は、ご案内のとおりアスリートタウン三股というスローガン掲

げながらまちづくりやっているところなんですが、この合宿誘致、建国大学野球部が本町を訪れ

るということは大変、スローガンの一翼になるんじゃないかなというふうに考えています。 

 そして、また本町のほうの経済の活性化にいかにつなげていくかというのが課題でありますけ

れども、ただいまありましたように、合宿所もできます、そして民間のほうも２件ほど手を挙げ

ておりますので、そのあたりのところと連携を図り、そしてまたいろんな食料品と、この昼のお

弁当と何らかの形で、本町のほうに依頼があれば、応えていって、そして町の活性化につなげて

いくという意味で、大変重要な取り組みかなというふうに考えていますんで。 

 そして、また、大きくいえば、言われるようにソウルという大きなまち、大変大都会でござい

ますけれども、そういうところと縁が深くなれば、またいろんなつながりができて、本町の活性

化につながっていくんじゃないかなというふうに思います。 

 そういう意味合いでは、建国大学の縁を大事にしたいというふうに考えています。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 
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○議員（５番 福田 新一君）  本当、町長、やろう、やろうという人間がいっぱいおります。町

内に。 

 そういった展望を、そうしたソウル市と三股町が友好関係になったんだよとなると、行き来も

盛んになってきて、今のコロナはちょっと別ですけども、そういった意味では発展の要素をいっ

ぱい含んでいるな、三股町が活性化する要因はいっぱい含んでいるなと思っていますので、また

協力していただきたいと思います。 

 それで、最後なんですけども、一般質問の中の一番最後にこそっと書いていますけど、４番目

旧町立病院の取り扱いということで出したんですが、これ三股町の持ち物でもありませんので、

ここに話題に出すのはどうかと思うんですけど、ただ、現在三股町の持ち物ではないんでわかっ

ているんですけども、旧町立病院の現状を話題にすることを、町の中央部に位置して、廃墟状態

が続く姿に打つ手がないものかと思うもんですから上げました。 

 特に、中学校の運動会時には話題となりますし、町としては、今のところ見て見ぬふりという

のは非常に汚い言い方かもわかりませんけど、突破口を開くような何か作戦といいますか、そう

いうものはあったらと思うんですけど、今、大体どういう方向性にあるかだけをお聞きしたいと

思います。 

○議長（重久 邦仁君）  副町長。 

○副町長（西村 尚彦君）  それでは、私がかつて町立病院担当だったもんですから、私のほうか

ら回答させていただきたいと思います。 

 旧町立病院は昭和２９年に開院しております。当時は非常に三股町が結核がはやっておりまし

て、結核病床を備えた１００床の病院ということで、当時は民間の病院も少なく、当然この圏域

で公立病院としては１つでした。 

 それから約５０年にわたり、町民の健康保持ということで貢献してきたところなんですが、そ

の間も、いろんな診療科の変更もあり、医者の入れかわりもあり、当然お医者さんは宮大から先

生が派遣されていますから、常に先生はかわるような状況でした。 

 そうこうしているうちに、新研修医制度というのがありまして、医者の引き上げというのがあ

りました。当時、町立病院は４人の常勤のお医者がいたんですが、３人引き上げになりまして、

結局お医者が１人になったということで、経営難になりまして、平成１８年３月をもって町が直

営の病院経営というのは終わったということです。 

 その後、いろんな病院経営について協議されたんですが、譲渡を前提としました指定管理者を

立てまして、運営を行って来ました。まず医師会病院で、医師会が指定管理者で、病院経営とな

りました。医師会病院が続かず、その後小牧病院が指定管理者として運営を行ったところなんで

すが、最終的には譲渡に至らず、平成２１年４月に都城にあります戸嶋病院というところに有償
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譲渡になったところでございます。 

 戸嶋病院に有償譲渡になるときには、病院経営を継続するというのが譲渡の条件ということで、

２１年４月から診療が継続されたところなんですが、平成２２年１０月に経営難を理由に突然の

休診というふうになっております。 

 議会等でも当時契約違反ではないかという指摘もありまして、町村会の顧問弁護士等にもいろ

いろ相談したところなんですけれども、契約違反には至らないということでございます。 

 しかしながら、病院経営というのが条件でしたので、町長含め、町としても診療の継続という

ことでお願いに行ったところなんですが、診療の再開はなされず、ご存じのとおり、今のままと

いうことで建物も老朽化が進み、敷地も荒れたままというような状況になっております。 

 また、休診になった以降、先ほどありましたように、敷地の利用です、中学校からとか、いろ

んな周りの保育園、幼稚園から、駐車場として借りられないかという相談もありまして、町とし

ても戸嶋病院のほうに要請をしたところなんですけれども、管理上の問題から、貸し出しはしな

いということになっております。 

 また、何も使わないなら買い戻したらどうだという話もあって、そういう相談もしたところな

んですが、向こう側としては病院開設に伴いましてかなりの資金を投入したということで、その

買い戻しというのも実現に至ってないところでございます。 

 当然、病院が休診した後に、これどうするんですかという話を聞いたところ、当時は老人福祉

の施設をつくりたいという話でございました。 

 今回のこの一般質問が出て、また向こうの理事長のほうに連絡とりまして、お話したところ、

当時は老人福祉施設ということでやっていたんですが、今のところ白紙状態ということでした。 

 今後について、もし今後何か利用があるときには、ぜひ町のほうにも一報いただきたいという

ことはお願いをしております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  わかりました。 

 ほったらかしじゃないという状況もよくわかりましたし、隣町でありながら、ともにこの盆地

地域では、お互いに持ちつ持たれつという意味合いもありますので、そこら辺はまた情報が入っ

たときに、今度町をつくる、中央に値しますし、大事な位置じゃないかなと思いますので、前向

きに検討していってほしいと思います。 

 以上で、一般質問の質問終わります。 

○議長（重久 邦仁君）  以上をもちまして一般質問は終了します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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○議長（重久 邦仁君）  本日の全日程を終了しましたので、これをもって本日の会議を散会しま

す。 

午後３時44分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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                             令和２年３月６日（金曜日） 

 

議事日程（第４号） 
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 日程第１ 総括質疑 

 日程第２ 常任委員会付託 
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本日の会議に付した事件 

 日程第１ 総括質疑 

 日程第２ 常任委員会付託 
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────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 
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職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局長 兒玉 秀二君        書記 矢部 明美君 

                 書記 佐澤 やよい君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  木佐貫 辰生君  副町長  西村 尚彦君 

教育長  石崎 敬三君   総務課長兼町民室長  白尾 知之君 
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企画商工課長  西山 雄治君   税務財政課長  黒木 孝幸君 

町民保健課長  横田 耕二君   福祉課長  齊藤 美和君 

高齢者支援課長  川野  浩君   農業振興課長  上原 雅彦君 
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午前10時00分開議 

○議長（重久 邦仁君）  おはようございます。ただいまの出席議員は１２名であります。定足数

に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．総括質疑 

○議長（重久 邦仁君）  日程第１、総括質疑を行います。 

 総括質疑は、今定例会の初日に提案された全ての案件に対しての質疑であります。 

 質疑の際は、議案番号を明示の上、質疑を行ってください。 

 また、くれぐれも議題以外にわたったり、自己の意見を述べるなど、一般質問のようにならな

いようにご注意願います。 

 なお、質疑は、会議規則により、１議題につき１人３回以内となっております。 

 また、自己の所属する委員会が所管する議案及び全体審議に係る議案に対しては、常任委員会

の場あるいは全体審議の場で行ってください。 

 それでは、質疑はありませんか。指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  議案第１６号で、一般会計予算書のところですが、こういうふう

には話をしたんですけど、この予算説明の中の、先導的官民連携支援事業というのが出てきます。

予算内訳を見ると、国庫支出金が１,４００万、一般財源が９８万２,０００円、物すごくすばら

しい補助金なんだけれども、これに対する説明をお願いしますというふうに言ったんですが、こ

の資料も何もついていないんですけれども、きょう配っていただくということにはならないんで

すか。それとも、これについて、私の悪い頭でも理解できるようにきょう説明してもらえるんで

すか。よろしくお願いします。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  先導的官民連携支援事業について、ちょっとご説明をさせてい

ただきます。 

 これは、国土交通省の所管の事業でありまして、地方公共団体が先導的な官民連携事業の導入
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の実施に向けた検討、つまり、ＴＰＰ、ＰＦＩなどの官民連携の手法を用いるかどうかの判断を

するための調査をコンサル等の事業者等に調査依頼をする委託費を全額国費による定額補助とし

て助成されて事業として行うものでございます。 

○議長（重久 邦仁君）  指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  かく言うんですけど、導入するかどうかを検討するというふうに

言われましたけれども、私のちょっと調べた中では、導入するためのというふうにしてあるんで

すけれども、そこが一番、あとは審議するとして、そこのところが少し足りんかったなというふ

うに思っています。 

 次に、同じく議案なんですが、スポーツ文化合宿補助金というのが同じ説明資料のそのすぐ下

の段に書いてあります。これについては、補助交付金と書いてあります。補助交付金であれば、

補助金の交付条例、交付規則、交付要綱なんかあるはずですけれども、この点にはついていない

んですけれども、要するに新規ですよね。新規。要するにこれを補正するということであればそ

れは当該の委員会でもいいと思いますが、新規であれば、何か説明資料が、ただここに書いてあ

るこの３行ぐらいではなかなかわかりづらいし、もし要綱であれば要綱を先に配るべきだと思う

し、というふうにも考えて質問をしました。 

 例えば、都城市も同じようなのがあるということでしたんですけれども、こういうことだとい

うのがわからないと、例えばスポーツ合宿の考え方、この例を見たら、三股町の人も利用できる

のかなというふうに見えたわけです。だから、もう少し詳しく。町民がここで合宿しても大丈夫

なんですか。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  これは町外の団体等ということで制限を設けさせていただいて

つくっております。 

 以上です。（発言する者あり） 

○議長（重久 邦仁君）  再度課長が答えるそうですが、いいですか。西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  補助金交付要綱ということで策定はしているところでございま

す。 

 規定を申し上げますと、町外の団体とアマチュアの団体になりますが、そちらのほうが文化的

もしくはスポーツ的な合宿を町内の施設を使って町内に宿泊した場合に、その食費を除いた部分

の宿泊費に対しまして２分の１、ただし２,０００円を上限。またさらに、１団体３０万円を上

限にしまして補助としという形で交付するものでございます。 

○議長（重久 邦仁君）  ほかにありませんか。上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  昨年の秋から消費税が１０％になったわけですが、この消費税
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のことについてお尋ね……。 

○議長（重久 邦仁君）  ちょっと済みません。議案番号を提示して質問、質疑お願いします。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  済みません。議案番号１６号、一般会計予算です。消費税のこ

とについてお尋ねいたします。 

 この１０％になったことによる影響なんですが、町民の負担する８％から１０％になった比較

と、それから、町がいろいろな物件費とかそういうふうなことで支払う消費税、８％と１０％の

比較、それをお尋ねいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  黒木税務財政課長。 

○税務財政課長（黒木 孝幸君）  お答えいたします。 

 令和元年度が年度途中で、適用がそれぞれずれておりますので、前年度との比較というのはな

かなか難しい関係で、令和２年度の当初予算に対しまして、８％の場合と１０％の場合というこ

とで試算をいたしました。 

 まず、歳入です。町が受け入れ組合歳入につきましては、８％と１０％の差ということで、

８７万３,０００円の収入増ということになります。歳出におきましては、町が支払う金額にな

りますけれども、４,１９５万８,０００円の消費税アップの影響額があるということになります。 

 また、それ以外に、地方消費税交付金を１０％に上がった部分もありますので、歳入といたし

まして約５,９００万ほどの増収を当初予算で見込んでいるところであります。 

 また、参考までにですけれども、地方交付税ですけれども、地方交付税の原資といたしまして、

消費税が１９.５％充てられるということに法定で決まっておりまして、消費税の総額に対する

割合としましては２５.５％を占めているということで、本町の今年度当初予算で今計上してお

ります２７億程度の地方交付税の中でその率で考えますと、６億９,０００万ほどが含まれてい

るというような計算になるようでございます。 

○議長（重久 邦仁君）  上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  この最初の金額８％のときの入りと８７３万、その金額という

のは、町の収入、それとも我々町民が負担する金額を知りたいんです。我々が負担する金額と、

それから町が今度は物件費とかいろいろなことで負担する金額、その差額を聞いているんですが。 

○議長（重久 邦仁君）  黒木税務財政課長。 

○税務財政課長（黒木 孝幸君）  最初にお答えいたしました歳入の８７万３,０００円というも

のが使用料なりそういうものに町が消費税１０％転嫁して収入する。ですから、町民の方とかか

らいただく部分の増になります。 

 と、後段の４,１９５万８,０００円というのが歳出側になりまして、町が消費税の２％アップ

に対して支払う分の増額分ということになります。 



- 149 - 

○議長（重久 邦仁君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．常任委員会付託 

○議長（重久 邦仁君）  日程第２、常任委員会付託を行います。 

 お諮りします。各議案は、常任委員会付託表案のとおり、それぞれの常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。 

 よって、各議案は付託表案のとおりそれぞれの常任委員会に付託することに決しました。 

 各常任委員会におかれましては、審査方よろしくお願いします。 

 なお、各常任委員会におかれましては、委員会の審査日程を協議を上、本日中に事務局に提出

くださるようお願いします。 

 しばらく本会議を休憩し、全員協議会とします。 

午前10時13分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔全員協議会〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時18分再開 

○議長（重久 邦仁君）  休憩を閉じ、本会議を再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（重久 邦仁君）  それでは、以上で本日の全日程を終了しましたので、これをもって本日

の会議を散会します。 

午前10時18分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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 日程第３ 質疑（議案第１号から議案第２８号までの２８議案） 

 日程第４ 討論・採決（議案第１号から議案第２８号までの２８議案） 

 追加日程第１ 意見書案第１号上程 

 追加日程第２ 意見書案第１号質疑・討論・採択 

────────────────────────────── 

出席議員（12名） 

１番 田中 光子君        ２番 堀内 和義君 

３番 新坂 哲雄君        ４番 楠原 更三君 

５番 福田 新一君        ６番 池邉 美紀君 

７番 堀内 義郎君        ８番 内村 立澤君 

９番 指宿 秋廣君        10番 上西 祐子君 

11番 重久 邦仁君        12番 山中 則夫君 
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欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 
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────────────────────────────── 

職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局長 兒玉 秀二君        書記 矢部 明美君 

                 書記 佐澤 やよい君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  木佐貫 辰生君  副町長  西村 尚彦君 

教育長  石崎 敬三君   総務課長兼町民室長  白尾 知之君 

企画商工課長  西山 雄治君   税務財政課長  黒木 孝幸君 

町民保健課長  横田 耕二君   福祉課長  齊藤 美和君 

高齢者支援課長  川野  浩君   農業振興課長  上原 雅彦君 

都市整備課長  福永 朋宏君   環境水道課長  西畑 博文君 

教育課長  鍋倉 祐三君   会計課長  米村 明彦君 

 

午前10時00分開議 

○議長（重久 邦仁君）  おはようございます。ただいまの出席議員は１２名であります。定足数

に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．意見書案第１号の取扱いについて 

○議長（重久 邦仁君）  日程第１、意見書案第１号の取扱いについてを議題とします。 

 議会運営委員長より報告をお願いします。議会運営委員長。 

〔議会運営委員長 池邉 美紀君 登壇〕 

○議会運営委員長（池邉 美紀君）  それでは、議会運営委員会の協議結果についてご報告いたし

ます。 

 先日３月１７日、議会運営委員会を開催し、追加提案されます意見書案第１号について協議を

いたしました。 

 この提出案の内容等を踏まえ、当委員会において慎重に審査いたしました結果、意見書案１件

につきましては、委員会付託を省略し、本日既に提案されている議案全てを議了後、全体審議で

措置することに決定しました。 

 以上で、当委員会の報告を終わります。 

○議長（重久 邦仁君）  お諮りします。本日追加提案されます意見書案第１号については、議会
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運営委員長の報告のとおり、委員会付託を省略し、既に提案されている議案全てを議了後、全体

審議で措置することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、本日追加提案されます意見書案第１号に

ついては、議会運営委員長の報告のとおり決定いたしました。 

 それでは、これより意見書案及び日程を追加した議事日程表を配付しますので、しばらくの間、

本会議を休憩します。 

午前11時16分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時26分再開 

○議長（重久 邦仁君）  休憩前に引き続き本会議を再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．常任委員長報告 

○議長（重久 邦仁君）  日程第２、常任委員長報告を行います。 

 まず、総務産業常任委員長よりお願いします。 

〔総務産業常任委員長 内村 立澤君 登壇〕 

○総務産業常任委員長（内村 立澹君）  総務産業常任委員会の審査結果を、会議規則第７６条の

規定に基づき報告申し上げます。 

 当委員会に付託された案件は、議案第１号、２号、７号、８号、１３号、１４号、１５号、

２１号、２２号、２３号、２４号、２５号、２６号、２８号の計１４件でございます。 

 以下、議案ごとに説明させていただきます。 

 議案第１号「三股町営住宅設置条例の一部を改正する条例」。 

 本案は、植木原団地、五本松団地の全部、餅原団地、蓼池第３団地、勝岡団地、宮下団地の一

部を用途廃止し、条例から削除するものであります。 

 慎重に審査いたした結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第２号「三股町営住宅管理条例の一部を改正する条例」。 

 本案は、町営住宅入居時の連帯保証人の債務負担限度額を定め、連帯保証人の住所要件を緩和

するものであります。また、家賃の決定について改正するものであります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第７号「三股町一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例」。 

 本案は、三股町使用料及び手数料徴収条例から一般廃棄物最終処分場の研修室の使用料を削除
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したことに伴い、所要の改正を行うものであります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第８号「三股町水道事業給水条例の一部を改正する条例」。 

 本案は、指定給水装置工事事業者の更新及び指定更新の手数料を追加するための所要の改正を

行うものであります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第１３号「令和元年度三股町梶山地区農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）」。 

 本案は、予算の総額４,４３４万６,０００円から歳入歳出１７万５,０００円を減額し、予算

の総額を４,４１７万１,０００円とするものであります。 

 歳入につきましては、一般会計繰入金を減額し、歳出につきましては、公課費を減額し、事業

費を増額するものであります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第１４号「令和元年度三股町宮村南部地区農業集落排水事業特別会計補正予算（第

３号）」。 

 本案は、予算の総額４,０１３万５,０００円から歳入歳出２０万８,０００円を減額し、予算

の総額を３,９９２万７,０００円とするものであります。 

 歳入につきましては一般会計繰入金を減額し、歳出につきましては公課費を減額し、需用費を

増額するものであります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第１５号「令和元年度三股町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）」。 

 本案は、予算の総額９億５,２７７万９,０００円から歳入歳出４２６万５,０００円を減額し、

予算の総額を９億４,８５１万４,０００円とするものであります。 

 歳入につきましては、負担金及び手数料を増額し、一般会計繰入金及び町債を減額するもので

あります。 

 歳出につきましては、総務管理費の負担金を増額し、事業費の委託料を減額するものでありま

す。 

 次に、継続費につきましては、中央浄化センター増築事業の年割額を変更し、事業費の総額を

９億９００万円とするものであります。 

 次に、地方債につきましては、公共下水道事業費を実績見込みにより限度額を変更するもので

あります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第２１号「令和２年度三股町梶山地区農業集落排水事業特別会計予算」。 
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 本案は、予算の総額４,２７１万６,０００円とするもので、対前年度比３.１％、１３５万

５,０００円の減となっております。 

 歳入の主なものは、施設使用料、一般会計繰入金で、歳出の主なものは、職員給与費、施設管

理委託料、公債費であります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第２２号「令和２年度三股町宮村南部地区農業集落排水事業特別会計予算」。 

 本案は、予算の総額を３,７８３万９,０００円とするもので、対前年度比０.７％、２５万

１,０００円の増となっております。 

 歳入の主なものは、施設使用料、一般会計繰入金で、歳出の主なものは、施設管理委託料、公

債費であります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第２３号「令和２年度三股町公共下水道事業特別会計予算」。 

 本案は、予算の総額を９億５,９４６万７,０００円とするもので、対前年度比１.５％、

１,４２２万７,０００円の増となっております。 

 歳入の主なものとしましては、施設使用料が１億２０７万２,０００円、国庫補助金が３億

２,５００万円、一般会計繰入金が１億８,５９０万９,０００円で、歳出の主なものとしまして

は、事業費の委託料が４億４,１５７万４,０００円、工事請負費が２億７,１１５万８,０００円、

公債費が１億５,５５１万６,０００円であります。 

 次に、地方債につきましては、公共下水道事業債として３億４,９９８万７,０００円の借り入

れを予定しているものであります。 

 審査の経過といたしまして、公共下水道を進めるか合併浄化槽を進めるか、費用対効果を考え

てほしいという意見がありました。 

 慎重に審査した結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。 

 議案第２４号「令和２年度三股町水道事業会計予算」。 

 本案は、まず業務の予定量として、給水戸数を１万１,４１７戸、年間総給水量を２７１万

５,０００立方メートル、１日平均給水量を７,４００立方メートルとするものであります。 

 次に、収益的収入及び支出として、収益は４億２,９４９万９,０００円、支出を３億

８,１６４万２,０００円とするものであります。 

 収益の主なものとしましては、給水収益が３億７,６９８万１,０００円で、費用の主なものと

しましては、職員給与費が５,９８３万８,０００円、委託料が３,５０７万３,０００円、動力費

が３,１０４万７,０００円、減価償却費が１億４,５５２万７,０００円であります。 

 次に、資本的収入及び支出としては、収入を１,３３１万１,０００円予定し、このうち収入の
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主なものとしましては、負担金１,３３０万９,０００円であります。一方、支出の総額は２億

２,９０３万１,０００円を予定し、支出の主なものは、施設費７,２６０万４,０００円、固定資

産購入額５,２００万２,０００円、企業債償還金１億１１２万８,０００円であります。 

 なお、予算の収支不足額２億１,５７２万円は、当年度分損益勘定留保資金で補痾するもので

あります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第２５号「町道路線の廃止について」。 

 本案は、宅地分譲の開発行為による道路つけかえに伴う１路線について、路線廃止を行うもの

であります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第２６号「町道路線の認定について」。 

 本案は、宅地分譲の開発行為に伴う路線土地改良費の完了に伴う１路線について、新規路線認

定を行うものであります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第２８号「都城市との定住自立圏の形成に関する協定書の締結について」。 

 本案は、定住自立圏共生ビジョンの改正に伴い、改めて協定の締結をするものであります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 以上、報告といたします。 

○議長（重久 邦仁君）  次に、文教厚生常任委員長よりお願いします。 

〔文教厚生常任委員長 福田 新一君 登壇〕 

○文教厚生常任委員長（福田 新一君）  文教厚生常任委員会の審査の結果を議会会議規則第

７６条の規定に基づき報告いたします。 

 当委員会に付託された案件は、議案第３号、４号、５号、６号、１０号、１１号、１２号、

１７号、１８号、１９号、２０号、２７号の計１２件です。 

 以下、案件ごとに説明します。 

 議案第３号「三股町敬老祝金条例の一部を改正する条例」。 

 本案は、三股町敬老祝金支給事業を見直し、支給対象年齢を８８歳、１００歳、最高齢にする

ものであります。 

 改正案は、高齢者福祉介護保険運営協議会、事務事業評価幹事会、町長協議及び査定庁議で検

討された結果、高齢者福祉事業を充実させるための見直しとなっております。楽しみにされてい

る方が多くいらっしゃる案件なので、さまざまな方向から調査検討を重ね、３回にわたる長時間

の審査の結果、苦渋の決断となりました。 
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 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第４号「三股町介護保険条例の一部を改正する条例」。 

 本案は、令和元年１０月の消費税アップに伴い、低所得者の方に対して新たに介護保険料の軽

減策を行うものであります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第５号「三股町子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例」。 

 子供の医療費の一部を助成することにより、疾病等の治療を容易にし、子供の保健福祉の増進

と健全な発育の促進を図ることを目的とする制度で、令和２年１１月診療から子ども医療費助成

事業を拡充することにより、改正するものであります。 

 以下のような意見がありました。 

 重複するような受診を行わないように点検を行ってほしい。町民の税金による助成であるとい

うことの意識づけを行ってほしい。子育て世代に対して手厚い等を町民に周知徹底してほしい。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第６号「三股町母子及び父子家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例」。 

 母子及び父子家庭の医療費の一部を助成することにより、疾病等の治療を容易にし、母子及び

父子の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする制度で、令和２年１１月診療から母子及

び父子家庭の小中学生の医療費の自己負担額を無料とするものであります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第１０号「令和元年度三股町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）」。 

 １,３３９万１,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を３０億６,８８９万７,０００円とす

るものです。 

 歳入の主なものは、システム開発費等補助金の資格管理のさらなる効率化にかかわるシステム

改修補助金であり、歳出の主なものは国民健康保険事業納付金のうち国・県支出金については特

別交付金の減額による財政補正、その他については保険基盤安定繰入金の減額による財源補正を

するものであります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第１１号「令和元年度三股町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第３号）」。 

 ２５０万を追加し、歳入歳出予算の総額を２億８,０２９万１,０００円とするものであります。 

 歳入の主なものは、特別徴収保険料、後期高齢者医療広域連合受託事業収入によるものであり、

歳出の主なものは後期高齢者医療広域連合納付金、後期高齢者健康診査受託料によるものであり

ます。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 
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 議案第１２号「令和元年度三股町介護保険特別会計補正予算（第４号）」。 

 ２万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２３億８,１５６万１,０００円とするもの

であります。 

 歳入の主なものは、平成２９年度寝たきり老人等介護手当の再確定に伴う追加交付金や介護用

品支給助成事業における補助金の返還によるものであり、歳出の主なものは平成２８年度高額介

護サービス費について、算定誤りについての補助金を返還するもの及び平成２９年度総合事業調

整交付金の委託料の誤りによる返還であります。 

 平成２９年度総合事業調整交付金の請求ミスについては、再発しないように改善策の提示を要

望しました。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第１７号「令和２年度三股町国民健康保険特別会計予算」。 

 歳入歳出予算の総額を３０億４,６８５万５,０００円とするものです。対前年度比３．４％、

１億１７万１,０００円の増となっています。 

 歳入の主なものは、一般被保険者国民健康保険税、保険給付費等交付金によるものであり、歳

出の主なものは、一般管理費のオンライン資格確認対応に伴うシステムの解消の委託料、保険給

付費の療養諸費の一般保険者療養給付費によるものであります。 

 国民健康保険が高過ぎるという声を聞きます。保険給付費を下げるには意識改革が重要です。

特に、生活習慣病予防のために日々の生活改善に努めることが大事と再認識されました。町民の

周知の徹底を要望します。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第１８号「令和２年度三股町後期高齢者医療保険特別会計予算」。 

 歳入歳出予算の総額は２億９,３３６万９,０００円とするもので、対前年度比５％の増となっ

ております。 

 歳入においては、後期高齢者医療保険料、後期高齢者医療広域連合受託事業収入によるもので

あり、歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金の負担金補助及び交付金によるもので

あります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第１９号「令和２年度三股町介護保険特別会計予算」。 

 歳入歳出予算の総額を２３億３,６９５万２,０００円とするもので、対前年度比１.９％、

４,３０７万４,０００円の増となっております。 

 歳入の主なものは、介護保険料及び支払基金交付金の介護給付金交付金などによるものであり、

歳出の主なものは、保険給付費の介護サービス等諸費や特定入所者介護サービス等の特定入所者
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介護サービス費などによるものであります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２０号「令和２年度三股町介護保険サービス事業特別会計予算」。 

 歳入歳出予算の総額を１,３２１万７,０００円とするものです。対前年度比２８.８％、

５３４万１,０００円の減となっております。 

 歳入の主なものは、介護予防サービス計画費収入によるものであり、歳出の主なものは、一般

管理費の地域包括支援システム保守委託料や居宅介護支援事業費の委託料によるものであります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２７号「第２期三股町子ども・子育て支援事業計画、第２期三股町次世代育成支

援行動計画（後期計画）の策定について」。 

 平成２７年３月に策定した三股町子ども・子育て支援事業計画、第２期次世代育成支援行動計

画（前期計画）の改定計画となるもので、本計画は、子ども・子育て支援法に基づく第２期三股

町子ども・子育て支援事業計画、次世代育成支援対策推進法に基づく第２期三股町次世代育成支

援行動計画（後期計画）であり、放課後子供総合プランを包含し、令和２年度から令和５年度ま

での５年間を計画期間として策定するものです。 

 提供区域を三股町へ訂正を要望しました。表紙計画の説明を入れたらどうかという意見が出ま

した。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 以上で、文教厚生常任委員会の診査の結果報告を終わります。 

○議長（重久 邦仁君）  次に、一般会計予算・決算常任委員長よりお願いします。 

〔一般会計予算・決算常任委員長 堀内 義郎君 登壇〕 

○一般会計予算・決算常任委員長（堀内 義郎君）  一般会計予算・決算常任委員会の審査結果に

ついて、会議規則第７６条の規定に基づき、報告いたします。 

 当委員会に付託された案件は、議案第９号「令和元年度三股町一般会計補正予算（第５号）」

と議案第１６号「令和２年度三股町一般会計予算」の計２件でございます。 

 以下、ご説明いたします。 

 議案第９号「令和元年度三股町一般会計補正予算（第５号）」について、ご説明いたします。 

 本案は、補正予算額７６０万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１０８億７,７２５万

３,０００円とするものであります。 

 まず、歳入について主なものは、地方消費税交付金は、交付額の確定により減額補正し、国庫

支出金は、保育所の施設型給付費負担金などを増額補正、児童手当負担金などを減額補正するも

のです。 
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 県支出金は、障害児施設給付費当負担金などを増額補正し、保育所の施設型給付費負担金など

を減額補正するものです。 

 町債は、前目工業地域雨水対策事業などを増減額補正するものであります。 

 次に、歳出について主なものは、民生費は、障害児施設給付費などを増額補正し、保育所の児

童手当費などを減額補正するものです。 

 農林水産業費は県単かんがい排水事業などを減額補正、土木費は町営住宅簡易平屋団地解体工

事費などを減額補正し、公債費は償還利子及び割引料を減額補正するものです。 

 諸支出金は、森林環境譲与税、基金積立基金などへの積立金を増額補正するものです。 

 繰越明許費は、プレミアム付商品券換金業務委託料ほか２事業を繰り越すもので、地方債補正

は、前目工業地域雨水対策事業を追加し、畑地債総合整備事業ほか１事業は需用費の補正により

限度額を変更するものです。 

 これらの議案審査の中において、いろいろな質問に対して適切な説明や資料提供を受けました。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 続きまして、議案第１６号「令和２年度三股町一般会計予算」についてご説明いたします。 

 本案は、歳入歳出予算額の総額を歳入歳出１０８億円と定めるものです。対前年度比６.９％、

７億円の増となっております。 

 以下、特筆すべきことについてご説明いたします。 

 歳入について、歳入財源別調べにおける自主財源については、約１億２,６０９万円、３.６％

の増、構成割合では、前年度比１.１ポイントの減となり、また、依存財源については昨年度と

比較して５億７,３９１万円、８.７％の増となり、構成割合として１.１ポイントの増となって

おります。 

 次に、歳出について、歳出経費別調べにおける義務的経費は、昨年度比３億３,２５２万円、

６.０％の増、構成割合について、０.５ポイントの減となっております。 

 主な要因として、社会保障費関連費のうち扶助費が歳出予算全体の約３２.２％を占め、昨年

から１,８４０万円、０.５％の増となり、過去最高額となったことによります。 

 経常的経費は、昨年度比８５８万円、０.２％の減となり、構成割合についても２.７ポイント

の減となっております。 

 主な要因として、会計年度任用職員制度の導入により、物件費から人件費への組み替えが行わ

れ、物件費総額が１億１,７８４万円、６.９％の減になったことが主な要因となっております。 

 投資的経費は、昨年度比３億７,６０６万円、６８.４％の増となり、構成割合についても

３.２ポイントの増となっております。 

 主な要因として、小中学校トイレ改修事業９,４５０万円の増や、エーデルワイス幼保園保育
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所等整備事業１億９,７４９万円の増などといった児童福祉施設整備事業によるものとなってお

ります。 

 次に、債務負担行為については、新たに情報システムリプレイズほか５事業を設定するもので、

地方債については、小・中学校トイレ改修事業、臨時財政対策債ほか総額で５億５８６万

６,０００円の借り入れを予定しているものです。 

 次に、投資的事業以外の新規事業及び重点取り組み実施事業についてご説明いたします。 

 総体的な三股町まち・ひと・しごと創生総合戦略の積極的な取り組みを各支所に予算化してい

るということで、主な新規事業として、交流拠点施設の基本的な方向性を示すための交流拠点施

設整備基本計画策定業務委託料１,１４８万４,０００円、交流拠点施設の官民連携の可能性など

を調査する先導的官民連携支援事業業務委託料１,４９８万２,０００円、生活困窮者の就労に向

けた支援などを行う生活困窮者自立相談支援事業６９７万１,０００円、森林所有者の意向や森

林状況を調査する森林経営管理制度意向調査委託料４０３万２,０００円などに取り組むための

予算が計上されております。 

 また、重点取り組み事業として、引き続き立地適正化計画策定事業、子ども医療費助成事業、

施設型給付事業、塵芥収集運搬事業、学校ＩＣＴ教育環境整備事業などに取り組んでいくための

予算が計上されております。 

 これらの議案審査の中において、いろいろな質問に対して、適切な説明や資料提供を受けまし

た。 

 特に、新規事業で主要投資事業の保育所等整備交付金事業において、福祉課より認定こども園

の施設整備について、事業前、後の定員や地図での場所、敷地や整備面積、事業概算見込み、財

源内訳などの説明をいただきました。 

 慎重に審査した結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。 

 以上で、報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．質疑（議案第１号から議案第２８号までの２８議案） 

○議長（重久 邦仁君）  日程第３、質疑を行います。 

 質疑につきましては、ただいまの常任委員長報告に対する委員長への質疑であります。質疑の

際は、議案番号を明示の上、質疑をお願いします。 

 なお、質疑は１議題につき１人３回以内となっております。 

 常任委員長報告に対する委員長への質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  ないようですので、常任委員長報告に対する委員長への質疑を終結しま
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す。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．討論・採決（議案第１号から議案第２８号までの２８議案） 

○議長（重久 邦仁君）  日程第４、討論・採決を行います。 

 議案第１号「三股町営住宅設置条例の一部を改正する条例」を議題として、討論・採決を行い

ます。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとおり

決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第１号は原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第２号「三股町営住宅管理条例の一部を改正する条例」を議題として、討論・採決を行い

ます。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとおり

決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第２号は原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第３号「三股町敬老祝金条例の一部を改正する条例」を議題として、討論・採決を行いま

す。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第３号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとおり

決することにご異議ありませんか。 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議があるようですから、起立により採決します。 

 議案第３号は、文教厚生常任委員長の報告のように原案のとおり決することに賛成の議員の起

立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（重久 邦仁君）  起立多数であります。よって、議案第３号は原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第４号「三股町介護保険条例の一部を改正する条例」を議題として、討論・採決を行いま

す。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第４号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとおり

決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第４号は原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第５号「三股町子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例」を議題として、討

論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第５号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとおり
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決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第５号は原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第６号「三股町母子及び父子家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例」を議題

として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第６号は、文教常任委員長の報告のように、原案のとおり決す

ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第６号は原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第７号「三股町一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第７号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとおり

決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第７号は原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第８号「三股町水道事業給水条例の一部を改正する条例」を議題として、討論・採決を行

います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第８号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとおり

決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第８号は原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第９号「令和元年度三股町一般会計補正予算（第５号）」を議題として、討論・採決を行

います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第９号は、一般会計予算・決算常任委員長の報告のように、原

案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第９号は原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第１０号「令和元年度三股町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）」を議題として、

討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１０号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第１０号は原案のとおり可決されま

した。 
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 議案第１１号「令和元年度三股町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第３号）」を議題と

して、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１１号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第１１号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第１２号「令和元年度三股町介護保険特別会計補正予算（第４号）」を議題として、討

論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１２号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第１２号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第１３号「令和元年度三股町梶山地区農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）」を

議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１３号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお
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り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第１３号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第１４号「令和元年度三股町宮村南部地区農業集落排水事業特別会計補正予算（第

３号）」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１４号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第１４号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第１５号「令和元年度三股町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）」を議題として、

討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１５号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第１５号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第１６号「令和２年度三股町一般会計予算」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  「令和２年度三股町一般会計予算」に対しての反対討論を行い

ます。 
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 令和２年の本町の予算は、子ども医療費助成制度の拡充、生活困窮者自立相談支援事業、小・

中学校のトイレ改修事業など、福祉、子育て、教育のまち三股として評価できる予算とは認めま

す。 

 ただ、昨年１０月から、消費税が８％から１０％に税率アップしたことによって、零細商工業

者など売り上げが落ち込んで店を閉鎖したいぐらいだと話されている方もおられます。そしてま

た、今回のコロナの発生によっていろいろな自粛で経済活動がもっと落ち込んでいます。そのよ

うな情勢なのに国からの押しつけである番号制度構築事業補助金、中間サイバープラットホーム

交付金などが計上されています。カード取得者に２５％のポイントを付与する制度など、空前の

巨費を投じることなどは、国民が望んでいるとは思いません。こういう事業が盛り込まれている

予算には反対いたします。 

 以上、討論を終わります。 

○議長（重久 邦仁君）  ほかにありませんか。 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。異議があるようですから、起立により採決します。 

 議案第１６号は、一般会計予算・決算常任委員長の報告のように、原案のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（重久 邦仁君）  起立多数であります。よって、議案第１６号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第１７号「令和２年度三股町国民健康保険特別会計予算」を議題として、討論・採決を行

います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１７号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議があるようですから、起立により採決します。 
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 議案第１７号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（重久 邦仁君）  起立多数であります。よって、議案第１７号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第１８号「令和２年度三股町後期高齢者医療保険特別会計予算」を議題として、討論・採

決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１８号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議があるようですから、起立により採決します。 

 議案第１８号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（重久 邦仁君）  起立多数であります。よって、議案第１８号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第１９号「令和２年度三股町介護保険特別会計予算」を議題として、討論・採決を行いま

す。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。上西議員。マイク

を立ててください。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  「令和２年度三股町介護保険特別会計予算」に反対します。 

 介護保険制度は、施行２０年を迎えます。国は制度改悪を繰り返し、国家的詐欺と言われるま

でに介護の危機は現在深刻化しております。今年度、低所得者の保険料負担の軽減が実施される

ことはよいことですが、一般の人はやはり介護保険料は高いと言わざるを得ません。 

 それと、施設入所者の食費、住居費が住民税非課税世帯で年金収入が１２０万円を超えると自

己負担を月２万２,０００円ふやし、食費、住居費、サービス利用料、保険料など合わせて月

８万２,０００円の負担になります。低所得者の施設利用をますます困難にさせることになりま
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す。 

 以上をもって反対討論を終わります。 

○議長（重久 邦仁君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。異議があるようですから、起立により採決します。 

 議案第１９号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（重久 邦仁君）  起立多数であります。よって、議案第１９号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第２０号「令和２年度三股町介護保険サービス事業特別会計予算」を議題として、討論・

採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２０号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第２０号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第２１号「令和２年度三股町梶山地区農業集落排水事業特別会計予算」を議題として、討

論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 
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 これより採決を行います。議案第２１号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第２１号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第２２号「令和２年度三股町宮村南部地区農業集落排水事業特別会計予算」を議題として、

討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２２号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第２２号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第２３号「令和２年度三股町公共下水道事業特別会計予算」を議題として、討論・採決を

行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２３号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  ご異議があるようですから、起立により採決します。 

 議案第２３号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（重久 邦仁君）  起立多数であります。よって、議案第２３号は原案のとおり可決されま
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した。 

 議案第２４号「令和２年度三股町水道事業会計予算」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２４号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第２４号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第２５号「町道路線の廃止について」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２５号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第２５号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第２６号「町道路線の認定について」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２６号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第２６号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第２７号「第２期三股町子ども・子育て支援事業計画、第２期三股町次世代育成支援行動

計画（後期計画）の策定について」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２７号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第２７号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第２８号「都城市との定住自立圏の形成に関する協定書の締結について」を議題として、

討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２８号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第２８号は原案のとおり可決されま

した。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第１．意見書案第１号上程 

○議長（重久 邦仁君）  追加日程第１、意見書案第１号を議題とします。 

 ここで、意見書案第１号について、提出者の趣旨説明を求めます。池邉議員。 

〔６番 池邉 美紀君 登壇〕 

○議員（６番 池邉 美紀君）  「新型コロナウイルス感染症対策の強化等を求める意見書案につ
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いて」説明いたします。 

 中国で発生した新型コロナウイルスによる感染症は、世界各地に拡大し、多くの感染者・死者

を出しております。 

 三股町では、新型コロナ対策本部を設置し、自治公民館等を通じて住民に対し、不要不急な会

合における自粛の協力要請を行いました。しかしながら、マスコミ等の連日の報道による影響で、

希望者がマスクを購入できないなど、住民に不安が広がっております。 

 国においては、新型コロナウイルスの感染拡大を防止し、住民の生活と健康を守るため、お手

元にあります資料の４つの事項に取り組まれるよう強く要望するところでございます。 

 １、ワクチンの開発、製造を早急に進めるとともに、治療法を速やかに確立すること。また、

マスク、防護具、検査キット等の医療物資が不足することのないよう、国の責任において必要量

の確保に努めること。 

 ２、キャンセルが相次ぐ観光、飲食関連産業、各種イベント中止などによる地域経済への影響

を最小限にとどめ、農畜産業、中小企業、小規模事業者などへの支援策、雇用対策の実施など、

適切な支援策を講じること。 

 ３、学校現場における休業等の影響を最小限にとどめるため、教育機関に対して適切な支援策

を講じること。 

 ４、地方自治体が実施する新型コロナウイルス感染症対策への財政支援を講ずること。 

 以上、説明でございます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第２．意見書案第１号質疑・討論・採決 

○議長（重久 邦仁君）  追加日程第２、意見書案第１号の質疑・討論・採決を行います。 

 なお、質疑は、会議規則全体審議では同一議題につき１人５回以内となっておりますので、ご

協力方、よろしくお願いします。 

 それでは、意見書案第１号「新型コロナウイルス感染症対策の強化等を求める意見書案につい

て」を議題として、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 



- 175 - 

 これより採決を行います。意見書案第１号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、意見書案第１号は原案のとおり可決され

ました。 

 本日可決されました意見書は、速やかに関係機関に送付し、その善処方を求めることといたし

ます。 

 お諮りします。今期定例会において議決案件等の条項、字句、数字、その他の整理を要するも

のについては、会議規則第４４条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議決案件等の条項、字句、数字、その他

の整理は、議長に委任することに決定しました。 

 以上で全ての案件を議了しましたが、１２月定例会以降の議長の報告はお手元に配付してある

とおりであります。 

 しばらく本会議を休憩し、全員協議会といたします。済みません。２５分まで休憩といたしま

す。 

午前11時26分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔全員協議会〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時41分再開 

○議長（重久 邦仁君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（重久 邦仁君）  以上で、今会期の全日程を終了しましたので、これをもって令和２年第

１回三股町議会定例会を閉会いたします。 

午前11時41分閉会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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    会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

                                   議  長  重久 邦仁 

                                   署名議員  福田 新一 

                                   署名議員  山中 則夫 
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